
奈良女性史研究会





は じ め に

平成11年度の奈良女性史研究会は、D∨ (ドメステイツク 0バイオレンス

=domestic vlolence)を テーマとして取り上げ、その成果を会の3冊目の冊

子として刊行することになりました。

D∨を日本語に直訳すると “家庭内暴力"ということで、親しい関係にあ

る男性から女性への暴力のことをいいます。政府は平成11年 6月 15日付にて

「男女共同参画社会基本法」を成立させ、同年 6月 23日 公布、施行されまし

た。また2000年プランでは女性に対する暴力の根絶に向けて、積極的に取り

組むことを決議されました。

今までは、家庭内暴力は数の中のこととされ、男性から受ける女性の痛手

は民事不介入として問題にされませんでした。むしろ関わり合うことを恐れ

て「見て見ぬ振り」で通つていたのですが、こんなことがあつてはならない

と、女性の人権擁護として採択されました。女性史研究会としては、大いに

目を向けたい分野だと思つています。
1■ |

D∨に関しては「 そんなことあるの」と目を見張る人もあるかも知れませ

んが、広い世の中には逃げ出すことも出来ず、女性は嫁して三界に家なしの

普の諺のごとく、泣いている女性が非常に多いこと|よ事実です。

そのような女性は、自立する力もないままに子供のためと、耐え忍んだ時

代背景が女性を不幸にしてしまつたのでしようが、今は女性の地位向上と、

男女平等がうたわれてきて、女性も自覚してきました。「元始、女性は太陽

であつた」と、平塚らいてうは「青轄」で言つています。女性問題に力を尽

くした先駆者たちもいて、女性の人権の夜明けから意識の改革に変わつてき

ました。

今年は「 国際平和の文化年」です。全ての人たちが平和の文化を築いてい

きたいという思いで、昨年の「私と戦争」に続いて、今年はD∨について学

習しました。

会員の皆さま、また会員外の方々にも御協力を得ましたことを深く感謝し

御挨拶といたします。

谷中カズエ
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ドメスティック・バイオレンス (DV)は、結

婚や家庭のあり方、制度の問題に深く関わつてお

り、家庭という閉ざされたところで起こっている

ため、表面化しにくいという性質を持っておりま

すが、ようや く社会問題 として浮上してきまし

た。

昨年 6月 に施行されました「男女共同参画社会

基本法」の基本理念に、男女の人権の尊重、個人

の尊厳 (DV、 セクシュアル・ハラスメントを受

けない)が規定されています。

女性センターは、人権問題としての女性問題の

解決・女性のエンパワーメント・本格的な男女共

同参画社会の構築を基本的な視点として事業を展

開しています。講座 。セミナーに、女性に対する

暴力を取り上げ、受講生の認識を深めています。

又、女性相談コーナーでは、あらゆる女性の悩

みの相談が増加傾向にあり、女性の暴力の相談も

増えてきております。女性センターの相談員は、

DVの 被害者に対して、婦人相談所等の相談員と

連携を密にし、相談内容に考慮しながら電話や面

接相談により、問題の解決に努め、自立のための

支援をしています。相談の方法は、一般・法律相

談があります。

女性に対する暴力は、人権に直接関わる深刻な

問題であるにもかかわらず、その重大性は、まだ

まだ十分認識されていない状況にあります。

昨年、県内の妻が夫を殺害した事件で、弁護側

は 「家庭内暴力 (ド メスティック・バイオレンス

女性史研究会のDV学習にエール

女性セ ンター所長 藤井 勝子

=DV)が殺害動機に深くかかわつている」と情

状酌量を主張してきたのに対し、裁判長は「長年

にわたって、飲酒した被害者から精神的肉体的暴

力にさらされてきた経緯が背景にある」と述べる

にとどまった新聞記事は、記憶に新しいところで

す。

DVは 「夫婦げんかの延長」といつた個人的問

題ではなく、社会的問題であり、犯罪という意識

を浸透させていくべきだと思います。

奈良女性史研究会会員の皆様がこの1年DVに

ついて、学習や研修を深められ、人権問題として

の女性問題の大きなうね りを発信していただいた

ことに、心より敬意を表したいと思います。

“21世紀に向けての男女平等 。開発・平和 "

をテーマに、女性2000年会議が今年 6月 にニュ

ーヨークで国連特別総会として開催されます。こ

の会議は、 「ナイロビ将来戦略の実施状況および

北京行動綱領採択の5年後の各国の実施状況の検

討・評価」を目的とするものです。

昨年のアジア・太平洋地域における準備会議で

は地域としての勧告が採択されました。勧告の内

容は多岐にわたっており、女性の経済活動への参

加促進、女性の人権擁護、女性の意志決定への参

加促進等の提案が含まれています。

国連特別総会で、女性に対する暴力が国際的な

認識のなかで、取 り上げられ、DV防止のための

新たな国内法の制定につながることを望んでいま

す。
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女性史研究会が DVに取り組む意味・意義を考える

北京女性会議以降、わたしたちの身近かなとこ

ろでもDomestic ViOlence夫・恋人からの暴カ

に対する関心が高まり、取り組みも盛んになって

きているが、女性史の視点で、DVがその国々や

民族の歴史的・社会的背景を背負って、紆余曲折

を経ながら、女性に対する人権侵害であると認識

されるに至った歴史的変遷を押さえておきたい。

DV取 り組みの史的意味・意義を把握すること

で、現代的な問題・課題も一層認識され、今後の

取り組みへの道も見えてくるであろう。

女性への暴力撤廃宣言への道

「女性と人権」の歴史は、人権思想の出発点 と

なった1789年のフランス革命に始まるが、人間

(Man)は 男性 (Man)で あって、女性 。子

どもたちは家長である男性 (夫 。父)たちの付属

物として、財産権も参政権も持たない存在であっ

た。夫 。恋人からの多大の暴力に対しても、経済

力を持たない女性は「家庭内のこと」として耐え

るしかなく、社会も容認し長く放置して来た。

DV問題を国際的問題として取り組んだのは、

アメリカなど先進国の女性たちからであった。運

動の蓄積はウイーン人権会議で、 「女性に対する

暴力」が女性の人権侵害の核であるとの認識にこ

ぎつけた。

主な動きを追って行くと

*1945年 国連憲章―男女の平等な権利を宣言し

た最初の国際的合意文書

*1947 国連女性の地位委員会の設立

*1965 女性の地位委員会、女性差別撤廃宣言

の草案作成作業開始

*1967 国連で 「女性差別撤廃宣言」を採択

(法的拘束力は持たない)

*1971 ニューヨークで初めてレイプ反対運動

*1975 国連は「国際婦人年」と定め第 1回世

界女性会議をメキシヨシティで開催

大 林 美 亀

*1979 国連総会で「女子差別撤廃条約」を満

場一致で採択 (日 本は1985年 に批准)

*80年代 ミネソタ州で最初にシェルター (避難

所)づくり

*1993・ 3ウイーン 国連世界人権会議 「ウイーン

人権宣言」で、 「女性の権利は人権で

ある」と「女性の人権」を史上初めて

明記

*1993 レヾ ンコクNGO宣言J(世界人権会議ア

ジア太平洋地域会議)で女性に対する暴

力の根絶に対する強いコミットメント

(約束履行)を主張

*1993・ 12国連総会で「女性に対する暴力撤廃宣

言」を採択

。家庭内の暴カー夫の暴力、夫婦間レイプ、

女児への性的虐待、性器切除など

。社会での暴カー強姦、セクシュアル・ハラ

スメント、女性の人身売買、強制売春など

。国家による暴カー紛争下での性暴力、戦争

犯罪 (過去の慰安婦問題など)など

これらの暴力の予防、加害者の処罰、被害者

の救済を国家に義務づける

*1995。 9第 4回国連世界女性会議 (北京)

女性に対する暴力は、男女間の社会的・歴

史的 。経済的不平等からくる人権侵害であ

ると認識されるに至る

「北京宣言」 と「行動綱領」

採択された「北京宣言」において、 「我々は、

以下のことについての我々の責任 (コ ミットメン

ト)を再確認する」、として「女性に対する暴カ

の撤廃」、「あらゆる人権及び基本的自由の不可

侵、不可欠かつ不可分な部分として、女性及び少

女の人権の完全な実施を保証すること」。「我々

は、以下のことを確信する」のところで「女性の

権利は人権である」とし、「我々は、以下のこと
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を決意する」で、 「女性及び少女に対するあらゆ

る形態の暴力を阻止し、撤廃する」、 「あらゆる

レベルにおける政府、国際機関及び団体の側の強

力なコミットメント (関与)を必要とするであろ

う行動綱領の成功を保証する」、「以下の行動綱

領を採択し、政府としてこれを実施することに責

任を負うとともに、我々のあらゆる政策及びプロ

グラムにジェンダーの視点が反映されるよう保証

する」と宣言した。

そして、その 「行動綱領」は、重大問題領域とし

て女性の人権の視点から 。女性と貧困 。女性の教

育と訓練 ・女性と健康 ・女性に対する暴力 ・女性

と武力紛争 。女性と経済 ・権力及び意思決定にお

ける女性 ・女性の地位向上 。女性の人権 。女性と

メディア ・女性と環境 ・少女 という 12項目を

上げ、現時点で解決すべき問題とその解決のため

に各国が取るべき方策を網羅 した行動計画 と、

2000年 までに達成を目指す戦略を明記 し、各国

政府に国別行動網領の策定を求めたものである。

「女性に対する暴力」戦略目標は

1.女性に対する暴力を防止し根絶するために、

総合的な対策をとること

2.女性に対する暴力の原因及び結果並びに予防

法の効果を研究すること

3.女性の人身売買を根絶し、売春及び人身売買

による暴力の被害女性を支援すること

と明記した。「女性への暴力」が1990年代になっ

て、やっと国際的議題として上ってきてはいた

が、21世紀に向けて取 り組むべき重点テーマに上

げられたことは画期的であつた。

ポス ト北京・21世紀ヘ

各国、各地域でポスト北京の取り組みが始まっ

た。「行動綱領」を受けて日本でも内閣大臣官房

男女共同参画室は「新国内行動計画」を策定し、

各地の自治体でも女性行動計画が策定され、昨年

(1999。 6)「男女共同参画社会基本法1の 成立に

至った。

「家庭の暴力に関する世界会議」(1998・ イン

ド)な ども開催され、暴力を家庭内から根絶してい

くことは、地域社会ひいては世界レベルで社会を

変革 していくことに繋がることを世界に認識さ

せ、世界レベルでの戦略を打ち立てようと、実行可

能で継続的対策が話し合われ、努力が続けられて

いる。

日本でも北京女性会議以降、DVに対する関心

と動きが高まってきたとはいえ、家庭内暴力の実

態がまだまだ把握されていないし、社会全体がD

Vが犯罪であるという認識に立っているとは言い

難い現状にあり、意識の変革、ジェンダー平等教

育、法整備、被害者支援 。加害者の回復支援のた

めの救済機関の設置及び充実が急がれる。

今年 6月 、第5回世界女性会議はニューヨーク

国連本部で、国連特別総会 「女性2000年会議-21

世紀に向けてのジェンダー平等・開発・平和」とし

て開催される。北京行動綱領の実施状況の見直

し、評価 と、21世紀に向けての行動を検討する

ことを目的としている。

今日までの努力と運動の歴史を踏まえて、自分

たちの周りで、 「行動綱領」がどれだけ達成され

ているか、達成を阻止する要因はどこにあるか、

自己開発、自己変革はなされてきたかを、「研究

会」として取り組んだ過去の戦争の検証や、DV

問題への取り組みからも、問い直す作業であつた

と考える。

歴史に学び、グローバルな視点にたって、女性

が 「人」としての尊厳を回復し、全ての人の人権

が守られる社会の確立をめざして、未来への道を

拓いて行く責務を感じて生きたい。
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学習・研修 よ り

Domestic viOlence(DV)を学ぶ
Partlド メスティック 0バィォレンスは

犯罪です

5月 26日 の例会は、 ドメスティック・バィオ

レンスについてのビデオを見て話し合いました。′

“ドメスティック・バイオレンスは犯罪です "

“再出発へのサポー ト"の 2本は、1998年北海

道にある駆け込みシェルターの現場から初めて生

まれたビデォです。この駆け込みシェルターは、

1997年 につくられ、札幌の “女のスペース お

ん"が自費運営しています。

暴力をふるう夫たちには共通 したサイクルが

あつて、暴力をふるった後、ハネムーン期と呼ば

れる優しいときがあるため、シェルターに来た女

性たちは、つい情にほだされたり、「私がいない

と夫がだめになる」という母性にめざめたりして

夫の元へ帰って行くが、ちょっとしたきっかけで

またいっそうひどい暴力をふるわれてシェルター

に駆け込んでくるという悪循環をくり返している

ようです。

夫たちの暴力がなくなり、夫も妻も幸せになる

にはどうすればよいのでしょうか。難しい問題で

す。

ビデオを見ての感想あれこれ

人間のやさしさがもっともっと必要になる時代

に突入してきたのではないでしょうか。*DVは

男性だけの問題ではない。女性にもDVを触発さ

せない知恵を働かす学習が必要なのではないだろ

うか。*シェルターに駆け込む人、相談に行く人

が30歳代、40歳代だけでなく、70歳代の人もい

たので、そこまでどうしてがまんを…。と思って

しまいました。本当に困っている人は、婦人相談

所がどこにあるのか知っているのかな? 私も、

女性の知恵を働かす知恵が必要との意見に賛成し

ます。*夫に暴力を振るわれ、シェルターに駆け

込む女性はごく一部であって、日常的に何らかの

(言葉も含む)暴力を受けている人は数知れない

と思う。どんな事情があっても暴力でなく、他の

解決法を見つけてほしい。*女は本来強いものだ

そうです。男性は、日ではかなわないので、女性

は腕力を取 り上げられたのですって。もし、女性

に腕力があったら、DV問題は、もっと複雑にな

るのでしょうね。*DVの深いところは、当事者

にしか解 らないかも知れないが、お互いを思い合

う心で解決できれば幸いです。*こ ういったシェ

ルターに来た人たちは、ょかったなあと思います

こういう施設があることすら知られていない。多

くの人たちに是非存在を知ってほしいです。*妻

に対してつい暴力をふるってしまうなんて悲しい

ですよね。幼いときから真の人権教育がなされる

ことをすべての人に期待します。*暴力を受けた

女性が、自分が被害者であるという認識が、夫や

恋人からの暴力を社会化させていく原動力となる

と思います。 (会報32号より)

DomesJc viOlence(DV)を 学ぶ

Part2

暴力を受けた奏、暴力をふるう夫たちの声

6月 8日 の例会で、関西テレビ放映 (5月 15

日)の ドキュメンタ リー 「夫・恋人か らの暴カー

苦悩の日々―」のビデオを見て話し合った。

東京都では 3人 に1人が暴力を受けているとい

うデータ (1997年 )があるが、このドキュメン

タリーでは、暴力を受けた女性たちと暴力を振

るってしまった男性たちの生の声を伝えていた。

女性 1 度重なる暴力を受け、 2カ 月入院した

がその後も暴力は止まず、殺してやるとまで言わ

れた。やっと離婚でき、アパー トのドアを施錠の

上紐でくくって、息を凝らして暮らしている。朝

刊が入る音にもビクッとして目覚め、電話・チャ

イムなどにもドキッとする。恐怖心が取れず今も

夢を見る。

女性 2 夫の暴力に10年苦しんだが、警察も取

り合ってくれず、大きくなった子どもの一言で離
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婚 を決意 した。あのままだった ら夫を殺 していた

か も知れない。子 どもに救われた。 (子 どもは

今、父とは他人のお じさんという感覚で会つてい

る)

女性 3 夜暴力を振るわれるので、朝逃げ出し

た。実家や友人の所はすぐ見つかるので民間のシ

ェルターを教えてもらい、子どもとすぐ入れても

らった。「もう少し我慢しなくては」という引け

目があつたが、 「よく出てきたね」と言われほっ

とした。生活への不安、子どもの将来が気になり

まだ迷つている。子どもが父親の真似をして、保

育園で回汚く罵ったり、怒鳴ったりするのが不安

だ。夫がいつ連れ戻しに来るかと心配でたまらな

い。どんな夫婦でも問題を解決しているのに、自

分にできなかつたのは残念だ。

男性 1 父が母に暴力を振るうのを25年間見て

育ち、父の暴力を嫌悪しながら自分も同じ事をし

てしまう。それがイヤでイヤで仕方ないのにやっ

てしまう。母は「私はお父さんの暴力を受けるの

が仕事やから…・」と耐えていた。父は自分にも

暴力を振るつたが感覚が麻痺して殴 られるまま

だった。

今、父と同じ事をする自分が苦しく一生懸命抑

えている。

自分で自分が恐い。暴力の事がいつも頭から離れ

ない。

男性 2… 。41歳  溜まりたまって爆発する。そ

の後スッとする。手を出している時は感情に支配

されているが、冷静に見つめている自分もある。

答えを見つけたいと思い何かいいながら殴つてい

る。 (なぜ黙つているのかなど)

男性 3-・ 41歳 会社で自分だけ早く帰るのは

まずいので、11時 、12時 に帰ると家事分担を取

り決めてあるのができないため、相手に詰め寄 ら

れる。そのうち頭に血がのぼり気が付けば手が出

ている。夫を立て従う妻を理想としたが、妻はそ

んなんは人間性がないという。 15年 間激しい葛

藤をしてきたが、やつと女性も男性も変わりなく

自分が主人公だとして生きる人生がある事がわ

かった。

男性 4-・ 42歳 自分が相手の上に立つにはど

うすれば良いかということから殴ってしまった。

男性 5…・家族を失 つた男性 始めは言葉で抑

えようとするが、逆らわれて手を出し力の加減が

分からんようになり頭の中が真っ白になる。20

年の暴力の末、妻子は家を出た。カウンセリング

を受け今冷静に振 り返ることができる。自分が責

められているという意識が強く、一度暴力を振る

えば、相手を抑えられることが分か り次々と続

く。後で、罪悪感が湧 くが、 「あんな事言わん

かったらそこまでしてへんのに…・」と相手のセ

イにする。その方が自分が楽やから。楽な方へ楽

な方へといくので、後悔ばかりで反省できない。

自分もくたくたになってしまった。今は本当に申

し訳なかつたと思う。

男性 6…・夫婦のあ り方で悩んで いる男性

平手打ちで顔 を1～ 2回殴つたが 自分が情けな

い。夫がリー ドする夫婦関係を強要したり、自分

と同じように考えて欲 しいと思つていたのが原

因。子どもの喧嘩で目が覚めた。男女二人で生き

ていくことは思つたより難しい。

精神科の医師

暴力を振るう人はそういう家庭に育ち、小さい

時から見ていてそれが普通にあってもおかしくな

いという思考になる。女性は平等にと思いがちだ

が、男性は建て前は平等でも優位を示したがる。

夫婦対等を強要すると良くない。彼等なりの平等

を作り上げていくと良い。 (会報33号より)
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夫・恋人か らの暴 力につ いて考えてみま
せんか

平成 11年 6月 15日 、橿原文化会館 にお いて奈

良県 。奈良県教育委員会主催で 「人権問題を考え

る女性のつどい」が開催された。

ドキュメンタリービデォ『 ドメスティック・パ

イオレンスは犯罪です』の上映のあと、弁護士・

林陽子さんの講演『女性の人権』～女性への暴カ

を考える～と、奈良県警察の『奈良県における女

性に対する暴力の現状について』の報告があっ

た。

講演の概要

既婚女性の98%が夫の姓を名のり、そのほとん

どが扶養されている現状から、夫は経済的 。社会

的に優位であり、女性はそういう地位に押し込め

られている社会を変えていかなければ精神的 。性

的にも平等にはならない。

「家庭内暴力」というと、子どもが母親に振る

う暴力を指す場合が多いので、親しい問柄の男性

か ら受ける暴力は、それと区別 して 「ドメステ

ィック・パイォレンス」と言うべきである。

ドメスティック・バィォレンスは、1995年北

京の世界女性会議で人権問題として捉えられた。

我が国では1995年から1997年、弁護士会が女性

への暴力の相談を受け付けた結果1032人 もの相

談があったことゃ、1997年東京都のアンケー ト

で、パー トナーのいる女性1553人 中1083人 (約

6割)が 「何 らかの暴力を受けた」と答え、報道

番組で取り上げられるようになり、一般的に知ら

れるようになった。

ドメステ ィック・バイオ レンスを告訴 した例

女性が暴力を受け告訴したが、加害者が婚約者

とわかると警察の態度が変わり、「夫になる人が

前科者になってもよいのか」と言われ、告訴を取

り止めた。結婚後、また暴力を振るわれ告訴した

時、 「なぜ以前の暴力沙汰を告訴しなかったの

か」と詰め寄られた。

夫が妻を玄関の戸に投げつけ、妻は全治 6カ 月

の骨折をした。告訴したが、家庭内の出来事に目

撃者がいるはず無いのに、「目撃者がいない」と

いうことで、やっと書類送検したのみであった。

同じ事が、一般社会で起きればすぐ逮捕される

のに、家庭内だとそうはならない。第二者と身内

では違うのか。今も夫への処分はない。

暴力か ら逃れるには…

*加害者の男性自ら気がついて、医療機関などへ

相談にいく。

*裁判所に「暴力を振るってはならない」という

命令を下してもらう。あるいは自力で別居して

裁判所に接近禁止の仮処分をしてもらう。

*離婚する (調停 してか らしか裁判にな らない

が、暴力を振るう男性を調停に応 じさせること

は難 しく、実際 には離婚裁判 は起 こしに く

い 。 )

警察は暴力を訴えられても、その時だけ止めさ

せてほしいのか、夫に処罰を求めているのか分か

りにくいという。民事不介入で取 り合わない場合

が多い。日本の法律のどこにも民事不介入という

ことは書いていない。

ドメスティック・バイオレンス関係の法律では

「相談者の子供の保護と婦人相談所が緊急の住ま

いを提供 (2週間)すること」が定められてい

る。

ドメスティック・バイオレンスは人権侵害であ

り犯罪である。社会的、文化的に作 られた性差

(ジ ェンダー)に もっと敏感になろう。

先進国アメリカやイギリスの20年前は今の日

本と同じであったが、これを変えてきたのは女性

たちの運動であった。日本も今意識が高まり重要

な時期にきている。

県警の報告から

奈良県被害者支援ネットヮークを組織して、 ド

メスティック・バイオレンスを事件化し、被害者

の安全、被害者が何を望んでいるのかを考え対処

している。
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警察は届け出を受ければまず現場へ行く。妻は

“夫が処罰されると子供が犯罪者の子になる。夫

が刑務所に行けば生活できない。刑務所から帰っ

たらもっとひどくなるのではないか。親戚に顔向

けできない"な どの理由で処罰を望まず、ただ逃

れたい、離婚したいという場合、シェルターヘ連

婦人相談所の現況と

ドメスティック・バイオレンスについて

1999年 7月 28日  県婦人相談所相談員、宮代 トシ子先生をお招きし、

上記の表題でお話しいただき、DVに対する認識を高める機会を持った。

絡 して対処 してもらう。 どんな ことにも、希望に

添 うようにできるので申し出てほしい。

事件は発生 しても届けないと常習化、悪質化 し

ていくので、勇気ある届け出を待つている。

(会報33号よ り)

パー トナー)か らの暴力の相談件数が平成10年

度、61件で、平成6年度の23件からみてもここ4

～ 5年で急増しているといえる。これは、1993

年 12月 、 「女性に対する暴力撤廃宣言」が、国

連総会で採択され、また1995年北京の世界女性

会議でも、暴力は女性の人権侵害であるとされ、

マスコミなどで取りあげられるようになつたから

であろうと思われる。夫からの暴力が、個人の問

題ではなく、歴史的文化的問題として見過ごして

はいけないという風潮がでてきている。

平成10年 度は、夫か らの暴力61件 に加え、親

子の問題等の相談のなかで、暴力を含むケースを

入れて90件 の相談があり、うち20件は一時保護

をしている。 2週間以内に自立支援の話し合いを

してそれぞれの方法で退所していく。自宅へ帰っ

たのは 2名であるが、実家や身内へ身をよせても

やがて自宅へ帰っていくようである。母子自立支

援施設に入所した人も4名 いる。

暴力を受けた女性の年齢は30代が多く (90件

中35件 )、 次いで20代 (同 19件 )、 30代 (同 17

件)と続いている。

Aさ んの例で考えてみよう。Aさ ん (60代 )

は、昨年末、30代 の次女と一時保護を求めて来

所。数日前、夫の暴力に耐え兼ねて友人宅に逃れ

たが、年の瀬でもあり長居ができず保護を求めて

婦人相談所の現況

婦人相談所は、昭和31年売春防止法が成立、

第34条 の 「各都道府県に婦人相談所を設置 しな

ければならない」という条項によってできた施設

である。業務は 「性行または環境に照らして売春

を行うおそれのある女子の保護更正に関する事項

について主として次の各号 (省 略)の 業務を行

う」ということで、昭和32年 4月 1日 、奈良市鶴

福院町に設置された。同54年、紀寺町に移転し

現在に至っている。

現在は売春に関わる相談はほとんどなく、女性

の抱えている悩みの相談、例えば夫の暴力、離

婚、不満といつた夫婦間の問題、子どもの問題、

女性の自立の問題など多岐にわたっている。ま

た、シェルターの役割を果たす一時保護所がある

ので、DVの専門機関としても位置づけられてい

る。

相談の形態は、電話相談、来所相談、巡回相談

で、電話 による相談が85%く らいを占めてい

る。

相談件数は、10年前は300～400件だつたのが

今や1500件 近くになっており、 5年前とくらべ

ても倍増している。繰 り返し相談する者も30%

前後いる。

夫婦間の相談のなかで、夫 (内縁の夫、前夫、
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来たのである。

Aさ んの夫は一流企業を定年退職している。結

婚生活35年 、亭主関白できた。Aさ んが自分の

思いどおりの妻でなくてはならなかった。金銭的

にうるさく、ことあるごとに暴力を振るった。外

出もままならなかった。離婚も考えて実家に戻つ

たこともあるが、夫と義父が謝りにきて帰宅。夫

の「もうしない」という言葉を信じたが、元の本

阿弥だった。

その後Aさ んは、「女性は嫁いだら夫の言動の

理不尽さに耐え夫に従うもの」という性別役割分

業の枠組か ら抜けられず、30年 あまりも耐える

ことになってしまったわけである。 2人の娘のう

ち、長女は家を出たが、次女とは一緒に暮 らして

いる。

今回出て来たきっかけは、夫のわがままで、朝

の4時に朝食ができていなかったのを怒 り (こ の

夫が「朝」といえば朝、「夜」といえば夜なので

ある)、 自分の使用している杖を振 りかざし「出

て行け」と脅された。Aさ んが出て行くと、内側

から施錠されたという。

60歳過ぎると自立は難 しく、子 どもの こと

や、年金のことを考えると離婚に踏み切れない。

今は冷却期間をおく意味で別居している。そのう

ち夫が目覚めてくれるのでは・・ 。とかすかな希

望を抱いている。

その他の事例でも、役割が決定的になったと

き、たとえば婚約、結婚、妊娠、出産などをきっ

かけとしてパー トナーに対する暴力が起こりやす

い。DVは単なる夫婦げんかの延長ではなく、男

と女の社会的なあり方 (ジェンダー)に根ざした

ものである (会報34号より)

男女共同参画社会基本法 とDV
泉 歌子

女性への身体的 。心理的・性的暴力行為が、女

性の人権侵害であるということは一般にまだまだ

認識されていない。

夫が妻を殴ったり、骨折するまで暴力を振るっ

ても法的処罰を受けるどころか、むしろ男性の特

権と思い込んでいる夫も多く、DV根絶の前途は

困難である。

父が母に暴力を振るっているのを見て育った息

子が、父の死後母を引き取 り扶養して母に暴力を

振るったケースなどもあり、DVを根絶しないと

変形して暴力行為の範囲が広がる恐れもある。

国際婦人年や北京会議などで世界的に推進され

ている女性への暴力根絶の取 り組みの一環 とし

て、国は男女共同参画社会基本法を99年 6月 23日

公布、施行した。理念法ではあるが、この基本法

をバックボーンに一人の人間として男女が対等な

パー トナーとなり生活し、社会に参画できること

を目指 している。現代社会は法化社会ともいわ

れ、法意識が日常生活に浸透しつつある。基本法

という法的支えにより市町村・地方自治体におい

て、DV対策条例作りが計画し易くなった。

例えば基本法17条では、国は性別による差別

的取 り扱いによって人権が侵害された場合、被害

者の救済を図るため必要な措置を講じなければな

らないと定められている。また、第21条 には、

「総理府に男女共同参画審議会を置く」とある。

旧審議会では基本法施行以前から政府の取り組む

べき課題として暴力の実態や人々の意識調査の実

施、諸外国との比較などを踏まえ防止策の検討、

被害者相談に関する情報提供や加害者の男性への

カウンセリングの実施などあげてきた。これらは

今少しずつではあるが動き出した。男女共同参画

社会基本法の内容を勉強して、この基本法の元に

男女格差の積極的改善を私たちが行っていかなく

てはいけない。

こうした社会の動きは徐々に判決などにも現れ

てきている。

その 2・ 3例をマスコミ報道によると
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「1998年 H月 26日 大阪地裁は、妻の顔を平手打

ちしたり髪の毛をつかんで引つ張つたりする夫の

暴力が 4年 9カ 月にわたって続いた事実を認定し

たうえで、主に夫の暴力とそれに起因する別居生

活により婚姻関係は破たんしていると離婚を認め

慰謝料 1200万 円の支払いを命ずる判決 を下 し

た。 (こ の訴訟は控訴され慰謝料800万 円で大阪

高裁で1999年 4月 22日和解している。)」

「1999年 5月 21日 までに長野地裁松本支部は、

離婚した元夫のス トーカー行為に対し、元妻の半

径50m以内に立ち入り禁止など女性が求めた仮処

分申請を認める決定をした」 「1999年 5月 26日

には妻の男性関係を理由に連日暴力を振るい全身

打撲、歯も折 られた妻が1998年 9月 大阪府警に

告訴し、大阪府警は夫を逮捕、大阪地検が傷害暴

行事件として起訴し、大阪地裁は夫に懲役1年 6

カ月の実刑判決を下した。 (夫婦は1998年 10月

離婚)」

などをあげることができる。

DVは ジェンダーの陰に温存されてきた。日々

の生活の中で当然のことのように女性は男性に従

属させられ、暴力は男性の特権 。男らしさと容認

し、自己決定権のないことを女性も楽だと考える

生活に甘んじてきた感がある。無理をして法を家

庭に持ち込む必要はないが、家庭という私的領域

にあつても一人の人間としての人権が侵害される

ような事態に追いつめられたときは、生きる権利

があることに自信を持つて行動したい。

法識字を強化する第一歩として男女共同参画社

会基本法から学習してみてはどうだろうか。そし

てDV被害者を皆で保護する行動を起こし、サバ

ィバーに協力を働きかけDV根絶の社会実現のた

めに女性一人一人の力を出し合つていきたい。

(会員・家庭裁判所調停員)(会報35号より)

ドメステ ィック・バ イオ レンスの

現状 と課題

「できることからはじめよう」をキャッチフレー

ズに、「日本DV防止情報センター」を立ち上げ

た弁護士長谷川京子さんの講演会が、10月 13

日、奈良県女性センターでありました。これは同

センターが開講している「社会参画へのステップ

アップ講座」のひとつとして催されたものです。

阪神大震災の後、女性に関する法律相談が多く

寄せ られ、特に強い者が弱い者へ暴力を振るい震

災のス トレスを発散させているケースが急増。

1996年、 日弁連が神戸で夫婦間暴力の現状を集

計した。

夫婦間暴力特別相談の結果か ら

。同居率・・・ 6割

。子 どものいる割合 。・・85%(子 どもへの暴

力も4割ある)

・夫の職業 。社会的地位・・・ 会 社 員 、 自 営

業、公務員、教員で 8割 (偏 りがあるわけでは

ない)

。暴力に耐えてきた期間・ 。・ 10年以上が 4割

。暴力のきっかけ 。・・些細なこと、口答え、夫

の気分を逆なで、夫が分が悪い時など

。暴力の内容・・・被害者の55%が医師の治療

を受けている

。警察への要請・・・通報 したのは25%、 その

うち取り合わないもの 3割、駆けつけても何も

しないのが 4割 (こ の結果、夫は暴力が容認さ

れたと思い込む)

・避難先・・・ 6割 が避難の経験があ り、その

うち実家が 5割

夫婦間に暴力の関係ができあがる理由

。男らしさ、女らしさの意識、男は女をリー ドす

るもの、女は男に従うもの、男は強くあらねば

ならない、妻ひとりぐらい自分の思うようにで

きなければ…。などの考えがあり、殴る男はこ
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れらの意識をもつ男たちの氷山の一角でしかな

い 。

・経済的 。社会的従属関係・・・子どもを連れて

家を出ると生活できないので、我慢しているう

ちにひどくなる。

暴力的支配がある家庭生活

・妻の人権はない。子どもはおびえて育つため、

心の成長におおきな傷をつける。DVは将来の

世代も含めた社会問題となり、暴力行為は連鎖

する。 (子 どもが見て育つから)

夫婦間暴力を温存する構造

。「法は家庭に入らず」 「夫婦は一体で、その一

体とは夫を指し、妻は婚姻と同時に法的独立性

を失う」という古い法思想がまだ健在である。

一体の意味を取り違えて夫が妻を支配する。妻

を殴っても検挙されない。我が国では強姦罪は

夫婦間には成立 しない。 (諸外国では成立す

る)

夫の暴力を排除 して自分の人生をつかもうと

決意 した人への援助

・法的援助・・・接近禁止の仮処分命令など (違

反しても制裁はないが、裁判所から言われると

8割 ぐらいの人は聴く)

。避難の援助・・・婦人保護事業、民間シェルタ

ーなど (これらのなかには男の子に年齢制限が

あり、子どもと一緒に入れない場合がある)

。経済的自立と生活再建・・・ 母子寮 (統 廃合

されて数が減り、空きが少ない)、 公的住居の

整備、保育所、職業紹介、生活保護、国民健康

保険への加入等、具体的援助がスムーズに受け

られるようにすべき。 (妻が逃げ出した場合、

まだ夫の扶養家族であるため生活保護の給付が

受けられない。資格喪失の手続きが必要なの

で、自分名義の国民健康保険に入れない)

今後の課題

・被害女性と子どもの人権侵害であり、将来社会

につながる暴力だという社会認識を皆で共有

する。

。社会的に孤立している被害女性に情報提供した

り、 SOSを 受け止め支援する窓口をつくり

成功例を積み上げること。

・警察力と刑事司法の関与・・・DVが犯罪とい

う認識、接近禁止を破 らさない、DVは 殴る

男の問題、加害男性が変わるための再教育プ

ログラムに参加を強制するシステムづくり

・避難所の整備 。・・民間シェルターはボランテ

ィアに任されているが、財政的援助をしてい

かなければならない。

・女性と子どもへの心理的ケア・・・被害を受け

た女性たちは弁護士にさえ弱音を吐けないの

で、カウンセ リングが必要。子 どもには専門

的プログラムでその時その時に育つべきもの

を身につけさせることが必要。

・生活再建に必要十分な援助、住宅の提供

。女性への健康保険・福祉サービスと就業上の援

助

・官民の支援機関の有機的な連携体制の確立

。法の運用にあたる専門職の研修・・・ジェンダ

ー教育が全く行われていないが、早く取 り入

れるべきである。

・教育・・・性差をつくらない、暴力をふるわな

い、人権を侵さない等

DV防 止の法整備

。98年 11月   国連国際人権 B規約 (市民的、

政治的自由)に関する政府対応の改善勧告

。99年 5月  参議院 「共生社会に関する調査

会」提言・総理府男女共同参画審議会答申 (東

京都はDV禁上の条例をいれている)

・女性が夫から逃げ出して子どもとだけで暮 らす

ことの大変さより、暴力を我慢する方がマシと

考える人がなくなるように、法整備を急がなけ

ればならない。 (会報37号より)
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DV加害男性の取 り組みよ り

松村徳子

女性センターの秋の講座 「女性学中級講座」を

受講しています。その第 2回 目は「夫・恋人から

の暴力を考える」というタイ トルで立命館大学の

中村正さんのお話をうかがいました。中村さんは

「男の子らしさ像」 「男らしさ像」からの解放と

いうことで「男性学」の活動を展開しておられる

そうです。私自身、 ドメステイック 。バイオレン

スについての学習は何度か重ねてきましたが、男

性の側からの話を聞くのは始めてのことなので、

とても楽しみに参加しました。

アメリカでのDVへの取 り組みを中心に考ると

日本は今25年前のアメリカの状態であり、よう

やくDVが夫婦喧嘩から犯罪へと認知されるよう

になったこと。そして今後は、民間主導型のシェ

ルター作り、法律策定、加害者対策が必要なこと

を指摘されました。また、Street violence(町

での犯罪)に対するFamily vlolence(家庭での

犯罪)を Domestic violenceと 呼ぶということ、

二つの犯罪の最も大きな違いは、前者の加害者は

人を傷つけてもたいして悩まないが、後者の加害

者は悩み、苦しんでいる人が多いということだと

説明されました。そして、その「悩む力」に期待

と可能性をかけて、アメリカではDV犯罪を犯し

た男性に対して 「男性自身の子ども時代を書き直

す」というテーマのもと2年間のカウンセリング

プログラムに通うように命じる法律があり、中村

さんたち「男のための非暴力研究会」ではアメリ

カでの実践をもとにプログラムを作り、加害男性

に対するワークショップをおこなっているという

ことです。定員30名 で新聞で募集すると、翌日

には満員になり、加害者自身が直したがつている

犯罪だということがよくわかります。

DV加害者は、総体的に性別役割分担意識の強

い男性が多いということです。 「男らしさ」に縛

られているということでしょうか。ジェンダーフ

リーが叫ばれるなか、私自身も「女らしさ」や

「母親らしさ」を他者から求められると、強く反

発を感じます。でも、ここで白状してしまいます

が配偶者に対して、子どものしつけなどで 「たま

には、父親らしくきちんと叱ってくれればいいの

に」と思つてしまうこともあります。これってや

はり「男らしさ」の押しつけですよね。それにも

しかするとDVカロ害者を作ってしまう発想かもし

れません。反省させられました。中村さんたち

「変わらなくちゃ」と思って行動をすすめている

男性たちの存在を知り、とてもうれしくなりまし

た。女ももっともっと変わらなくつちや。

(会報37号より)
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女性 史 を学 ぶ ～性 の暴 力 につ いて～

大阪外国語大学助教授

藤 目ゆき先生 にきく

平 田洋子

11月 9日 の例会に大阪外大助教授、藤目ゆき

先生をお迎えし、女性の暴力について、お話を伺

いました。元慰安婦の証言をビデオで学んだ後、

戦時の性暴力、日本の公娼制、 ドメスティック・

バイオレンス、買春ツアーや沖縄基地、PKO派
遣の性暴力などについて話されました。

日本の戦後補償に関する国際公聴会 (1992.

12.9)は戦争被害の全容を明るみに出し、真実を

知ることで補償のスター トにしたいという考えか

ら、草の根実行委員会により開催された。ここで

戦後初めて元従軍慰安婦が証言した。強制連行さ

れた女性は10万から20万人と言われ、その80%
が朝鮮人とされる。ビデオでは韓国 。オランダ 。

フィリピンの 5人の女性が、 1日 30人か ら50人

の兵士の相手をさせられ、抵抗するとさらに殴ら

れ、子どもを産めない体にされ、人間の尊厳のす

べてを取 り上げられたと証言した。 「日本政府は

自分の娘にそのようなことをして良いのか、謝罪

して補償すべきだ。日本政府は自分のしたことに

気づいて欲しい」と涙ながらに訴えた。

戦時の性暴力は犯罪

ビデオの後、藤目先生の話を聴いた。

戦時の女性への性暴力は重大な犯罪である。慰

安婦の存在は余りにも当たり前のこととされてき

たが、彼女らの勇気ある証言により、国際法で禁

止、処罰し、終止符を打たねばならない。近年、

国際的には化学兵器、対人地雷、捕虜の虐待禁止

などの論議がある。

慰安婦問題を戦争犯罪として断ち切ろうとする

動きは女性解放運動の成果と思うが、国内では、

国家補償を要求されると「日本だけ悪いことをし

たわけではない。どこでもやる。金をもらってい

たのだから、補償の必要がない」と考える人が広

範囲にいる。ゼミで生徒が小林よしのりのマンガ

を資料に持ってきた。感謝すべき女性たちとたた

え、勝つ戦争は楽 しいとあおるような内容で遺憾

に思 う。国際社会が問題にするのは、広 く戦時の

性暴力は戦争犯罪 と認知することである。その重

大な問題のひとつとして 日本の性暴力がある。

慰安婦問題 をあいまいにしようとする風潮は日

本女性の性が、いかに蹂躙されてきたかを意味 し

ている。国内の女性の抑圧的なあり方の延長にこ

の問題がある。

日本の公娼制

日本は公娼制度の遊郭文化で華やいだが、これ

は女性を集め監禁した一種の奴隷制度だった。明

治以降も江戸の延長で届け無しに外へ出られず、

客や人数を選べず、前借金のために拘束され、鑑

札代、税金を政府に出している。その上衣裳代、

検診代という口実で業者に金が入る。長くいると

借金がふくらみ、無惨な死に方を強いるのが近代

の公娼制度だった。

戦時、兵士が性病にかかると戦力がおちるた

め、軍の検診が行われた。権力者は兵士に買春を

やめさせるため、性病の心配のない女性をかき集

めた。欧米の影響で日清、日露の戦時は遊郭の女

性だけでなく芸妓や酌婦まで定期的に検診を行っ

た。性病が男性に移 らないよう管理した。女性を

廓に身を沈めさせ、男性に奉仕することのみを認

めた。

そのありようの延長上で、戦争で女性を強制的

に集めた。そして第二次大戦後も終結せず、現在

も続いている。小林よしのりはマンガ『ゴーマニ

ズム宣言』で、性暴力を受けても沈黙を守る日本

女性をたたえ持ち上げている。被害者の傷をあえ

て押し隠し、社会的圧力に強制された美徳そのも

のが圧力である。

戦時のレイプで妊娠した女性が少なからずいた

記録がある。引き揚げ船の女性を健康診断の名目

で調べ、民族の純血を守るために中絶した。子ど

もを温かく育てる考えがなかったからだ。日本政

府は女性の人権を考えたのだろうか。汚れた体で

祖国へ帰れないと身を投げた人があったと舞鶴で
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聞いた。純血精神は尊いという世間の目がある所

で被害の体験は語れない。被害女性は沈黙を守

り、Aさ んの友人のように性病を移され命を絶た

なければならなかった人もいた。 (『 ならの女性

生活史 花ひらく』427頁 )

日本政府は公娼制度で、当然のこととして女性

を虐げた。この考えがアジアの女性を慰安婦とし

て虐げたのだと思う。

ドメスティック・バイオ レンス

ドメスティック・バイオレンスについても同様

のことが言えるのではないか。加害者意識が無

く、暴力を繰り返す。子ども時代に人権を尊重さ

れなかった男性が繰り返し暴力を振るう。日本の

女性は3人に 1人が身体的暴力を受けていると調

査報告され、人権を蹂躙されていることに気づき

始めた。被害女性の道を広く支援することが、被

害を受けていない女性の自立の道を切り開くこと

になる。被害者への支援が、男女が互いに尊び合

える社会への変革を可能にすると思う。

そ して、今

今の慰安婦誹謗キャンペーンで、金ほしさに名

のり出たというのは、セカンドレイプであると、

フィリピン側は日弁連に救済措置を申し出てい

る。また、買春ツアーについては、夫にコンドー

ムを持たせる妻があり、日本女性はアジア女性の

性暴力被害の加害者であると思う。また、PKO
の法案で海外に派遣される日本人男性のなかには

買春行為をしている者もいる。基地の多い沖縄で

は女性がレイプの犠牲になっている。公聴会で証

言したヘンソンさんは『ある日本軍「慰安婦」の

回想』 (藤 目ゆき訳)の出版会で「沖縄の少女は

私だ」と語つた。

元慰安婦の補償問題は「アジア女性のための国

民基金」がネックになり、日本政府はこの問題か

ら逃げているが、国際的な流れに希望を持ち、あ

きらめずに運動していく、と力強く話された。

(会報38号より)

日本女性会議'99浜松 報告

第三分科会「女性と人権」

谷中カズエ

私は今年も、 「女性と人権」の第三分科会に参

加した。年々この分科会も参加者が増えてきてい

る。今年は「男女共同参画社会基本法」が成立、

可決され施行されたことの影響もあると思うが、

370名余 りでのパネルディスカッションとなり、

熱気のある会になった。以下、コーデイネーター

を交えた 4名から出された意見を報告する。

十
角 田由紀子氏 (弁護士、コーディネーター)

富士市では、女性に対する暴力について各層の

女性からのアンケー トを求め、実態調査したもの

を発表した。そのことをふまえ、 ドメステイック

パイオレンス (以下DV)に 関する問題点を提起

した後、 3名 のパネラーにこの実態と意見を求め

た。

★
稲 川美也子氏 (精神科医、静岡県被害者対策

協議会、アドバイザー)

浜松では、女性や子どもの性的被害による心的

外傷のための治療と教育に関わつているが、年毎

に増加してきた。被害者たちの、心的外傷後のス

トレス、心の傷は、時間が経つても癒されること

なく、50歳 になってもその時のことは生々しく

よみがえり、その苦痛が精神障害を起こし入院し

てくる。この人たちのために内なる光が外に表れ

るように対処し、治療に当たっている。そのため

のネットワーク作 り、看護婦の養成、シェルター

の増設を考え、取り組んでいる。

★
斉藤学氏 (精神科医、日本嗜癖行動学理事長)

子どもの虐待防止と、アルコール、薬物依存者

の治療と援助、また、DVに対しても精神治療を

している。たとえば、子どもの時に父親に性的虐

待を受けたことが原因で、成人して結婚してもう

まくいかず恐怖となり、精神障害を起こしている

女性の援助をしている。こんな女性に第二者は共

感が足らないのではないか。公的な建物、お役所
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仕事に頼らず、資金の工面や、ポランティア活動

の必要性、女性議員を選出すべきことを強調され

た。

★
平川和子氏 (東京フェミニス トセラピー代表)

1997年 に開設。男性か ら暴力を受けて逃げて

きた女性たちを、25名 の心理職と援助職の人た

ちで受け入れている民間のシェルターである。

親、親類、知人に相談したり、また野宿の果てに

来所する女性もある。今までに102名 の来所者を

記録した。入所期間は 1か月～ 3か月位で、 5家

族受け入れ、行政の施設は 2週間が限度だが、こ

こではそれより長く留まることができる。そこで

生活、仕事の方向付けに協力し、離婚しても女性

の安全性に考慮し、援助の手を差し伸べている。

お金はカンパで集め、自分でできるポランティア

をしている。

まとめ

コーディネーターの角田さんは、台湾、韓国は

アメリカの法をまねて施行しているが、日本には

DVの対策がなかったと指摘し、シェルターだけ

の問題ではなく、総合的に考え、公的国家予算の

裏付けを要求することと、離婚後の生き方の支援

等を社会対策に手を差し伸べ、総合的法律対策を

作るべきだと第三分科会を締めくくった。

私は、先進国だと言われている日本がDVにつ

いて台湾 。韓国よりもおくれをとっていることを

知 らされ驚いている。嫁した家を自分の家として

生きることを良しとした時代に生まれて、舅、姑

に仕え、子どもを育てた家制度はだんだん遠くな

り、変わりつつあると思っている。

戦後、民主主義時代になり、女性も自由にもの

を考える時代になってきたし、法的にも男女平等

が定め られ、女性の人権 も守 られるようになっ

た。でもDVと なると第三者は無関心を装ってい

るのではないだろうか。当人も追いつめられてい

ても、子どものため、生活のためと、や り場のな

い気持ちを堪え忍んでいることもあるが、これか

らは女性の人権の見直しが迫られていると思う。

男性の身勝手で女性に対する暴力は許せません

(会報38号よ り)

「日常生活 における女性の人権 に関する

調査」をもとに

森 幹子

2000年 2月 8日 の例会では、NGO奈 良女性会

議の次田葉子さんにアンケー トの調査結果をもと

にお話をうかがいました。

この調査はH10年県主催「女性みらいフォーラ

ムinな ら」に参加し、ワークショップを開くため

のデータを得るために実施したものです。調査の

目的は社会や職場、家庭などの日常生活の中で、

女性の人権が守られているかどうか、身近な暴力

の現状はどうなのか奈良の女性の実情を調査する

ことでした。

北京会議以降の5年間で、女性達もずいぶん変

わり、それまで話題にしにくかった女性の人権や

女性への暴力などについての意識も変わってきま

した。

夫婦間レイプについての意識調査では夫が妻に

対して暴力的に性行為を強要することは「夫婦間

レイプ (強姦)」 であると考える女性が90.4%、

男性が83.8%で男性より女性がやや多いです。

夫・パー トナー以外の男性から性的被害を受け

た経験は8.5%、 強要した相手は知人や親戚の人

38.2%、 デー トの相手が29.4%、 見知 らぬ男性

20.6%。 この結果から身近かな人からの被害が多

いことが分かりました。

次田さんは、愛媛県新居浜市の 「女性学入門」

の講座に呼ばれました。そこで得た新居浜市のア

ンケー ト結果と奈良の結果を比較しながら話して

くださいました。

夫の妻に対する行為についての女性の意識で

は、どんなことがあっても許されないとの回答が

最も多かったのは、「妻が大切にしているものを

わざと壊 して捨てた りする」新居浜84%。 奈良

89.5%、 次は「なぐるふりをして妻をおどす」新

ね !
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居浜79%。 奈良86.8%、 「妻に “誰のおかげで

お前は食べ られるんだ"と 言う」新居浜78%・

奈良86.2%で した。

夫やパー トナーか ら受けた暴力の実態では、

「何 を言つて も無視す る」新居浜43%。 奈良

41.3%、 「あなたは “誰のおかげで食べられるん

だ"と言 う」新居浜26%。 奈良19%、 「あなた

の交友関係や電話を細かく監視する」新居浜23

%。 奈良17.6%で した。

“言葉の暴力ぐらいいいんじゃないか"と考え

ることは、暴力がエスカレー トしていく始まりで

す。言葉の暴力も人権侵害と考えるべきです。

夫やパー トナーから暴力を振るわれた時の相談

の有無では、 「相談 しようとは思わなかった」

27%、 「相談したかつたが、相談しなかった」

42%、 「相談した」20%で あり、 「相談した」

と回答した人が実際に相談 した先は 「友人・知

人・親族」90%、 「同 じような経験 をした女

性」22%で私的な相手が多かつた。 夫か らの

暴力の解決方法は、夫が妻に対して怪我を負わせ

る程の暴力をふるつた時の対応の仕方について

「当事者や家族の間で解決するように努力すべき

だ」女性43.8%、 男性62.5%、 「警察や相談機関

などにかかわつてもらうべきだ」女性49.3%、 男

性35.1%。 頭では警察や相談機関へ行つたらいい

のにと思つているが、実際には行つていないこと

が分かります。

女性の意識を年代別に見た時若い世代では 「当

事者や家族の間で解決するよう努力するべきだ」

が30%台であるのに対 して50歳代、60歳代では

50%以上あり、家族内のことという意識が強い

からでしょう。

痴漢行為は80%の 人が被害にあつてお り、売

春は年が高くなるばど人権侵害と思う人が多いで

す。

セクハラを人権侵害と分かつている男性は多い

のですが、それは頭だけのようです。しかし、性

別役割分業意識を否定する人が50%を超えてい

るので、奈良でもだんだん変わつていることがう

かがえます。

調査結果や示唆に富んだお話を聞くことによ

り、奈良の女性の人権に関する傾向がよく分か

り、結果から見えてきたものは大変貴重に思いま

した。

(会報40号より)
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NGO奈良女性会議実施

日常生活における女性の人権に関する調査

|.調査の目的

近く迎える21世紀は男女共生の時代と言われていますが、そのためには男と女が互いに認めあった
よい関係を築かなければなりません。それを阻むものとして、世界的にも「女性に対する暴力」が注
目されてきました。しかし、社会や職場、家庭などの日常生活の中で、女性の人権が守られているか
どうか、身近な暴力の現状はどうなのか、私たち奈良の女性の実状をアンケー ト調査することにしま
した9みんなで気付き、考えてみる資料として、役立つことを願つています。

調査主体  NGO奈 良女性会議
NGO奈 良女性会議は、1995年秋、北京で開催された 「NGOフ ォーラム北京95」 に奈良県派遣

事業として参加した17名が事後活動を行い、世界の女性の行動する姿を見ながら、奈良の女性プラン
を実践に結びつける自主グループです。

調査項 目

〈男女共通項目〉
。日常生活の中での男女性別役割分業などに関する意識
・職場において部下 (女性)に対して上司の男性が身体に触る行為についての意識
。電車内などで、ヌード写真やポルノ記事を広げたりすることについて
。電車の中での痴漢行為に対する意識
。女性に金銭を払って性行為をすることに対する意識
・夫からの暴力についての意識

〈女性のみ対象〉

・夫やパー トナーから暴力を受けた経験

・夫やパー トナーからの暴力被害について相談した経験
。社会生活における暴力の被害経験

・暴力の被害を経験した際の対応

調査の計画

調査対象 :奈良県下に在住、就業の20歳以上の男女

標本数 :女性600、 男性200

標本抽出方法 :当該地域の調査員によるランダムサンプリング

調査方法 :留め置き調査、密封回収。一部郵送回収も行ったが、いずれも無記名、密封を告げ、
回収にはプライバシー保護に留意する。

調査期間 :平成10年 8月 ～9月 上旬

回収結果

。有効回収数 (率)443標本 (68.2%)

(内訳〉 女性  363
男性  80
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回答者特性

性別、年齢別回収数

おことわり

NGO奈 良女性会議が調査された資料から、 ドメスティック・バイオレンスに関係のある項目につい

ての調査概要と調査結果のまとめを、次に掲載させていただきます。

‖.調査概要

1.夫の妻に対する行為についての意識

問1 次にあげる夫の妻に対する行為について、あなたはどう思いますか。A～ Jそれ

ぞれについてお答えください。

A  妻が何を言っても無視する

B  妻の交友関係や電話を細かく監視する

C  妻に「おれがいる時は、外出しないように」と言う

D  妻が大切にしているものを、わざと壊したり捨てたりする

E  妻に「だれのおかげで、お前は食べられるんだ」と言う

F  なぐるふりをして、妻をおどす

G  妻を平手で打つ

H  妻は見たくないのに、ポルノビデオや雑誌を見せる

I  避妊に協力しない

」 妻の意に反して性的な行為を強要する

20代 30ft 40ft 50ft 60代 無回答

全体 48 58 125 138 64 10

男性 15 16 20 18 １
■

■
■ 0

女性 33 42 105 120 53 10
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どんなことがあっても許されない 場合によっては許される

女

A妻が何を言っても無

視する      男

B妻の交友関係や電話

を細かく監視する 男

C妻に「おれがいる時
は、外出しないよう男
に」と言う

D妻が大切にしている
女

逸9韓を起亨与管
し男

E妻に「だれのおかげ
女

百λttFE響営
られ男

Fなぐるふりをして、
妻をおどす

G妻を平手で打つ

H妻は見たくないの

に、ポルノビデオや 男

雑誌を見せる

:避妊に協力しない 男

女
」妻の意に反して性的

な行為を強要する 男

0          20         40          60         80         100(%)

夫の妻に対する行為の中で上記の10の項目をあげ、その行為についての女性の意識を聞く設間で

ある。「どんなことがあっても許されない」という回答が最も多かったのは、「D 妻が大切にし

ているものを、わざと壊したり捨てたりする」 (89.5%)であった。次いで「F なぐるふりをし

て、妻をおどす」 (86.8%)「 E 妻に “だれのおかげでお前は食べられるんだ"と言う」 (86.2

%)「G 妻を平手で打つ」 (85,1%)と 続く。逆に、「どんなことがあっても許されない」とい

う回答が最も少なかったのは、「A 妻が何を言っても無視する」 (59.8%)であった。次に「B
妻の交友関係や電話を細かく監視する」 (68。 9%)が続いている。

夫の妻に対する行為 (暴力)を男女別に見ると、概して男性の方がそれらの行為を容認する傾向

がみられる。「妻を平手で打つ」「妻の交友関係や電話を細かく監視する」などに「どんなことが

あっても許されない」と感じている人の割合は女性の方が高い。しかし、項目によって「避妊に協

力しない」「妻の意に反して性的な行為を強要する」などでは、男性の方がわずかながら高い。

-21-



2.夫からの暴力の解決方法

問 2 夫が妻に対 して、けがを負わせ るほどの暴力をふるつたときの対応のしかたにつ

いて、次のような 2つ の意見があ ります。あなたのお考えは、 このうちのどち らに近

いですか。

A:当 事者や家族の間で解決するよう努力すべきだ

B:警察や相談機関な どにかかわつて もらうべきだ

夫が妻に対 して、けがを負わせるほどの暴力を振るつた時の対応のしかたについて、 「A:当事者

や家族のあいだで解決するよう努力すべきだ」、 「B:警察や相談機関な どにかかわつてもらうべき

だ」という2つの考え方に対 し、 「Aに近い」考えの女性が24.8%、 「どち らかといえばAに近い」

考えの女性が19.0%で 、全体の43.8%の 人が 「当事者や家族間での解決」 を支持 している。 「どちら

かといえばBに近い」人ヤま28.19`、 「Bに近い」人は21.2%で 、 「警察や相談機関などの関与」を支

持する人が49.3%あ り、当事者解決 を上回つている。

同じ問いに、男性は 「Aに近い」考えの人は30.0%、 「どち らか といえばAに近い」と考えている

たが32.5%で ある。第二者機関の関与を支持 している人は、全体で35.1%で 、当事者解決の支持者が

62.5%と なる。男性 と女性の考えに明 らかに違いがみ られる。

■ Aに近い

■口どちらかといえばA

圏]どちらかといえばB

国 Bに近tヽ

■ 無回答

なお、下の図は女性の意識を年代別にみたものであるが、50代以降の人に差が出ている。若い L代

で|ま 、当事者や家族で解決す るように考える人が、第二者にかかわつてもらうべきと考える人よ り少

な く、309`台 であるのに反して、50代、60代では50%以上の人が当事者解決が好 ましいと回答 して

る。家庭内のことという意識が強いのであろう。

■ Aに近い

■]どちらかといえばA

国ヨどちらかといえば3

田 Bに近い

■ 無回答

100(%)

_`う o



3.夫婦間レイプについての意識

問3 夫が妻に対して、暴力的に性行為を強要することは、「夫婦間のレイプ (強

姦)」 であるという考え方について、あなたはどう思いますか。

1

3

そう思う

どちらかといえばそう思わない

2 どちらかといえばそう思う

4 そ う思わない

夫婦間レイプの意識

%そ う思う

I gE Btr&t,r 5 tz,$,a
硼置どちらかというとそう思わない

田 そ ぅ思わない

■ 無回答

「夫婦間レイプ」についての意識を男女別に見ると、 「夫が妻に対して暴力的に性行為を強要するこ

とは、『夫婦間レイプ (強姦)』 であると考える人は男性より女性にやや多く、90。4%となってい

る。それに対して男性は83.8%で ある。

この意識について、女性の世代間の差はあまりなく、40代が92%で一番高いが、他は90%前後で

ある。

世代別回答

20代

30代

40代

50代

60代
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4.夫やバー トナーから受けた暴力の実態

問4 あなたはこれまでに、あなたの夫・パートナーから、次のようなことをされたこ

とがありますか。

A～Qのそれぞれについてお答えください。

A  あなたが何を言つても無視する

B  あなたの交友関係や電話を細かく監視する

C  あなたに「俺がいるときは外出しないように」と言う

D  あなたが大切にしているものをわざと壊したり捨てたりする

E  あなたに「誰のおかげで、おまえは食べられるんだ」と言う

F  げんこつや身体を傷つける可能性のある物で、殴るふりをしてあなたを脅す

G  身体を傷つける可能性のある物を、あなたに投げつける

H  あなたを押したり、つかんだり、つねったり、こづいたりする

I  あなたを、平手で打つ

J  あなたを、蹴つたり、かんだり、げんこつで殴る

K  身体を傷つける可能性のある物で、あなたをたたく

L  あなたが立ち上がれなくなるまで、殴る、蹴る、などのひどい暴力をふるう

M  あなたの首を絞めようとする

N  包丁などの刃物を突きつけて、あなたを脅す

o  あなたが見たくないのに、ポルノビデオやポルノ雑誌を見せる

P  避妊に協力しない

Q  脅しや暴力によつてあなたの意に反して性的な行為を強要する

夫やパー トナーからの暴力を受けた経験について、17項 目の設間により、経験の有無と頻度の回

答を求めた。各項目の回答を見ると、 「何度もあつた」と言う回答をした人は、 「あなたが何を

言つても無視する」という設間が9.4%で最も多い。他の項目は 5%前後である。しかし、 「1～ 2

度あつた」をあわせて考えると、 「何を言つても無視する」が41.3%、 「あなたにだれのおかげ

で、お前は食べられるんだと言う」が19%「あなたを平手で打つ」が18.4%、 「あなたの交友関係

や電話を細かく監視する」が17.6%な ど20%前後があり、多くの女性が、夫・パー トナーから暴力

を受けた経験があるという事実が見えたのである。

夫やパートナーからの暴力について、この調査では、A～ Eの項目は「精神的暴力」、F～ Nの

項目は「身体的暴力」、〇、P、 Qの項目は「性的暴力」にあたるものをあげている。なお、調査

結果を図に示すと次のようになる。

-24-



靱 50

鰤 碑

:′ :●

８

一

魏 73:

77

i:::82

::173:::::

”
一

::::871:::

:ミ´ヽ′
:

‖り|

¨
５

●
８

杉
％

771

一諄

夫やパー トナTから受けた暴力

何度もあった 1,2度あつた 全くない 無回答

あなたが何を言っても
無視する

あなたの交友関係や
電話を細かく監視する

あなたに「俺がいる
ときは外出しないよ

うに」と言う

あなたが大切にしてい

るものをわざと壊した
り捨てたりする

あなたに「誰のおかげ
で、おまえは食べられ

るんだ」と言う

げんこつや身体を傷つ
ける可能性のある物
で、殴るふりをして

あなたを脅す

身体を傷つける可能性
のある物を、あなたに

投げつける

あなたを押したり、つ
かんだり、つねうた
り、こづいたりする

あなたを、平手で打つ

あなたを、蹴ったり、
かんだり、げんこつて

殴る

身体を傷つける可能性
のある物で、あなたを

たた<

あなたが立ち上がれな
くなるまで、殴る、蹴
る、などのひどい暴力

をふるう

あなたの首を絞めよう
とする

包丁などの刃物を突き
つけて、あなたを脅す

あなたが見たくないの
に、ポルノビデオやポ

ルノ雑誌を見せる

避妊に協力しない

脅しや暴力によつてあ
なたの意に反して性的

な行為を強要する

40 100
(%)

20
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「精神的暴力」の中の 【A、 あなたが何を言っても無視する】を世代別に見ると、30代 、50代、

60代が40%を こえた人が被害を経験している。他の「身体的暴力」 「性的暴力」に比べて「精神的

暴力」の被害者が多いが、中でもAの回答が圧倒的に多い。何度もあつたという人は50代がもっと

も多く、12.5%である。

「身体的暴力」でもっとも回答の多かつた 【I、 あなたを、平手で打つ】という暴力を抜き出した

が、60代に22.6%の被害者があり、もっとも多かつた。

「性的暴力」は、 【P、 避妊に協力しない】をグラフにしたが、20代の人に多く、21.2%あ るの

は当然であろう。しかし、50代、60代 にも回答があつたのは、体験からの回答であろう。

〈精神的暴力〉

Aあなたが何を   204代

争 ても無視する    30千ヽ

40代

50代

60代

1～ 2度 あった

lJ度 もあった

(身体的暴力 )

Iあなたを平手で打つ
20代

30千ヽ

40代

50代

60代

〈性的暴力)

P避妊に協力しない
   20千ヽ

30千ヽ

40代

50代

60代
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5.夫やパー トナーから暴力をふるわれた時の相談の有無

問5 あなたはこれまでに、間4であげたような夫・パートナーからの行為についてだ

れかに打ち明けたり、相談したりしましたか。

回答の選択肢は、 1 相談した          2 相談したかったが、相談しなかった

3 相談しようとは思わなかった 4 間 4のような行為をされたことがなし

となっている。

loq%)

‐ 相談した     圏 相談したかったが相談しなかった

田 相談しようとは思わなかった   日 されたことがない     国 無回答

問 5で 「相談した」

問 5-1 実際に、

と答えた方におうかがいします。

だれかに相談しましたか (○はいくつでも)

「相談した」と回答した人が実際に相談した先は、 「友人・知人」が90%、 同じような経験を

た女性」が22%で私的な相手が多い。

友人 。知人・親族

同じような経験をした女性

女性グループなど

家庭裁判所・弁護士 。警察

医師・カウンセラーなど

役所の窓口・電話相談
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問 5で 「相談したかったが、相談しなかった」 「相談しようとは思わなかった」と答え

た方におうかがいします。

問 5-2 だれ (ど こ)に も相談しなかったのは、なぜですか。 (○はいくつでも)

問 5-2
。相談するほどのことではないと思つた…Ⅲ55人

・相談 してもむだだと思つた…・26人

。自分にも悪いところがあると思つた‥。24人

。他人を巻き込みたくなかった…・12人

。自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思った…。11人

。だれに相談してよいかわからなかった…・8人

・恥ずかしくてだれにも言えなかった…。4人

問 5で 「相談したかったが、相談しなかった」 「相談しようとは思わなかった」人は70人程である

が、「夫やパー トナーからの暴力について相談しなかった」理由について回答を求めた。複数回答で

あり、数字の多い順にあげてみた。

「相談するほどのことではない」 「相談してもむだだと思った」 「自分にも悪いところがある」との

回答が目立っている。

「夫やパー トナーから暴力をふるわれた時の相談の有無」についての回答は少なかった。 「相談し

た」という人も6%に過ぎない。この実態は「だれにも相談しなかつたのはなぜですか」という質問

への回答の内容に関連してくるものと思われる。被害者が自分で解決しようと思う一方で、相談して

もむだだと思う諦めがある。それはまた、 「自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていける

と思う」気持ちにつながるのではないか。

6%の 「相談した」という人の相談先を見ると、 「友人・知人・親友」が90%を 占め、次に多いの

が 「同じような経験をした女性」である。まだ身の回りで解決しようと苦悩している被害者の姿が見

える。 3番目に「女性グループなど」が 18%の 数字が出ているが、女性グループなどのネットワー

ク活動も期待されているものの、まだ実際に力になつていないということであろうか。しかし、行政

の窓回 。医師・家裁などよりも、身近なところへの相談が多いということに、これらの被害の特徴が

みえる。
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調査結果のまとめ

夫の妻に対する行為 (暴 力)についての女性の意識は、「妻が大切にしているものをわざと壊

したり捨てたりする」 「なぐるふ りをして妻をおどす」 「妻にだれのおかげで、お前は食べられ

るんだという」 「妻を平手で打つ」などが 「どんなことがあっても許されない」と回答した人の

割合が高い。

夫か らの暴力の解決方法については、 「当事者や家族間で解決」という考えの女性が44%、

「警察や相談機関などの関与」を支持する人は49%で、第二者関与を考える人が少し多い。年齢

別では、50代、60代の50%以上の人が当事者間解決が好ましいと回答している。年齢が高い人ほ

ど「家庭内のこと」という考え方が強いようである。

夫婦間レイプについての意識では、 「夫が妻に対して暴力的に性行為を強要することは夫婦間

のレイプ (強姦)である」という考え方に対して、90%前後の女性が 「そう思う」 「どちらかと

いえばそう思う」と回答している。

2. 夫の妻に対する行為 (暴力)についての考え方でも、男性の方が暴力を容認する考え方が目

立っている。 「妻を平手で打つ」 「妻の交友関係や電話を細かく監視する」など「どんなことが

あっても許されない」と感じている人の割合は、女性の方が高い。しかし、性的暴力といわれる

項目で 「妻はみたくないのにポルノ雑誌やビデオを見せる」 「避妊に協力しない」 「妻の意に反

して性的な行為を強要するJでは、 「許されない」と思う人が僅かながら男性の方に多い。男性

の 「たてまえ賛成」意識であろうか。

夫からの暴力の解決方法については、「当事者や家族間での解決」を支持する人の割合が、女

性が44%であるのに対して男性は63%あ り、差は大きい。

夫婦間レイプについての意識では、 「夫が妻に対して、暴力的に性行為を強要することは、夫

婦間のレイプである」と考える人の割合は、男性84%に対 して女性90%で あり、女性の方が多

い 。

男女の意識の違いは、明らかにみられたものの随所に、 「物わか りのよい男性」像がみえた

が、これは意識改革ができたものというよりは、 「総論賛成」として知識として分かっているも

のといえるのではないか。

3.夫やパー トナーからの暴力の実態と相談状況

(1)夫やパー トナーからの暴力被害の実態

本調査では、女性が夫やパー トナーから暴力を受けた経験について質問したが、その回答によ

ると、暴力の頻度は低い人 (「 1, 2回 暴力を受けたことがある」と回答した人)が多いもの

の、すべての項目に経験者があり、10項目に10～ 20%以上の被害者があった。アンケー トの17項

目は、「精神的暴力」 「身体的暴力」 「性的暴力」に分けられるが、 「精神的暴力」を受けた人

がもっとも多く、平均して21%になる。 「身体的暴力」は10。 7%、 「性的暴力」は6.7%である。

一番被害が多かったのは、 「何をいっても無視する」が41%であったが、続いて 「だれのお

かげで、食べられるんだという」が19%、 次が 「あなたの交友関係や電話を細かく監視する」

「あなたを、平手で打つ」が、ともに18%である。 「無視される」のも「監視される」のも、

「だれのおかげで食べられるのだ」というのも同じくらいの暴力といえるかも知れない。これ ら

の項目の暴力は、同じ人が重複して受けているのである。

「性的暴力」は20代 に多く、 「身体的暴力」は60代 の人に多い。もっとも、年代の高い人の場合

は、過去の体験が数字として現れているものと考えられる。また、時代の背景も考慮しなければ
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ならないであろう。

(2)暴力をふるわれた時の相談の有無

暴力を受けた時の相談の有無については、該当者の16%が相談をしているにすぎない。相談

しなかった理由については、 「相談するほどのことではないと思つた」 「相談しても無駄だと

思つた」「自分にも悪いところがあると思つた」と続いている。

相談をした16%の人は、相談先について、 「知人・友人・親族」 「同じような経験をした女

性」をあげている。続いて 「女性グループなど」が出てくるが、私的な知人を頼るケースが多

い。質問の中では、 「第二者機関に関わつてもらう」という回答がみられたものの、「だれに相

談してよいかわからなかつた」という理由にみられるように具体的な解決となると行動に結びつ

かない現状がうかがわれる。

気軽に相談できる公的機関を周知することや、受け皿を増やすこと、 「女性グループ」など信

頼のできる話し相手をみつけることの必要を考えさせられた。

相談しなかつた理由を分析して、 「相談しても無駄だと思つた」などと言わせない対策を考え

ることが、女性全体の力をつけることにつながるのではないかと痛感させられた。
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ドメスティック・バイオレンスの
被害者たち

夫の暴力を逃れて

匿名

冬になると、あの日のことを思い出します。そ

れは15年前、 2人の子供と家を出た日のことで

す。前に1度失敗しましたので、慎重に準備をし

ました。着替えを段ポールにつめ、友人に頼んで

避難先に送ってもらいました。夫の家族に百貨店

に買い物に行くと言って、出ました。恩師の家に

1週間、弟の家に1週間、それか ら弟が都合をつ

けてくれた亡き両親の家に移 りました。1985年

が明け、民生委員に書いてもらった居住証明と夫

の暴力の診断書数通を持って学務課を訪ねまし

た。その足で遠隔の健康保険証を作り、子供たち

の転校手続きを終えました。当時はサラ金で家を

追われる人が多く、住民票を移さなくても義務教

育が受けられると、新聞で知っていました。

夫の暴力は今か ら30年 前、結婚 3ヶ 月日に始

まり、約 15年続きました。今思えば、戦場にい

るようでした。その頃、夫の暴力は友人にもなか

なか分かってもらえませんでした。結婚 2年後、

体重が急激に減 り、40kgを 切るようになり、い

つも不安で頭が割れるように痛みました。それで

も夫が謝ったりすると、いつか分かつてくれるの

ではないか、分かってほしいと希望を持ってしま

いました。夫の家族と住んでいたので、どのよう

に育てられたかよくわかりました。夫の両親に医

者にみせるよう頼みましたが、世間体が悪いと言

われ、かないませんでした。ささいな事で突然怒

るので誰も私を守れませんでした。下の子が 2歳

の時、私の母が亡くなり、子供と家を出るのは絶

望的に思えました。

救いを求めて、私は聖書を読み始めました。悲

しみをメモすると短歌になりました。愛を説く聖

書と感情を言葉で表自できる短歌は揺れ動く私の

気持ちを鎮め、自分をとり戻す助けになったと思

います。
175年

以降、女性問題についての講座が

開かれるようになり、特に藤枝澪子先生のお話に

感動しました。迫害を受けながらも、人間として

の権利を求め続けた女性の先達に心打たれまし

た。また、苦しみのなかで自分らしさを失わず生

きた女性の伝記にも心ひかれました。学習を重ね

るうちに、私が殴られるのは、単に私が無力なだ

けではなく、女に生まれたからだと思うようにな

りました。

亡くなった父と私は夫の暴力を犯罪と感じてい

ました。父は腫れ上がった私の顔を写真にとり、

刑事事件にすると言って、苦しんでくれました。

親はありがたいです。私には 2人の子供をどう守

るかが、一番の問題でした。父親はお酒の病気で

あること、暴力はいけないことを話し、 「お母さ

んがあなたたちを守るから」といつも言つていま

した。この言葉を実行するのが私の人生だったよ

うに思います。深夜帰宅した夫の様子がおかしい

時は、外に出て朝が来るのを待つこともありまし

た。私は生きる意味を問い続け、母親として生き

ることに使命を感じるようになりました。

夫の暴力は仕事のス トレスか らもエスカレー ト

し、とうとう医師から離婚を勧められるようにな

りました。身も心もずたずたになっていました。

夫の母を介護して見送 り、子供を育てられるのは

私だけでした。私と子供の命を守るためにすべて

を捨てる決心をしました。間もなく40才 になる

頃でした。

家を出て 7ヶ 月後、弟を事故で失い、悲嘆にく

れました。調停前置の裁判が終わるまで約 5年。

私に非が無いと認められた時は、本当に嬉しかっ

たです。いつも「お前が悪い」と言われ 「殴られ

る方も悪い」と思う人もあの頃は多かったからで

す。今、堅実な社会人となった子供たちと穏やか

に暮らせるのは奇跡のようにも思えます。重荷に

耐えられず、死にたいと思ったり、死は安らぎと

感じる長い年月がありましたが、子供を育てると

いう大きな夢を持ち、夢に向かってひたすらに生

きた、ある意味ではとても充実した人生だったと

思います。私は本能的に3人が元気で互いを思い

やる気持ちがあれば、どんな困難もこえられると

思つていました。いまが在るのを深く感謝してい
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ます。

多くの方が私達親子を助けて下さいました。

生存のための離婚 といわれた弁護士、同情的

だった救急車の乗務員と医師、アルコール依存症

について教えて下さったソーシャルワーカー、親

身になって下さつた法務局長や人権擁護委員、い

つも明るく声をかけて下さった民生委員、シェル

ターとなり休ませて下さった人達、私の話の聴き

役になって下さった人達、衣類や日用品を送つて

くれた友、食事に誘ってくれた友、時々、手紙を

くれた友、祈ってくれた友、暖かい言葉をかけて

下さつた人達、それからいつもそばにいてくれる

と感じた亡き両親と弟。

今、DVで苦しんでいるあなたも、あきらめ

ず、どうか勇気をもって、SOSを 発信して下さ

い。あなたを助けてくれる人が必ずいます。

暴 力は とて も身近な問題

寺尾正美

とりたてて自分が育つた環境が特別な環境だつ

たとは思えないが、どうやら私は女性問題に気付

きやすい環境で育つていたようだ。

私の両親は、父方の墓を守るための墓守婚。4

人姉妹の末つ子で、長女の夫と親のもめる姿が見

たくないと思つた母は、 「母でも母の姉でもどち

らでもかまわない」と言った父と結婚し、岡山か

ら大阪に嫁いできた。

なぜか息子たちが結婚するとしばらく同居させ

る習慣があつた父の実家では、自分の遠縁にあた

る母を祖父がかわいがると祖母がやきもちを焼

き、母の実家から米や野菜と一緒に送られてくる

手紙まで検閲していたという。しかし、知らない

土地で嫁姑問題に悩む母に向かって、父は「母親

の代わりはおらんけど、嫁の代えはいくらでもい

てる」と平気で言える人だった。「あんたがおら

んかったら私はとつくに別れていた」と言う母の

言葉に、私は「自分がおらんかったらよかつたの

か」と、いつの間にかそんなふうに考える子ども

になっていた。

父母に墓守婚をさせた祖父は明治生まれの頑固

爺で、女ばかりのわが姉妹の前でも「女の孫は孫

やない」と言つたことがある。 「私 ら別に孫やの

うてもええけど、長男でもないのに墓守婚までさ

せられたお父ちゃんとお母ちやんがかわいそうや

ん」。私はそう妹たちと話し合つたものだ。

今は「体型とともにまるうなつたね」と笑って

話せる父も、私が子どもの頃は外出先でも、母の

買い物の時間が長いといつては怒鳴 り散 らし、

買ったものを何でもかんでも道路に投げつけてい

た。その後の外食なんて最悪で、誰も何も話せな

くなっていた。

夫婦喧嘩のあげくに母が下の妹を連れて家を出

ると、上の妹と一緒に隣の家のおばちやんに頼ん

で、母を探してもらうのが小学校低学年頃までの

私の役 目だつた。翌朝は玄関先に前夜宙を飛び

交ってこわれた品物が並ぶ。集団登校の最後の家

の玄関をのぞいた友達は、 「また昨 日も、おつ

ちゃんとおばちやん喧嘩したんや」、そういつて

睡眠不足で寝坊する私たち姉妹の支度を待つてく

れていた。

そんな家族関係が最初に変わったのは、私が学

校でいじめられ、そのス トレスをより体の小さい

妹たちに向け始めた頃かもしれない。 「長女だか

ら我慢 しなさい」と泣き言を許されなかった私

は、親に相談できなかつたあげくに家庭内暴力と

いう形でそのス トレスを発散するようになった。

妹たちは学校が休みになると田合に疎開し、私は

どんどん孤立した。私の対応にあけくれた母に対

して、父はちょうど小銭が貯まりだしたことも

あって、 「おまえの育て方が悪い」と捨て台詞を

残して浮気を繰 り返していたようだ。教育環境を

変えようと父がゴルフの帰 りに見つけた家に急に

引つ越すことになっても、私はそのまま反抗期に

突入し、父が家に帰ると自分の部屋にひきこもる

ようになっていた。「そんな家はおもしろないか

ら外で遊ぶんや」と、父は公然と浮気をする。今

考えると母には本当に申し訳ないことをしたと、

少しは大人になつた娘は反省しているのだが・…

今頃気付いてももう遅い。
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父母の関係が決定的に変わったのは、母が父の

浮気相手の家に乗 り込んでいった後だったろう

か。娘というものは頼もしいもので、女同士母親

と手を結ぶ。自分の恋愛で手いっぱいだった薄情

な長女に代わって、妹たちが母を応援し、孤立し

た黒一点の父はその後徐々に態度を軟化し、今も

まだ男として威張 りたがる癖は治ってはいないも

のの、すぐに手をあげることはなくなっている。

どこにでもある普通の家庭だと私は思って育っ

てきたが、ふりかえるとこんなにも私の周りには

暴力があふれていた。肉体的な暴力は、言葉や精

神的なものに形を変えても再生される。暴力は繰

り返されるのだ。そのことに私たちはもっと敏感

にならないといけないのではないだろうか。

奈良新聞社報道部記者

あるシェル ターでの出来事

匿名

彼女は30代、色自の顔に細型の長身なタイプ。

赤く染めた茶髪は東ねて無造作にまとめてあり、

疲れの表れが見えるが、男性が好むであろう美人

である。その彼女がシェルター (女性の駆け込む

館)に逃げてきた。脅えている乾いた目からは、

恐怖の様子が感じられ身体が凍る程の寒さを覚え

た。

この日、私はシェルターの宿直に当たり、そん

な彼女と仲良く話し合い床に就いたのだが、深夜

から思いもかけない事が起こってきた。そこで、

DV(ド メスティック・バイオレンス)と はこん

なものかと、その恐ろしさを身をもって体験 した

一夜となった。

それは深夜のO時を過ぎた頃に電話のベルが鳴

り、何となく嫌な予感があったが受話器を取っ

た。すると「○○子出せ! 居てるやろ」とドスの

きいた男の声が響いてきた。 「そこに居るのは分

かつているんや、出さんとそこへ押し込むぞ」。

その威圧的な声は、いまにも襲いかからんばかり

であつた。彼女を起こして「何で此処を知ってい

るの」と問えば、彼女は「此処に居ることを知ら

せた」と答える。 「此処に来る人を、安全に保護

するためにある施設なのに、居場所を知 らせるな

んて」と私の心は怒 りで治まらなかったが、電話

に出てもらった。

彼は帰って来いというのだろうか。私は思つ

た。この女性は男性から暴力を受けながらも、ま

だ少しの愛と、一筋の夢を託しているのではない

だろうかと。彼女を見ていると女の哀れさが伝

わつてきて、何とも言えない切なさが込み上げて

きた。

彼女の話によると、先夫と離婚するとき親身に

なって聴いてくれ親切にしてくれたときは、この

人ならばと思って2年半愛人関係となって暮 らし

たが 一緒になってみると彼はいろいろと問題が

あってあまりいい男ではなかったらしい。お金を

むしり取 り言うことをきかないと暴力を振るうの

で、彼の言いなりになって今日まできたと話して

くれた。そう言いながら彼の事を根はいい人なん

ですと庇うところがある。彼女は一人暮 らしの淋

しさに、だれかを頼 りにしたい心情が察 しられ

た。

その後は、電話を切ったと思うとすぐにベルが

鳴り、取ると無言で切れてしまう。ス トーカーに

遭っていると思った。この近くにいて見張りをし

ながら携帯電話を使っている感じであった。悪夢

のような一夜が過ぎ空が明け初める時になってき

た。

そんな早朝にシェルターの頑丈な ドアーを足で

蹴飛ばし、大声で怒鳴り散らしている男の声がし

てきた。その後、廊下で男女の言い争う声を部屋

の中で聞いた。そして、私の部屋の戸を足蹴にし

て今にもドアーが壊れるのではないかという勢い

だつた。二人の言い争う言葉たるや、罵り合いと

猥言で、耳を塞ぎたくなる言葉が次々と飛び出

し、暫くして静かになった。気になって部屋から

出てみると、彼が彼女を押さえ付けていて、手に

は鋏をもっていた。咄嵯にその鋏を私に向けてき

たが、手首まで入れ墨をした退しい男で、私は慄

然となり動転して慌てて部屋に入り、鍵をかけて

震えていた。
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彼女は、その隙に逃げる時間を得ていなくなっ

た。彼もそれに気が付いて追いかけるようにして

外へ走り去つた。

表の ドアーは壊れて閉まったままなので、裏口

の戸を彼女自身が開けて逃げようとしたところ

を、男と出合い頭になり家に侵入されたのだろう

か。それとも入れたのだろうか。

こんな恐ろしいことは、三度と味わいたくない

と思つているところへ彼女が帰つてきた。見ると

「ざんばら髪」。男に髪を切られたことを知 り、

私は余計に怒 りが増し「何故この居場所を教えた

のよ!何故家の中に入れたのよ!」 と責めていた。

そんな男を好きになつた彼女の気持ちを計り知る

ことはできなかった。

彼女は、このシェルターに居ると不安なので退

所した。そして警察に切られた髪を持って訴えた

らしく後日、男は警察に捕まったと聞いた。彼女

も家に帰ったのかその後のことは分からない。蹴

り破られた ドアーは修繕し、鍵も全て新しいもの

に取り替え入り口も厳重にした。

男性が女性に対する暴力の凄まじさを現実に見

たことで。ますます暴力は許せないと思った。

出会いが私 (たち)を変えた

～ A子さんと共に

福岡ともみ

あれから2ヶ 月

10月 12日 。この日が最後の面会日かもしれな

いと、私と「椿のやっちやん」は早朝に待ち合わ

せをして奈良少年刑務所へ向かった。やっちやん

の住む五條市は和歌山県橋本市に隣接する町。県

北にある奈良市へは車で約 2時間はかかる。やつ

とこさ着いて面会室に入つた。Aち ゃん (こ のこ

ろ、私たちは互いにちゃんづけの仲になっていた

のだ)は、子どもさんからの手紙のこと、夫の父

や母のことなどを語つてくれた。やっちやんの息

子は脳性小児マヒで障害を持っているが、Aち ゃ

んはそのことも気にかけて大阪で自立生活中の彼

の近況を尋ねてくれる。そして注射がこわくて看

護婦 さんになるのを断念 したというエ ピソー ドも

教えて くれた。

こんなAち ゃんが どんどん自暴 自棄 にな り夫の

殺害にまで至るなんて、やっば り哀 しすぎるよ。

懲役 6年 (未決参入 180日 )の 刑で和歌山刑務所

へと移送になったAち ゃん。 ときお り「元気か頑

張 ってるか」 と和歌山の方 に向か つて叫んでい

る。面会 したいな、せめて文通でもと思 う今 日こ

のごろ、あと 5年余 りと言い聞かせている。

物語の始 ま り

それは「フェミニズム心理学を学ぶ」講座での

ことだった。1999年 3月 でこの講座が終了して

しまうということで、私はかな り必死で月曜の

夜、WCK(ウ ィメンズカウンセリング京都)に

通つていた。職場はちょうど統一自治体選挙の時

期と重なりてんてこまい、恐縮しながら「すんま

せ―ん、ちょっと早いですけど」とか何とか言い

ながら飛び出していた。

たしか 3月 末の講座の時だつたと思う。井上さ

んから「奈良の弁護士から電話で『DVに関わつ

て意見書を書いてもらえないか』という依頼を受

けて面接に行ったり調書を読んだりしているのだ

が」と話があつた。経緯に耳を傾けているうちに

涙があふれてくる。サラ金での借金と聞くとこれ

がまたいけない、妹と重なってしまう。なんとか

したい。でも何ができるのだろう。妹みたいにウ

ソばっか りついて金を借 りてきた人なんだろう

か 。・・。とりあえず、裁判の傍聴に一度行つて

みることにした。

4月 30日 にあると聞いたので、奈良地裁の 4

階へ行った。司法修習生のような男性と私だけが

傍聴席にいた。A子さんが法廷に入つてくる。暗

い顔だ。表情が読みとれない。裁判はすぐ終わり

A子さんが退廷する直前、関弁護士が 「また面会

に行くからね」と声をかけると「はいつ」とそこ

だけ光があたったように明るく彼女は返事をし

た。その瞬間、みんなに傍聴を呼びかけようと

思った。そ して急いで次の裁判期 日である 6月

11日 に集まってほしいという案内文を作った。

友人たちに回覧した り電話 もした。今あらため
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て、呼びかけの文章を見てみると「6月 11日 に

は奈良の裁判史上はじめてフェミニス トカウンセ

ラー井上さんの証人尋間がある」がメインのよう

に読める。A子さんを支援できるのだろうかとい

う私の「揺れ」が現れているようだ。

ところで「呼びかけ文」作 りと同時に着手した

ことがある。 「女性への暴力」アンケー トをする

ことにしたのだ。それは「必要な人に必要な情報

が届いていない」という井上さんの言葉が胸につ

きささっていたせいもあるし、私たち自身が女性

の状況をわかっていないのではないだろうかとい

う反省もあった。 「DVの 被害」と「性暴力被

害」を合わせたアンケー トとして、「フェミニス

トカウンセ リング堺・DV研究プロジェクトチー

ム」および 「性暴力被害者サポー トラインS.

A.R.A」 の作成したアンケー ト内容を参考に

して作った。

6月 H日 は20人 あまりの女性が傍聴 した。公

判内容は被告人尋問だけだったのだか、法廷のな

かは悲しみに包まれた。アルコール依存症で暴れ

る夫との生活、子どもの状況、とつとつと語るA
子さんの言葉に涙のとまらない友人たち、もちろ

ん私もだ。公判が終わって皆で話し合った。 「D
Vと いう言葉は知っていたけれど、私に関係のあ

ることだったなんて」 「貧乏と部落差別のせいで

父親が母や私たち子どもに暴力をふるっていると

思い込んできた」。何人かの友人は被告人尋間を

聞きなが ら、A子 さんの子 どもになっていた。

「そういやあ散 らかったもの片付けてた」 「おか

んにも殴られてた、腹立ってきた」などなど。封

印してきた記憶がよみがえっているようだった。

別の角度からある友人は「依存者の夫の方は何と

かならなかったのやろか。私も妹に手を出してき

た側やから気になるわぁ」と語った。次の公判ヘ

むけてどうするかという話にも発展する。 「『な

ぜ離婚しなかったのか逃げなかったのか』という

検事の尋間は許せない。それができるくらいなら

こんなことになっていない」と憤慨 し「次国には

傍聴席をとにかく埋めつくそう」、マスコミにも

きちんと報道してもらいたいと女性記者に会いに

行くことを決めた。

「えんぱわめん とA子さんを支えた い人 この

指 とまれ」の発足

7月 9日 当日、傍聴席が埋まるのだろうかとい

う一抹の不安があった。なんのなんの、1人オー

パーになったが、傍聴席とのしきりの中まで入れ

てもらえた。この日は井上さんの証人尋間でとて

もわかりやすかった。DVが与える心理的影響や

トラウマ、またアルコール依存症、サラ金依存な

ど嗜癖の意味などを説明。A子さんの周 りに起き

たことを名付けることの大切さと、彼女にはその

手だてがなかった、それが悲惨な事態を生んでし

まったのではないかと述べられた。被告人席のA
子さんが泣いている。傍聴席からもすす り泣く声

がする。私の目はもちろんウルウル、ポタポタ。

公判終了後、裁判所横の芝生に集まった。そこ

でA子さんの承諾を得て「支える会」を発足する

ことを提案し、いきがかり?上、私が進めるとい

うことを表明したのである。その直後から私の中

にブレッシャーが、ぷちっぷちっと湧いてきはじ

めた。 「会」とか作ったら会則がいるのでは、そ

うしたら会議とか調整して持たなあかんし、人間

関係で気まずくなることもあるかも。被害者であ

る夫 の 親 族 な どか ら文 句 を つ け られ る か

な 。・・。

その日の夜は、カモミールの花のようなみわ

ちゃんに誘われ日本DV防止・情報センター 1周

年の集いに行くことにしていた。一緒に行った山

本直子さんにも電車の中で相談をもちかける。彼

女は「外国人保証人バンク」とか 「西和 自主夜

中」とかを組織してこられているし、町会議員で

もある。 3人で話しながら少しずつ、気持ちの整

理ができていく。「会」はとりあえず作らないこ

とにし、通信を作りそれを読んでもらい裁判の傍

聴をよびかける、A子さんと文通や面会をする、

連絡先は私の職場に、と決めた。名前は帰りの電

車の中で「えんぱわめんと」と「この指とまれ」

が浮かんで、そやこのふたつくっつけてみたらと

なったのである。

翌日、言霊つかいのす―ちゃんに相談し「いい
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やん、ぼんちゃん !」 といわれて背中を押しても

らい準備号を作成。この日の奈良新聞には 「被告

はDV被害者」 「犯行時、自暴自棄状態」「夫か

ら長年暴力を受け続け」との見出しで公判の記事

が掲載されていた。次回公判からは報道各社から

の注 目が予想されたので 「申し入れ書」も作つ

た。子どもたちはA子さんの母親が預かり育てて

いる。近所の人には何が起きたのかは、もちろん

内緒である。それなのに全国版で実名報道された

ら子どもたちへの影響はどうなるだろうか。一番

にそれが心配だった。A子さんはもちろん井上さ

んも関弁護士も同意見で、「申し入れ書」は念の

ため判決前にもあらためて作成し郵送した。

裁判は、 7月 16日 (被告人尋問追加 )、 8月

13日 (論告求刑と弁護側最終意見陳述 )、 9月

24日 (判決)と続き、いずれも傍聴券が発券さ

れる、つまり社会的注目を集める法廷となった。

男性も参加した。毎回、毎回、涙のない法廷はな

かった。

そしてA子さんに表情が戻りはじめた。とくに

8月 13日 、裁判長に「何か言 うことはありませ

んか」と聞かれて答えたときの情景は忘れられな

い。 「私は減刑を求めているわけではありませ

ん。 (検察官のいうような)身体的暴力がなかっ

たから心の傷は軽いなどと決めつけないでほしい

のです。誰にも私のことを受けいれてもらえな

かった。井上先生だけが話を聞いてくれ、わかっ

てくれました。そして心が軽くなりました。夫の

冥福を心から祈り、罪を償つていきます。罪を償

い子 どもたちと一緒に暮 らしたいと思つていま

す」と語るA子さん。検察の井上証言批判ともい

うべき論告を聞いて皆が思ったことを、彼女は見

事に言い当て、その核心を突いたのだ。 「A子さ

んは変わったなあ」、芝生に集まった誰もが日々

に言う。言いながら涙がとまらない。「人間つて

捨てたもんじゃないよね」、私たちもまたA子さ

んに支えられてきたのだ。

面会 と交流

8月 3日 、私とシャイな素顔を毒舌 ?でおおう

まっちやんは奈良少年刑務所へ初めての面会に行

くことにした。まえもって手紙を書き、自己紹介

と面会日を伝えておいた。A子さんはどきどきし

て、井上さんに葉書を出して相談したそうで、井

上さん曰く「あの二人はおもしろいから心配しな

いで」。おそるべし、井上さん。面会は予想通 り

ガハハ、ガハハの連続で話し込んでしまった。

それから、いろんな人がメッセージを送り面会

に行つた。 「あなたはひとりではないよ」「私も

同じ思いで生きてきた」 「殺したいと思わない妻

はいない」。私との文通も始まった。最初に等身

大のつきあいをしたいねと書いた記憶がある。無

理をさせねばよいが、とちょっと気がかりだった

からだ。いいとこも悪いとこも知っていて支え合

いたい。最初に女性記者と会ったとき「DV被害

者を『美化』してほしくないんです」と話した。

人間は複雑なもので、「いい人」の時もあれば、

「あかんたれ」の時もある。「被害者」というイ

メージが先行したら「かわいそうな人」という決

めつけになってしまわないかという危惧があつた

のだ。「かわいそうな人」になってしまうと「力

のない人」となる。そうしたら支援する側に力が

あって、される側は無力という関係になりはしな

いか。それだけはしたくない。互いに「えんぱわ

めんと」でいたかった。

彼女はいつもグレーのTシャツにグレーのズボ

ンだった。親きようだいとの関係もうまくいって

いないようで、お金のことも気になっていた。A

子さん自身の気持ちとしてお金にきれいでいたい

という決意があるように思えて、なかなか切り出

せず刑が確定してはじめて提案してみた。 「出所

してからの当座の交通費や生活資金のためにカン

パを募ることにしました」とだけ、知らせた。減

刑運動としなかったこと、「殺人」ということを

どう考えるかなど課題は残る。それに現行の裁判

制度や刑務所のあり方にも不満が山ほど、特に

「おまえが死んだらよかったんじゃ」と罵倒し親

族に「反省の色がない」と言い放つた警察の対応

のひどさについては県議会など何 らかの形で追及

することにしている。DVの啓発や公的支援体制
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については県に要求 し続けていくつもりだ。

ともかく出所 した らパーティーだぜ !

真正 (オーセ ンテ ィシテ ィ)

私の幾人かの友人がつれあいとの関係を問い直

しはじめている。これは裁判の与えた 《力》とい

える。「対等な関係にしたい」と言う彼女たちの

言葉はまさしく裁判で問われた真実である。

性暴力被害当事者のCRグ ループも出発させ

た。封印してきた恥ずかしいこと、つらいこと、

誰にも言えずにきたことが、記憶の湖の底から

ぶ つと浮かび上がって くる。そ のたびに泣 いた

り、怒った り、笑った りしている。共感 しあえる

仲間がいるか ら、それができる。縦の関係ではな

く、複数の対等な関係の存在が居心地 いいと思

う。それぞれの個性もからみあい、なかなかおつ

なものだ。

私は悩みながらも充実した日々を過ごすことが

できた。自分の心理の揺れをごまかさなくていい

し、それを伝えていいんだと思えるようになった

のは、ほめてや りたいベス ト1だ。

でも葛藤の向こうに何があるかはわかっていな

い。ジーン・ベーカー・ミラーさんが著書 「イエ

ス、バット・・・」で展開している「真正」とい

う概念がある。 「自由に自分自身であること」の

意だが、それへ向かう過程は 「かつてない真剣な

個人的創造」と記 してある。もしかした ら、私

(た ち)の葛藤は、道しるべのない「真正」の獲

得へと進んでいっているのかもしれない、よね。

(え んぱわめんとA子さんを支えたい人この指止

まれ !代表)

***DV裁 判 傍 聴 ***

1998年 12月 7日 、酒癖の悪い夫 (当 時42歳 )

が妻 (当 時39歳 )に大和高田市内の自宅居間に

おいて、刺身包丁で胸を刺されるなどして殺害さ

れた事件の公判が奈良地裁で行われています。こ

れは奈良で初めてのDV裁判として注目されてい

ます。

7月 5日 (第 5回公判)は、心理カウンセラー

の井上摩耶子さんが証人として出廷し、証人尋問

で「夫の暴力を長年受け続けてきた被告人は、加

害者であると同時に、 ドメスティック・バイオレ

ンス (DV=夫からの暴力)にさらされた被害者

である」と証言しました。

丁he personal is political

(個人的な ことは社会 的な こと )

松村徳子

私は 7月 9日 と7月 16日 、 2回の裁判を傍聴

しました。

7月 9日 はウィメンズカウンセラーの井上摩耶

子さんが証人としてたたれ、被告人である女性の

心理を代弁するという形の証言をし、意見書を提

出なさいました。 「ウィメンズカウンセリング」

(フ ェミニス トカウンセリング)と いうことばに

ついて井上さんは、「臨床心理を学ぶ上で、代表

される心理学者は、フロイ トなどすべて男性だっ

た。だからぜひ女性からの観点をカウンセリング

に入れたかった」と説明しておられました。夫を

殺害 してしまうに至った被告人の心理について

「複雑性心的外傷後ス トレス傷害」 (PTSD)
ということばを用いて 「16年間も続いた夫の暴

言暴力によって、恐ろしかった場面がいつもフ

ラッシュバックされ、いつも身構え、あまりの怖

さに自分で無感動、無感覚になり、感情コントロ

ールできない状態になっていたのだろう」と証言

なさいました。

被告人は夫の暴力のことを肉親や、近所の人に

相談していましたが、夫婦間のこととされ、被告
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人の心身を夫の暴力か ら解 き放つようなア ドバィ

スは受けられなかったということです。井上さん

の証言を聞いていて、もっと早 くにこのような言

葉を被告人がかけられていれば、この悲惨な事件

は起きなかったはずだと感じました。どんな状況

があったのでしょうか。お酒を飲んでは暴れて妻

や子どもに恐ろしい思いをさせ、憎まれ、殺され

てしまった男性は哀れです。二人のお子さんの心

の傷の深さが心配でなりません。

この文章の最初に挙げたことばはウィメンズカ

ウンセリング京都のホームページ (http://web.

kyoto― inet.orjp/org/w一 c―k/)に書かれてい

るのだそうです。 ドメスティックパイオレンスに

限らないかも知れませんが、個人の痛みを社会的

に分析し、支える仕組みを構築することが、私た

ちの生活を守るためにも大切ではないかと私は思

います。 (会報34号より)

DV関 連を否定

平 田 洋子

8月 13日 奈良地検は夫を刺殺 した妻に懲役 8

年を求刑した。夫は酒乱癖があったが、まじめに

勤務してお り、食卓をひっくり返す、物を投げる

等の行為は直接的な暴力ではないとし、離婚、警

察への通報、強制入院など方法があったと述べ、

安易な犯行とした。井上摩耶子カウンセラーの意

見書については妻の借金は夫の暴力が原因するな

ど事実を誤認しており、科学的根拠がないとし、

犯行とドメスティック・バイオレンスの関連を否

定した。

弁護側は意見書に基づき最終弁論した。被告は

16年間夫か ら継続、反復 して暴力を受け、複雑

性心的外傷ス トレス障害を負い、怒 りの感情制御

ができず、暴力が永遠に続くという絶望感からの

犯行であるとした。判決は 9月 24日 に言い渡さ

れる。

最後に被告は「何年でも刑は受けます。身体的

暴力がない分、心の傷が軽いと、他と比較してほ

しくありません。これまで私の言うことを誰も受

けとめてくれませんでした。井上先生にわかって

もらえ心が軽くなりました。罪を償い、夫の冥福

を祈つて子どもと暮らしたいです。」と述べた。

7月 中頃、被告を支える会「えんぱわめんと、

Aさ んを支えたい人この指とまれ !」 (世話人福

岡ともみ)が発足した。月 1回被告と会員がメッ

セージを交換し、便りを出す予定。被告は井上カ

ウンセラーより6回、計 7時間の面接を受け、

徐々に自分を取 り戻してきたという。 6月 H日

の公判では夫がアルコール依存症であること、自

分がDVの被害者であることを知っていれば殺害

しなかった、と述べている。 8月 3日 、会の二人

が拘置所で15分 面会。被告は支える会や傍聴者

にも感謝の意を表したという。

私はこの事件を通して改めてDV問題の難しさ

と深刻さを痛感した。

被害者である夫は子どもの頃父親の暴力を見て

いたという。夫の母は妻に 「私も同じ経験をして

きた」と妻の相談に乗れなかった。夫の父もアル

コール依存症だった。この事件の場合、家族間で

の問題解決は不可能であったのに、夫婦間の トラ

ブルは個人的なこととしたのである。

アルコール依存症は心の病気で、医学的には薬

物中毒に類するとされる。多量の継続的な飲酒は

心身を蝕み、人間関係を壊し、家庭を破壊する。

人と暮らしを壊す酒害について私たちはもっと知

らねばならないと思う。飲酒と暴力は密接な関係

があり、酒害の研究や実態調査が進まねばと思

う。

一般的に暴力は身体に損傷を与える行為をいう

が、DVの場合は相手の人格を否定する行為はす

べて暴力 (身体的、精神的、性的、経済的、社会

的)と とらえる。男女は対等なのだ。この視点が

今回検察側に無かったことを残念に思う。DV禁
止法が制定されれば、裁判においても被害の理解

が進むと思う。

ス トレスの多い私たちの暮 らしは、家庭に不和

を内包する。人の心は壊れやすい。早期に解決に

導けるDVの情報の提供や、相談事業の拡充が望

まれる。とりわけ「男は仕事、女は家庭」の役割
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分業意識や、女性の労働権を確立していない今の

社会のしくみが被害女性の再出発を困難にし、間

題を深刻にしていると思う。

今回の悲惨な事件を通して、「ドメスティッ

ク・パイオレンスは社会問題」という認識が広ま

るよう切望する。     (会 報35号より)

判 決 公 判  (9月 24日 )

有村真佐江

午後 4時開廷、裁判長が判決と判決理由を20

分足らずで言いわたし、閉廷しました。

「被告人は、昨年12月 7日 午後4時30分頃、大和

高田市内住宅の 6畳間で夫を殺害。刑法199条に

該当、懲役 6年に処す。ただし刑法21条 により

180日 を差し引く。酒ぐせの悪い夫とはいえ、あ

らかじめ購入していた金槌で躊躇することなく殴

打、抵抗され 17セ ンチの刺身包丁で刺殺、その

あとタオルで首を絞め殺害 している。被告は16

年間にわたり精神的肉体的暴力にさらされていた

という事実が背景にあり充分同情するも、尊い命

を奪った結果はあまりに重大である。だが、ただ

ちに自首、反省しており被害者にも落ち度がみと

められる。控訴は、14日 以内にしてください」

という内容でした。

判決は被告人に対する長年にわたるDVを 認

め、論告求刑は懲役 8年でしたが、判決は懲役 6

年とな りました。私がこの裁判を傍聴 したいと

思つたのは、DVに対する男性の認識について気

になったからです。またこの裁判は、奈良地裁で

DVの視点による刑事裁判としては初めてのケー

スだそうで、さらに関心を持ちました。裁判の傍

聴は私にとって初めての経験でした。被告の知ら

れたくないプライバシーを聞いて何かうしろめた

い気分になったことも事実ですが、事件の全貌を

知るために、DVの現実を明らかにするために必

要なことなのだと思いました。

最近、テレビ番組 「愛する二人・別れる二人」

で離婚したい夫婦が出ていました。酒乱の夫の乱

暴がひどく、何回言っても聞いてもらえず離婚を

決意した妻の申し出で、酒乱の様子のビデオを夫

にも見せていました。酒乱とはほんとうに人格が

変わるんですね。被告人の夫もああいう状態

で…。と思つたら、被告人が自暴自棄になるのも

無理ないなと思つたり。しかし、どんな理由があ

ろうと人の命を奪ってはいけないことです。女性

センターの電話相談もDVの相談が多くなってい

るらしいですが、今のところ聞いているだけとい

うのが現状だそうです。奈良県婦人相談所に保護

所がありますが、その存在を知らない人も多く、

たとえそこに入つても家に帰ればまた元の本阿弥

だとか。女性のなかでも「あんたはまだましな方

だ」と不用意なことを言う人もあったりで、DV
への認識がまだその程度なのが残念です。

DVを 無くすには、どうした らいいんでしょ

う。法律で取り締まる、子どものときの教育や育

て方、行政の取り組み方とか思いが広がってしま

います。 Iさ んと『隣の山田君』の映画を観まし

た。マンガだから明るく楽しくほのぼのとした家

族でDVと は無縁です。現実では理想かもしれま

せ んが 、 DVと 無縁 の世 の 中 には どうした

ら・…。お互いの人格を認め合うことが基本で

しょうか。 (会報36号よ り)

DV裁 判 を傍聴 して

坂ロツルエ

裁判をテレビでは時々見るけど、社会見学のつ

もりで初めて裁判を傍聴にいきました。

黒のプラウスに黒のズボン姿で髪を後ろで東ね

て、腰縄を女警官に引っ張られ男の警官には手錠

をはめられ、傍聴席の右側の扉から入ってきた。

一瞬、包丁で夫を刺し殺した人とはとても見えな

かった。自分の孫と同じ39歳の彼女、知り合い

の人がいたのかその方を向いて会釈したときは、

日がとても美しいでした。夫の暴力から逃れよう

とあんな行動に出たのでしょうけど。私は大正生

まれの人間で、嫁しては親に仕え夫に従いの教育

で言いたいことも言えず何事もハイハイの生活で

したが、長年の夫婦生活で一度も夫から暴力を受
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けたことのない自分には、どうして殺す気になっ

たのか彼女の心が分からないのです。検察官から

いきさつを事細かく尋問され、彼女はハキハキ答

えていた。 1時間半余りで終わり、また手錠姿で

出ていつた。

2回 目に裁判を傍聴したときは、彼女はグレー

の上下で井上さんからの質問を受けていた。その

中で英語が時々出るので私は理解できず、途中か

ら他のことを考えていました。一――ちようど前

の日曜 日、 ドラマの『元禄練乱』で浅野内匠頭

(た くみのかみ)が殿中で吉良を刀で斬 りつけた

ことで、本人には何ひとつその原因を調べもせ

ず、田村屋敷で切腹を命 じられたのはさぞ無念

だったろうと。一――結局は、家臣たちが仇討ち

をするけど。

現在のオウムや和歌山のカレー事件の裁判は、

何回もかけて被告から聞いたり証人を呼んだり弁

護士をつけたりで、こんなにも昔のお上と現在と

は変わつたものだと感じました。

(会報34号より)

DV裁判に関心を !

松村徳子

99年 12月 10日 の朝。五條市の女性が、同居し

ているパー トナーを刺し、重傷を負わせるという

事件が起こりました。当日の午前 3時頃から罵倒

や暴力が始まり、男性がナイフを持ち出し、顔を

なぐるなどしたことがきつかけで、女性が刺して

しまったということです。パー トナーの暴力は

19年間も続いてお り、事件が起きたとき、お子

さんたちも隣の部屋にいたそうです。

この事件から、1998年 12月 に大和高田市で同

じくドメステイック・バイオレンスに苦しむ女性

が、夫を殺害したことを思い出された方も多いと

思います。

今回の事件では、最初の報道からドメステイッ

ク・バイオレンスであることが指摘され、 1月

26日 に第1回 公判がありました。前回と同じく

「えんぱわめんと」の会で被告人を支えていこう

と、提案されました。 2月 9日 午前H時か ら奈

良地裁で被告人尋間がおこなわれます。

ドメスティック・パイオレンスをそれと認識し

個人の問題ではなく、社会的な問題ととらえるた

めにも、ぜひ関心を持つて考えていきたいと思い

ます。 (会報36号より)
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ドメステ ィック・バイオ レンスを考える

一夫か ら妻への暴カー

マ レーシアの「家庭内暴力防止法」

平田 洋子

1997年度県女性海外派遣事業に参加し、12月

マレーシアを訪問した。30年前、総理府の青年

の船で訪ねた国である。当時東洋一と聞いたクア

ラルンプール空港はすっか り古び、手狭になっ

て、近く新空港が完成するという。街にはビルが

並び、一般住民の立派なマンションもそこここに

建っていた。この40年平均して年 6%の経済成

長を遂げた発展ぶりがつぶさに感じられた。その

間、女性の暮らしも大きく変化したに違いない。

今回の訪間で最も感銘を受けたのは全国女性団

体協議会 (NCWO、 現在87団体加盟)の 「家

庭内暴力防止法」の取 り組みである。事務局長の

グルサミィさんに伺った。空色の絹のサリーを美

しく着こなし、簡潔なイギリス英語で話された。

NCWOは マレーシア独立時の1963年に設立。

女性の地位向上と様々な社会問題を解決するため

に色々な女性団体が加盟している。1969年 、設

立時の議長が福祉大臣になり、政治に大きな影響

力を持つようになった。マレーシアには夫から妻

への暴力が蔓延 してお り、女性NGOを 中心に

10年の歳月をかけて 「家庭内暴力防止法」を成

立させたという。

この運動は、1975年の国際婦人年に始まる女

性問題解決の世界的な動きに係っている。私の記

憶では、1980年 の国連婦人の10年 中間年の世界

会議で過去 5年を振 り返り、困窮する女性への取

り組みが不充分という報告があったと思う。この

頃、いち早くマレーシアの女性たちは、夫に殴打

され続ける妻の問題に注目した。1985年のナイ

ロピ会議に出席するため、女性の人権、差別に対

する会議を開き、女性に関するすべての法律につ

いて報告し、将来の法律に関する提案書を提出し

た。そして、ナイロピ会議の後、法制定に向けて

運動を進めた。女性NGO、 政府機関、弁護士会

と警察が 5年をかけて法案について議論を重ね、

1994年 7月 可決され、1996年施行された。

この法律は家庭内で暴力を受けているあらゆる

人を保護する。被害者がけがの写真と診断書を取

り、警察に届けると、裁判所は被害者に仮の保護

命令を出せる。加害者が有罪と決まれば、被害者

に12カ 月有効の保護命令を出せる。損害賠償 も

求めることができる。また、加害者に強制的にカ

ウンセ リングを受けるよう命令することもでき

る。法律はできたばかりで、まだ十分知られてい

ないようだが、今後虐待される妻とその子どもた

ちに自立の道を切り開くだろう。私は奈良の女性

生活史の編さんで昭和の戦後期を調査し、法律が

作られる度に日本女性の暮 らしが向上するのを実

感した。マレーシアの女性は自らの手でこの法律

を獲得した。

1993年、国連総会で 「女性に対する暴力撤廃

宣言」が採択 され、95年 の北京世界会議で も

「女性に対する暴力」を重大問題に位置づけた。

長く他人の踏み込めなかった夫から妻への暴力は

個人的な問題ではなく性差別社会がもたらす問題

と認識されるようになった。法律を制定したマレ

ーシアでは39%(国 連資料)の妻が暴力を受

け、 日本でははるかに多い59%の妻が被害を受

けている。しかし、日本にはまだ法制定の動きは

無い。

マレーシアは、16世紀か らポル トガル、オラ

ンダ、イギリスに次々に統治された後、民族独立

運動が盛 り上が り、1963年に独立した。戦いの

歴史の中で、女性たちは人間 らしい暮 らしを求

め、人権意識を培ったのかもしれない。約20年

前から、発展途上の国にあって法制定に着眼した

女性NGO指 導者の高い人権意識と女性たちの連

帯に心から敬意を表したい。 (会報23号より)
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「女性への暴力」根絶 に向けて

宮地 啓江

私は今、京都で女性問題を学ぶ講座を受講中な

のですが、宿題のレポート作成に大わらわといつ

たところです。選んだテーマは「ドメステイッ

ク・バイオレンス (DV)一夫・恋人からの暴

力」というとてつもなく深く難しいものです。ま

だまだ浅い認識しか持つに至っていない立場で気

がひけるのですが、DVについてほんの大まかな

ことを書かせていただきたいと思います。

民間の女性団体などが先駆けとなって、DVの

実態調査が始まり、1998年 3月 には東京都によ

るDVについての「被害体験者面接調査の結果」

が発表された。その結果内容からはDVの凄まじ

さが伝わつてくる。そして、大した理由もなくひ

どい暴力が振るわれていること、夫に性別役割分

担意識を持つ者が多いこと、子供がいる場合の約

6割に子供に対する暴力も存在することなどが妻

側から指摘されている。DVが一方的で重大な人

権侵害であることは明白と言えるだろう。にもか

かわらず、暴力に耐えかねた妻が警察に通報して

も「民事不介入」を理由に適切な対応がなされな

いばかりか、「妻にも原因があるのでは」と言わ

れたという報告もあり、多くの妻たちから、 「夫

によるものであっても暴力は犯罪であるという認

識を広めてほしい」という要望が出されている。

社会認識の変革の核となるものはやはり法であ

ろう。諸外国では次々と法改正が進められている

にもかかわらず、日本ではまだその見通しは立っ

ていない。DVをはじめ、児童虐待・性暴力等に

ついても「人権」の立場に立った法の制定を今、

私たちは求めていくべきではないだろうか

また、面談した女性52件 中、別居・離婚した

者は半数おり、残りの半数は同居を継続してい

る。「なぜ逃げないのか」とはよく聞かれる問い

だが、理不尽な立場に留まっている妻たちの多く

が、経済的不安、子供に対する気遣い、身体的・

精神的暴力にさらされたための無力感、離婚に対

する周囲からの圧力等様々な理由から行動を起こ

せないでいることが分かる。DVの事実を「家庭

の恥」と感じ、誰にも相談できなかつたケースも

報告されている。 「分かつてもらえない」無力感

と「行き場のない」不安は、妻たちをますます無

力な存在へと押しやつていくようである。DVに

苦しむ女性に対しては、まず精神的サポー トと、

安全な場の提供が重要であると言えよう。

一方、カウンセラーらによると、逆に周囲が別

れることを勧めても、すぐ夫の元へ舞い戻る妻も

存在するという。 このようなケースは専門家が

「共依存」と名付けている心理状態に置かれてい

る場合が多いという。暴力を振るう男性の心理、

そのような家庭で育った子供の心理なども含め、

心理の専門家の援助がDVの解決には重要な鍵と

なると言える。

DVに関する相談機関には、一時保護施設を持

つ各都道府県の婦人相談所、各女性センターの相

談窓日、民間のフェミニス トカウンセ リング等が

あるが、今最も注目されているのが民間のシェル

ターである。電話などで相談に応 じて くれるほ

か、必要であればシェルターに入所することがで

きる。入所後は、スタッフがサポー トにあたるが

(ケースワーカーや弁護士が加わる所もある)あ

くまでも本人の意思を尊重してくれる。ただし満

員のことが多 く、このようなシェルターの増設

と、シェルターヘの公的援助が求められている。

1997年 の11月 、大阪の ドーンセンターで開催

された 「女への暴力」についてのシンポジウムの

交流会で、あるシェルターを立ち上げた女性の話

が私の胸に残っている。

「逃げて来はった人は、まずほんまに寝たいだ

け寝はりますわ。それで、目覚めた時、そこから

何かを始めようとされるんです。その姿は本当に

感動的ですよ。DVのサバイバー (生存者)は本

当に強い人たちです。」

私自身、サバイパーの方とつき合わせていただ

く中、彼女達の強さに打たれることがしばしばあ

る。「人はどのような状況からでも生き直せる」

ということを教えられる気がする。そして、重荷

を背負わされた女性が生き直すきつかけを提供す
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る場、女たちがエンパワメントする場がいかに大

切かを実感する。また、ひとりの女性の痛みを女

(人間)全体の問題として共有し、連帯すること

で、世の中を変えていけるのだということを信じ

る勇気を与えてもらえるのだ。

(会報26号より)

(女性生活史『花ひらく』元調査員)

参考文献  『女性への暴力』

(女のスペースおんブックレット)

『暴力の関係に悩むあなたに』

(AKK女性シェルター運営委員会編 )

夫・恋人からの暴力

ドメスティックパイオ レンス

平田洋子

1995年の世界女性会議は女性に対する暴力の

撤廃を、その予防か ら救済までを重要課題 とし

た。総理府の2000年プラン、なら女性プラン21

でも女性への人権問題として暴力の根絶を揚げて

いる。痴漢、強姦、ポルノグラフィ、 ドメステ

ィック・バイオレンス、セクシャルハ ラスメン

ト、強制売春、子どもへの性的虐待、性器切除な

ど、私たちの周りには多くの暴力がある。

ドメスティック・バイオレンス (以下DV)と
はまだ聞き慣れない言葉だが、「親密な男性」か

らの暴力のことで、それにあたる日本語がないた

めに訳さずそのまま使われている。 「親密な男

性」とは多くは夫なのだが、夫に限らず、内縁の

夫、別居中の夫、元夫、婚約者、元婚約者、恋

人、つきあっていた男性など、性的な関係のある

男性をさしている。

この 1、 2年、テレビ、新聞もDVの問題を報

道 し、出版物 も増え、関心の高まりが感 じられ

る。1992年DV研究会が初めて全国アンケー ト

調査を行い、796人が協力を申し出、実態が明ら

かにされ始めた。 このデータ (59%に 被害)が
国連に報告された。1997年 自治体で初めて東京

都が2500万 円の予算を取 り、無作為に男女双方

を抽出して調査 し、2819人が回答した。夫等か

らの被害の設間はあるのだが、妻への加害につい

ては無い。その結果、3.1%(都 民の約 10万人に

相当)の女性が立ち上がれないほどの暴力を振る

われたと答えている。私たちの奈良県でも相当数

の女性が殴打されているのではないだろうか。大

阪府は1997年度助成事業でDV調 査を取 り上

げ、フェミニス トカウンセリング堺がアンケー ト

と聞き取 り調査を行った。関西を中心に体験者

229人 と、被害女性を知っている者H8人が申し

出て、 7項目55の設間に答えた。

これまでDVの ことは家庭のなかに隠されてい

た。 「夫婦げんかは犬も食わぬ」の諺どおり、夫

婦のことは個人的なことだから他人が介入しない

方が賢明という考え方があった。男性に従順な女

性を良しとする長い歴史があった。男は手をあげ

る者、だから暴力を振るわせた女も悪いという見

方さえあった。そして、夫が外で見知らぬ女性を

殴ったら誰もが犯罪と認識するのに、家の中で妻

を殴っても犯罪と認識されなかった。同じ行為な

のに、何故だろう。この謎を解くカギが実態調査

にあると思う。

先進国と呼ばれる多くの国では妻への暴力は犯

罪とされ、DV禁 止法等がすでに整備されてい

る。マレーシア、韓国等アジアの国も同様の法律

をつくった。しかし日本ではDVは社会問題とい

う認識がまだできていない。最後進国といえるだ

ろう。

奈良県で初めてDVシ ンポジウム (主催NGO
奈良女性会議)が 1997年女性み らいフォーラム

inな らであった。県婦人相談所の過去 5年の一時

保護の48.5%がDVの深刻な被害者であると知っ

た。98年 6月 に県の 「人権問題を考える女性の

つどいJがあつた。シェルターに逃げてきた母子

のドキュメンタリー映画 (カ ナダ)があり、20

年前に作成されたと聞き、日本の取り組みの遅れ

を実感した。

先日、大阪のドーンセンターのフェスティバル

でシェルターのワークショップに参加した。退職

金の一部を使ってシェルターを開設したという上

田さんを一日見て、以前の学習仲間とわかり驚い
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た。81,2年、当時大阪の 3つの婦人保護施設の統

廃合問題があり、福祉の切 り捨てにならないよう

願いながら、婦人相談所や施設を見学したりして

学習を深めていた。上田さんも一緒に出かけ、そ

の経験がシェルター設立の思いにつながつたと聞

き感銘を受けた。ワークショップでは木刀で重傷

を負った女性の話、民事不介入の警察の対応、シ

ェルター運営の資金不足の実状などが話された。

夕方 5時か ら8時 まで、会場は熱気に溢れてい

た。

大阪府は1998年、DVの実態編と支援編の連

続講座、フェミニス トカウンセリング専門講座等

を開いていた。奈良県でも多様に学べる女性施策

に期待した。

さて、DVの調査報告によると、暴力を振るう

夫は年齢、職業、収入、学歴に関係なく、あらゆ

る層の男性である。ささいなことから怒 り、そば

にあるあらゆるものが凶器となる。夫が謝ること

があっても、徐々にエスカレー トし、時には死に

至るまで止めない。殴る、蹴る、突き飛ばす、引

きず り回すなど、打撲、裂傷、やけど、骨折な

ど、女性の頭、顔、胸、手足など、被害は全身に

及ぶ、子どもの前でも。また多くの子どもたちは

直接父親から暴力を受ける。妊娠中も振るう。

どうして逃げられないのだろう。「おまえが悪

いから殴るんだ」と言い続けられると、本当に自

分が悪いんだと心理的に思うようになり、自分を

価値のない者と感じるようにされていく。暴力は

人間の存在を否定する行為で、自分らしく、人間

らしく生きていく主体性が奪われてしまう。夫と

別れたくても、多くの女性にとって、子どものこ

とが′心配、ひとり立ちできる仕事がない、住む家

がないというのが現実だ。女性が働いてひとりで

生きて、子どもも育てられる社会にならなければ

被害は減らないだろう。

今の日本の社会は、男性は有償労働 (仕事)、

女性は無償労働 (家事 。育児)を担うよう、しつ

かりとつくられすぎた。ストレスの多い、人間関

係の希薄な現代の社会において、DVは限られた

人の問題ではなく、誰にでも起こりうる問題だと

私は思う。このような視点でDVについて考える

人が増え、DVの理解と対策が進むよう願つてい

る。人間にとってもっとも必要なものは、暴力の

ない暮らしだと思う。 (会報28号よ り)

今、 DVが …・

泉  歌 子

“ドメステイック 0バイオレンス=Domestic

Vlolence(以 下DVと記す)"を 日本語に直訳

すると “家庭内暴力"となるが、以下に述べるD

Vは、今、国際社会で解釈され使われている “夫

(恋人)か ら妻への暴力"、 つまり “親しい関係

にある男性から女性への暴力"である。

潜在的 DV
女性の人権を侵害する身体的、性的、心理的暴

力行為は、性犯罪、売買春、セクシャル・ハラス

メントやDVなどさまざまな形で存在するが、特

にDVについては、行動を起こすほとんどの夫

は、その行為が妻に対する人権侵害などとは全く

意識していない。妻も、また、夫からの暴力を

“私さえ我慢すれば…。"と、被害が潜在化する

傾向にあり、その実態は明らかでなかった。しか

も、社会全体がDVを、夫たる者の権利のように

思い込み、どこにでもある普通のことと受け止め

てきたため、DVを根本的に解決しようとする方

向さえなかった。

DVと政府の取 り組み

昨今、やっと政府や自治体は、DVの実態を把

握し解決しようという取り組みを始めた。 “男女

共同参画2000年 プラン (男女共同参画社会の形

成の促進に関する平成12年 (2000年 )度 までの

国内行動計画)"を決定したのが1996年 12月 。

この2000年プランでは、 “女性に対するあらゆ

る暴力の根絶"を新たな重点目標として取り上げ

ている。国内行動計画でこうした取り組みは初め

てである。

また、この程、男女共同参画基本法案が国会に
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上程された。 この法案の第 17条 に、男女は共同

参画社会を形成するに当たり、人権が侵害された

場合は被害者救済の措置を講じることを国に求め

ている。江橋法政大学教授は1999年 3月 25日 日

本経済新聞紙上 「施行されれば、女性行政が大き

く進展するのは間違いない」と述べている。が、

「基本法は理念法であるから、同法が制定される

ことの第一の意義は、議論の活発化がもたらす啓

発効果」ということになる。その意味で、DVの
対応についても地方自治体による予防活動や事後

的救済を含む総合的な条例作りが今後は大きな課

題となると考えられる。

離婚動機 と DV
乏しい私の経験からの判断であるが、妻が夫の

暴力におびえながら離婚調停を申し立てる事件が

ここ2, 3年、急に増えたように感じる。

離婚の形態には協議離婚、調停離婚、裁判離婚

があるが、例年、離婚の90%は協議離婚であ

る。協議離婚は、離婚することについて当人どう

しの意思に合意ができて戸籍の届出をすれば、離

婚理由の如何を問わず成り立つから、離婚理由は

把握できない。しかし、調停離婚 (当事者どうし

で話し合いができない)を家庭裁判所に申し立て

た人たちの申立ての動機については別表のような

統計が『司法統計年報』 (最高裁判所事務総局)

にある。この数値は離婚 した人たちの10%の 離

婚動機であるが、これを全体数の縮図として考え

判断すると、離婚理由の第 1位は “性格があわな

い"であるが、これは相対的な離婚原因と考えら

れるので、人権を侵害する暴力は絶対的な離婚原

因の 1位 と考察できる。また身体的暴力だけでな

く、精神的、性的暴力も含めて考えると、離婚動

機のほとんどが暴力行為と判断できる。

また、別表より考察されることは、 `:暴力を振

るう"を離婚原因に申し立てた妻からの件数は、

夫か らの件数の約20倍 である。如何に多 くの妻

が夫の暴力に苦しんでいるか。夫婦間の暴力は夫

婦喧嘩の延長と判断されることが多い。しかし、

それが犯罪にあたる場合もあるという認識を求め

たい。

DVの 実態

離婚動機とされた暴力の内容については不明で

あるが、最近、各地で行われるDVシ ンポジウム

や婦人相談室、シェルターなどから公表されたD
Vの内容には共通性があるように思う。 “え !何

で ?"と いうような些細なことや、明らかに “そ

れを強いるのは無理ですよ"と いえること等を原

因として、夫は身体的暴力を執拗に振るってい

離婚の申し立ての動機

注 :家庭裁判所に離婚を申し立てた者の、申立の動機。
複数回答 (主な動機 3個まで)。

資料出所 :最高裁判所事務総局「司法統計年表」 (平成 7年 )
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る。第二者にとがめられても、夫は “オレの女は

オレの自由にしてよい" “痛い日にあわさんとわ

からん" “オレが食わしてやつている"と平気で

答えるのである。

以下に一例を記すと、北海道のある所に住むA

子さん(41)の場合。

「テープの買い置きがなかつたことに夫(45)は

爆発した。髪の毛をつかまれ、額を壁にごんごん

ぶつけられ、果ては馬乗りになって首をはがい締

めにされる。こんな状況が 3ヵ 月も続いていた。

言い返したいことはたくさんあったが、日答えす

れば暴力がエスカレー トする。夜になると、電話

の子機を握りしめ、中学生の娘の部屋で息を殺す

しかなかった。その晩も首を思いきり締め られ

た。 “このまま殺されちゃうのかなあ"と意識が

薄れていったときに、娘がすごい形相で夫に包丁

を向けている。我にかえって娘の包丁を振 り払つ

た。もう逃げるしかない。 1週間後、娘と打ち合

わせて家を出た。身を寄せたのは、以前、友人に

教わった札幌市の女性グループ “女のスペース 。

おん"。 当初、A子さんは “夫を怒らせた私がい

けない"とひたすら自らを責めていた。だが、相

談のなかで “夫の暴力はあなたの生活権をも奪う

人権侵害。処罰されるべき犯罪ですよ"と言われ

て、ようやく気持ちが楽になった。 “おん"が運

営するシェルターで自立の準備を進めてきたA子

さんは今、調停離婚が成立し、勤め先も決まっ

た。

家出がわかつて連れ戻されたら、もっとひどい

暴力を受けるのではないか。どこへ助けを求めれ

ばよいのか。家庭に閉じ込められている恐怖と不

安と情報不足で何もわからなくなってしまう。同

じ境遇の女性たちを救うために、今度は私の体験

を生かしたい。A子 さんはそう心に決めてい

る。」 (『 女性情報』1998年 6月 号27頁・特

集・ ドメステイック・バイオレンス(2)よ り)

離婚訴訟で暴力認定

DVを理由に離婚を提訴していたタレントの堀

ちえみさんが、1998年 H月 26日 、大阪地方裁判

所で全面勝訴した。つまり離婚が認定され、 3人

の子は希望どおり堀さんが親権者となり、養育費

は 1人月額 10万 円、慰謝料として1200万 円を夫

が支払うよう命じた判決があつた。

翌27日 朝日新聞に掲載された記事によると

「堀さんは1989年 2月 結婚。翌年H月 、自宅で

夕食をとつていた夫がカズノコを床にこばしたこ

とを注意したところ、腹を立てた夫から大声で怒

鳴られ、顔を平手でたたかれたうえ、出窓の花瓶

を床に投げつけられるなどした。恐怖を感じた堀

さんは両親に電話をかけようとしたが、夫が “ど

こへかけるんだ"と言つて電話機のコードを引き

ちぎり、長男の寝ているベピーベッドを蹴飛ばし

た。

三男を妊娠していた93年 6月 ごろには、夫か

ら “モーターボー トを購入したい"と言われて反

対したところ口論となり、髪の毛をつかんで引つ

張られたり、大声で怒鳴られたりしたため、友人

宅へ逃げた。

堀さんは、結婚から6年半後の95年 8月 、再

三の暴力に耐えかねて夫と別居。翌年9月 大阪家

裁に離婚を求めて家事調停を申し立てたが、去年

1月 不成立となり、提訴した。

訴訟で夫は “離婚の理由となるような暴力行為

はまったくなかつた"と 主張した。しかし判決

は、 “夫の暴力行為と3年以上の別居により婚姻

関係が破綻しており、婚姻を継続しがたい重大な

理由がある"と結論づけた。」

という判決の内容である。

家事調停は、合意して決まった結果は確定判決

と同じ効力があるが、結果に至るプロセスは裁判

官及び男女調停委員による調停委員会のアドバイ

スを参考に当事者どうしの話し合いで進めるた

め、堀さんのように夫が “暴力行為はなかつた"

と否定すれば、話し合いは平行線で不成立とな

る。 (不成立となって地方裁判所に提訴される離

婚事件は、これまでは約2%)

家事審判法は離婚訴訟について調停前置の原則

をとっているから、調停が不成立になった場合の

み離婚の訴訟提起ができるが、DVを離婚原因と

認めたこの判決は、判例として今後のDV離婚訴
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訟事件に大きな影響を与えるに違いない。

というのは、現行民法第770条 は、離婚の提訴

ができるのは (1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)

3年以上の生死不明、(4)強度の精神病にかか り

回復の見込みがない、(5)そ の他婚姻を継続 しが

たい重大な事由がある場合 としている。(1)～

(4)は絶対的離婚原因であるが、(5)は相対的離婚

原因で、暴力行為も相対的に判断が下される現状

だからである。

例えば、1991年の妻か ら離婚請求がなされた

事件 (『判例時報』1409号97頁)では、結婚生

活30年 、うち別居生活 1年の夫婦であったが、

「夫は妻が気を失うまで殴りつけたうえ、水を掛

ける。妻は夫から青アザができるほどの暴力を受

けても、夫の恥を世間にさらしてはいけないと耐

えてきたが、妻が病で寝ていると楽をしていると

罵った。しばしば “出て行け"と怒鳴った」と妻

は夫の暴力行為を離婚請求原因の中で訴えたが、

判決は (部分)「夫の食わしてやっているという

考えは改めるべきである」が、暴力行為に出る

「夫の態度も散発的であって常時そのような乱暴

な態度を採っているとは受け取れず、安泰な生活

ができるのは夫が仕事に精を出したためである」

「夫は離婚に反対し、妻に帰るよう頼んでいる。

夫が反省すればや り直しもできる」と離婚を認め

ていない。

DV対 策

以上のように、夫の暴力は今に始まったことで

はない。男子専権離婚の江戸時代の駆け込み寺で

あつた鎌倉の東慶寺の東慶寺日記によると、江戸

時代末期の150年間に夫の放蕩、暴力、飲酒、家

業怠慢、借金など、現代とあまり変わ りない理由

で離婚を求める2000人 の女性が入寺した記録が

残されている。

さて現代の駆け込み寺としては、母子生活支援

施設 (旧母子寮)や民間シェルターがあるが、こ

れ らは一時保護施設であり、滞在期間が短く、ま

た数も少ないので、経費的にも着のみ着のままで

逃れ出てきた母子は生活の場をみつけることは困

難である。また、夫からの捜査などを避けるため

に、遠隔地に避難することが多い。厚生省はこの

実態を考慮し、来年度から費用補助対象として全

国約100施設、各都道府県に 2施設ずつを目標に

おき、遠方からの母子を積極的に受け入れるよう

通知している (日 経新聞 1月 28日 )。

また、法的には、夫から居所を探し出されて連

れ帰られないためにそうしたことをしないよう地

裁に仮処分命令を出す民事手続きをすることもで

きる。

同居中のDVに対 しては、 1lo番 通報で緊急

出動救済を要請すると、少なくとも暴力を中断す

ることはできる。夫からの暴力で暴行罪、傷害罪

など、刑事処罰相当となった事件数は、1995年

には傷害致死事件も含めて271件 あった。夫に妻

が殺害された事件は98件 にも及ぶ。

DV被害者は、地域の福祉事務所や婦人相談所

などにまず連絡し保護を求めるなど、外に向いて

行動すると、第一の門戸が開ける。

DV根 絶

DVは女性に対する人権の侵害である。

女性の人権を推進するためにも、女性生活史の

ページから “女性に対する暴力"の字を消すため

にも、一人ひとりがDVについて考え行動しなけ

ればならない。そして男女共同参画2000年 プラ

ンに掲げられた『法識字』の強化を図 り、今後

は、保証された権利の擁護に努めていきたい。

(99.4.11)

参考 :男女共同参画2000年 プラン (http://

W― ・SOrifuogojp/daniyo/koudou/index.ht

(会報31号より)
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ml)

堀
ち
え
み
さ
ん
が
和
解

ド
ラ
マ

「
ス
チ

ュ
ワ
ー
デ
ス

物
語
」
の
主
役
を
務
め
た
タ
レ

ン
ト

の
堀
ち

え

み

さ
ん
０

し

が

、
医
師
の
夫
＝
奈
良
県
在
住

＝
か
ら
暴
力
を
振
る
わ
れ
続
け

た
と
し
て
離
婚
や
慰
謝
科
五
千

万
円
の
支
払
い
な
ど
を
求
め
た

訴
聡
の
控
訴
審
で
、
大
側
が
堀

さ
ん
に
解
決
金
八
百
万
円
を
支

払

っ
た
う
え
離
婚
を
了
承
す
る

内
容
の
和
解
が
二
十
二
日
、
大

阪
高
載

（井
関
正
裕
裁
判
長

´

で
成
立
し
た
。
和
解
条
項
で
は

解
決
金
の
ほ
か
、
堀
さ
ん
が
男

児
二
人
の
親
権
を
得
て
夫
か
ら

毎
月
養
育
費
を
受
け
取
る
こ
と

に
な

っ
て
い
る
。

-47-



アメ リカのDVの実情 と対策を視察 して

宮代 トシ子

1999年 10月 、全国婦人相談員連絡協議会が企

画したアメリカ (主にマサチューセッツ州)の ド

メスティック・バイオレンスの実情と対策を視察

するスタデイツアーに参加した。

マサチューセッツ州は全米の中でも特にドメス

ティック・バイオレンスをなくすための取り組み

に熱心な州として知られている。というのは今回

のツアーの現地でのコーデイネー トを引き受けて

下さつたマサチューセッツ州在住の加藤洋子さん

はご自身も夫からの暴力を受け離婚され、さらに

娘さんとお孫さんも夫から惨殺されるという辛い

経験があります。加藤さんがご自身のつらい体験

か ら立ちあが リマサチューセッツ州で ドメステ

ィック・バイオレンス根絶のための活動を精力的

に続けてこられたからである (加藤さんは関西の

DV情報センターの招きで1998年 11月 来日され、

日本でも積極的に講演された。2000年 3月 、検

察庁の招きで再度来 日される予定)。 今回のツア

ーはアメリカでのDVへの取 り組みを視察してそ

の現状を日本へ持ち帰り、日本の社会を動かし、

被害者を勇気づける一助にして欲しいという加藤

さんの思いが伝わり、充実したものであった。

アメリカでもDVが社会問題となり現在のよう

な取 り組みがなされるようになるまでには長いプ

ロセスがあったようだ。1974年頃にDVが浮上、

1980年 代には 「暴力を受ける女性は恥ずか し

い、暴力を振るわれる女性が悪い」という視点か

ら「暴力を振るうことは悪いこと、暴力を振るう

男性が悪い」という視点に変わつてきた。そして

DVの現場に警察を呼んだにもかかわらず、警察

の対応が悪く傷を負ってしまった被害者が警察を

訴えるという事件が起こり、その時の和解金は 1

億円をこえた。そのような事件の後、法制化の機

運が高まり、警察はDVの対応についてマニュア

ル化し1987年法律が制定された。

この法律 (州 によって異なる。主にマサチュー

セッツ州の例)ではDVで911コ ール (日 本の110

番)が入つたら直ちに2人の警察官が現場に急行

し、加害男性を必ず逮捕する (全米で7州、他の

州は逮捕するのが望ましいとなつている)。 私た

ちが訪問したスプリングフィール ド警察では 1万

3200件 の911コ ールのうち8700件がDVに よるコ

ーリレとか。

逮捕された加害者は刑に服するか、教育プログ

ラムにのるかを選択する。逮捕されることによっ

て再犯率は確実に下がつているという。ほとんど

の男性は刑務所に入ると職を失うため、メンズリ

ソースセ ンター (医師、精神科医、カウンセラ

ー、弁護士などで構成)で週 3時間、40週のカ

ウンセリングを受けるという教育プログラムを選

択する。教育プログラムでは最初暴力の状況を話

させ、暴力を認めさせる。最初は暴力を認めな

かったり小さく言う傾向があるが、認めない男性

に暴力を認めさせ、暴力を振るわせる女性が悪い

のではなく振るう自分が悪いということを認識さ

せる。そして怒りのコントロールの方法や自分が

どういう時、相手に暴力を振るつてしまうのか見

つめていく。40週終了後、更に続けるかどうか

選択させる。20%～30%の男性は一生懸命努力

して改善がみられるが、残 りの男性は少し変化す

るという程度らしい。このプログラムを経ても急

な変化は期待できず、改善には長いプロセスが必

要で ,グループカウンセ リングが効果的であると

言われている。

被害女性にはアドポケーターと呼ばれる彼女の

権利を守 り、心身を癒し、生活の建て直しを支援

する人がつく。この制度によって女性はカウンセ

リングを受けたり、生活の手段 (住居、経済面)

を考えたり、裁判の手続き (接近禁止、離婚、仮

出所後のケアー等)を したりという支援を安心し

て受けることができる。母親が被害を受けている

のを見たり、子ども自身も虐待を受けている可能

性のある場合の子どもの心のケアーについても考

慮され、子どもたちが人生を選び直すためのプロ

グラムも用意されている。

また福祉事務所にはDV専門のスタッフが配属

され (全米でマサチューセッツ州だけ)、 相談を

受けたら、サービス機関の説明や情報、シェルタ
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―についての情報やホットラインの電話番号を教

え、またDVのスペシャリス トとして福祉局や女

性センター等地域の連携機関とのパイプ役を務め

ている。

DV専用のシェルターも整備されている。マサ

チューセッツ州にはYWCAな どが母体となってい

るシェルターが1lヶ 所ある。ここには概ね 3ヶ

月入所でき、母子ともいろいろなサービスや支援

を受けながら自立に向けて生活している。シェル

ターでは24時 間体制でホットラインも受け付け

ている。

1992年、医師会、看護協会、心理学会が委員

会を作り、DVに対する方針を打ち出し、1994年

に医療関係者のプログラムを作成した。医療関係

者はDVコ ースを受講することが義務付けられ、

医師は女性の患者さんには必ずDVを受けていな

いかどうかの質問をすることになっている。この

質問をすることによって閉ざされた心を開き、過

去 1年以内にDVの被害を受けたことがあると話

し始める人が20%～35%いるという。

コネチカット州立大学 (大学院大学)ではDV専

門のソーシャルワーカーの養成課程が設けられて

いる。また、10代の少年少女へのDV根絶のため

の教育 (ユース・ガイダンス)が教師、警察、地

方検事などの協力で 2ヶ 月に 1度開かれている。

美容院やプティックなど、女性が行きやすい場所

では、いつでも相談できるような態勢も整ってい

る。その他、さまざまな職業の人がボランティア

をしたり寄付をしたり、各人ができるところから

活動を支えている。加藤さんはDV被害に遭った

女性にアラームベンダントを贈った。ベンダント

についているボタンを押すと、警察に連絡される

ようになっている。

このようにアメリカではDV根絶のために地域

社会全体で取り組んでいる様子がうかがえた。

印象的だったのはちょうど私たちが訪間中の2

日日、マサチューセッツ州では,加藤さんの娘さ

ん母子が被害にあって以来 7年間起 こっていな

かったというDVに よる殺人事件が起 こって し

まったのである。この事件は新聞に大きく報道さ

れた。翌日行われた追悼式には600人 あまりの見

ず知らずの市民が教会前に集まり、キャンドルサ

ービスをしなが ら讃美歌を歌い、彼女を追悼 し

た。そしてDVのサバイバーの方が自分の体験を

語った。事件は衝撃的で憎むべきものであるが、

こういう市民の集いに参加できたことは感動的な

体験であった。サバイバーの方が自分自身の体験

を人の前で語るという場面は他の会議やパーティ

などでもあった。自分の体験を多くの人に語るこ

とによって、社会全体にDVは犯罪であるという

認識を高め、傷ついた自分自身を癒 し、今DV被

害に遭っている女性を勇気づけ、支援していくこ

とができるのだと思 う。シェルターやDV被害者

を支援する機関で働いている人の中にはサバイバ

ーの方も多かった。

以上、限られた紙面で語り尽くせないがアメリ

カでは地域社会全体でDV根絶のために取 り組ん

でいるという印象を強くした。

アメリカでも20数 年前は今の日本と同じ状態

だったようだ。ようやくDVが社会問題だと認識

され、解決支援に向けての取 り組みが始まったば

かりの日本の社会にとって、また日々現場でDV
被害者と関わっている私たち婦人相談員にとって

学ぶことの多いスタディツアーであった。

(奈良県婦人相談所相談員) (会報39号より)
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「女性への暴力」アンケー ト調査

中間報告

「女性への暴力」アンケー ト調査委員会

一昨年 (98年 )の 12月 、奈良県下で、アルコー

ル依存症の夫を刺し殺す という事件が起きまし

た。刺した女性A子さんは、16年 もの長い問夫の

暴力に苦しんできました。この事件を通して私た

ちは 「女性への暴力」の問題が決して他人事では

なく、私たち一人ひとりに関わる問題なのだと痛

感させられました。

A子さんの支援 とほぼ並行 して 「女性への暴

力」のアンケー ト調査の計画を進めてきました。

この調査の実行委員会は部落解放運動に参加する

有志が集まり、調査内容の検討から始めました。

親密な関係のなかで起きる暴力が潜在化して見え

にくいことから、 「夫・恋人からの暴力」に焦点

をしばり、「性的な暴力被害」とあわせて調査す

ることになつたのです。私たちは「女性への暴

力」の問題は、部落内外を問わず潜在化している

と考え、できるだけ多くの女性に呼びかけ、この

アンケー ト調査に参加してもらうことにしまし

た。そして、部落解放同盟奈良県連合会女性部の

協力を得て実施することができました。

昨年 (99年)の 6月 から7月 にかけて調査用紙を

769通配布し、内296通 (県内231通・県外65通 )

回収しました。回収率は38.49%です。回答者の

年代は10代から70代までです。

296人の回答者の内、現在または過去に暴力を

受けたことがあると回答した人112人 、暴力を受

けているまたは受けていた人を知つていると回答

した人123人、記入なしが98人 となっています

(資料2)。  また、女性が受ける性的な被害につ

いての回答では、複数選択した人が多く資料3の

ようになっています。ここでは66.89%の 人が暴

力の体験者か目撃者で、75%の人が何 らかの性

的被害にあっていることがわかりました。

暴力の体験者が「暴力をふるっている (いた)

人は誰ですか」の間に「夫」と回答した人が60

人で一番多く、次に「親・保護者」が28人、そし

て 「恋人」が15人の順になっています。 「暴カ

を受けた時、あなたはどうしていましたか」の問

いでは、「時間がすぎるのをただ待つていた」と

いう回答が一番多く54人です。 「心身的なマヒ

状態で動けなかった」と回答した人も15人 いま

す。何もしないことが最善の方法となつているこ

とが考えられると思います。なかには 「抵抗 し

た」人38人 、 「逃げて助けを求めた」という人

18人 います。そして 「暴力の状況を誰かに相談

したことがありますか」の問いには暴力の体験者

のほぼ半数の人が 「はい」と答えています(資料

1)。 しかし「どこに (誰 に)相談に行きました

か」の問いに 「友人・知人」と答えた人が一番多

く、次に「親。きようだい。親戚」で、公的な相談

窓口や警察または弁護士と答えた人はごくわずか

です。身近な所に、安心して相談に行ける公的な

機関がないということがいえます。

「暴力をふるう男性をどう思いますか」の問い

では、「最低な人間だ」 「大人になれない未熟な

人」「自分を抑えられないかわいそうな人だ」を

選択した人が多いのです。

「男性が暴力をふるう原因は何だと思います

か」の問いには、 「両方に原因がある」と答えた

人が一番多く、「男性に問題がある」の回答が二

番目に多くなっていますが、「どちらとも言えな

い」の回答が続きます。暴力をふるう人を非難し

ながら、原因を問われれば「両方に問題がある」

「どちらとも言えない」と考える人が多いのはど

うしてでしょうか。これは「女性への暴力は人権

侵害である」という考え方がまだまだ一般的でな

く、女性の性別役割として 「耐える女」 「うまく

男を操るかしこい女」が求められてきたからでは

ないかと思われます。

「もしもあなたが別居や離婚などで夫や恋人と

別れることを考えた時、障害になるものは」の問

いでは、「親。きょうだい等に心配や迷惑をかけ

るから」 「世間体を考えるから」 「子どもには父

親が必要だから」と回答した人が多く、その次に

多いのは 「経済的に自立できないから」の回答で

す。女性は自分のことを第一に考えず、他者を優

先させてしまうこと、そして、女性にとって経済
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的自立がいかに困難かということが現れていると

思います。

最後に 「女性への暴力の問題を解決するため

に、どのようなことが必要と思いますか」の問い

で、15項 目のなかか ら選択 してもらいました。

多くの人が必要だと考えたことは、 1暴力を受け

た女性が子ども連れで入れるシェルター。 2公的

な相談機関の充実。 3公的住宅の提供や、生活資

金の援助 (貸付等)。 4医療機関・警察・福祉事務

所等が連携して、問題解決を計るシステムをつく

る。 5警察の被害者保護・加害者の逮捕等適切な

対応。 6「夫や恋人等からの暴力」を取 り締まる

法律の整備。 7暴力をふるう男性のカウンセリン

グや防止プログラムを行う。 これ ら7項 目が多く

選ばれていました。また 「性的な被害にあった人

への援助・対策や性暴力をなくすために、どんな

事が必要だと思いますか」の問いでは、10項 目

のなかから選んでもらいました。多い順に 1心の

傷を癒すためにカウンセリング機関を増やす。 2

加害者の罰則を強める法律へ改正 (現行法では、

強姦罪は強盗罪より軽い刑)。 3警察、検察、裁

判所や弁護士は被害者の気持ちをもっと理解して

対応すべき。 4被害者を責めず加害者責任を問う

啓発をすべき。 5加害者への再教育を徹底し、二

度と繰 り返させない。これらの5項目でした。

「女性への暴力」により殺される女性が100人

をこえたという法医学者の報告が出されていま

す。また同じ数だけ加害者である男性も殺されて

いるということです。殺されても殺しても女性は

被害者なのです。そして、表面化してきた児童虐

待の問題にしても、 「女性への暴力」が背景に

なっているケースもあります。これらの事件は、

みんな誰もが金銭的な心配をせず駆け込める公的

な相談窓回の充実や、社会的な支援システム体

制、暴力防止法の整備等、これらの支援を行うこ

とで未然に防ぐことができるのではないでしょう

か。

このアンケー ト調査には、多くの方々にご協力

いただきました。これから詳しい分析をし、貴重

な資料としてまとめたいと思つています。この場

をおかりしてお礼を述べさせていただきます。ご

協力ありがとうございました。

無回答

資料 1 暴力の状況を誰かに相談 したことがありますか。

資料 2 あなたはつぎのような経験がありますか

現在または過去に暴力を受けた

暴力を受けている (いた)人を知っている

3020

経験者かつ知り合いにいる

10
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「 ドメステ ィック・バ イオ レンス教育」

への試み

中澤 紀美子

1999年 は、私にとってDV開 眼の年となっ

た。偶然のことから、2月 にウィングズ京都で開

かれたDVシンポジウムに出席し、DVにはさま

ざまな種類があることを知った。知つてみれば、

私自身も被害者であった。愕然とする思いの中

で、日につく講座を片つ端から受講すると同時

に、自分自身のケースについて文献で確認する作

業に入った。何と多くの発見があつたことか。目

からうろこが何枚も落ちていつた。

この作業のさなか、大学で担当している「オセ

アニア文化論 。文化史」の教材にするため、例年

のごとく「ピアノレッスン」のビデオを自宅で見

て驚いた。 これぞ ドメステイック・バイオレン

ス ! もう 1枚うろこが落ちた。この数年間、毎

年学生と一緒に見ていたが、このような見方は一

度も生まれなかつた。この時も単なる開拓時代の

映像としてのみ扱うつもりだったのに、こちらの

視点が変われば同じ映画が全く違う意味を持つて

しまった。

この気づきにより、今回は学生に 2つの視点か

らこの映画を見るように指示し、 7月 上旬に 2種

類のレポー トを提出させた。従来通 りの、本来の

授業に沿つたものと、DVの視点から見たもので

ある。ビデオを見せる前にDVの概論を 1回行つ

て、DVについて一般的な知識を与えておいた。

見た後で、もう2回DVの講義を行つた。その流

れの中で、夏休みの課題 として『 ドメスティッ

ク・バイオレンスヘの視点』 (日 本DV防止情報

センター編・朱鷺書房1999)を 100人余りの受講

者に読んでもらい、読後感を 9月 末に提出させ

た。 2つのレポー トの中間には前期の期末テス ト

があった。

結局 6月 か ら 7月 にかけて 4回のDV授 業を

行ったのだが、学生からのレポー トの内容は、私

の予想をはるかに上回るものであった。私は単な

る感想文程度を予想していたのだが、テス ト用紙

の余白や 2回分のレポー トには、余りにも個人的

な家庭状況や交友関係が書かれてあった。その数

は約20%、 DV家 庭で育つていた り、自らがD

Vの被害者であつたり、被害者の友人であつたり

した。

学生のレポー トを分析してみると、

① 父親の具体的なDV行為と、それを子供とし

て目撃 しなければならなかった (ま たは今も

しなければならない)自 分の心の痛みを書い

た者 (複数)力れ たヽ。また多種の暴力の存在

を知ったことで、自分の父の行為が母への暴

力であることに気づき、人ごとだと思つてい

たDVが 自分の家庭にあったことを発見した

者 (複 数)も いる。また父親の暴力は母親 と

学生本人にも向けられてお り、父の暴力を前

にした母親の表情を細かく観察 して、その心

理を読みとろうとし、その時の自分の心理状

態についても記述していた。

② 自分に対する恋人の行為がDVであることに

気づき、自分が被害者であることを初めて

知った者 (複数)力れ たヽ。また友人が受けた

レイプや自分が現在受けているひどいス トー

キングをかなり詳しく書いた学生もいた。

③ 課題の本を読んでいる時には自分の体験と重

なって苦しかつたと書いた学生の母親は、大

だけでなく、夫の両親からも暴力を受けてい

る。授業中に辛い場面が思い浮かんだり、過

去の記憶を呼び覚ましてしまったのではない

かという危惧を覚えた。その一方で、DV体

験を報告したレポー トからは、やっと語る場

を与えられたという安堵感、信頼感がうかが

える。また 「最初のレポー トでは書けなかっ

たが」と断ったうえで、テス ト用紙の余白に

自分の体験を書いた学生もいた。回を追うご

とに自分の体験を語る学生が増えてきたこと

を考えると、まだまだ水面下にあるケースも

多いのではないかと感じた。

④ 辛い思いをしたのは自分だけではないと知っ

て元気づけられたというコメントがあった。

私は最初のレポー トを受け取つた翌週の授業

で、私を信頼して個人の辛い体験を書いてく
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れた ことに対 して学生たちに感謝した。個人

名が絶対に漏れないようにプライバシーは守

ると約束 した上で、幾つかの体験をおおまか

に発表させてもらった。このことは、結果的

によい効果をもた らした。授業終了後、「私

だけではないのですね」とか、同じ時間と場

所を共有している学友の中に被害者がいると

知った思いを話しに来る学生が増えた。

⑥  多くの学生は、映画のビデオと授業よりも、

本によって DVを 現実のものとして受け止

め、理解を深めている。特に多種の暴力の存

在について本を読んで初めて知ったと書いた

者が多かつたが、 1回 目の概論でこのことは

すでに話 してあつた。 このことか らも、この

本を読ませたことは成功だつた。今は暴力に

無縁である自分もいつ被害者になるか分か ら

ないので結婚が不安になったと書いた者 もか

なりいた。同時に、万一自分が被害者になっ

ても、どうすべきか具体的な情報提供が この

本の中でなされているので安心 したという記

述もあった。

以上述べたような、何年も内に秘めてきた生々

しい思いが、学生の実名とともに私の目の前にあ

る。この現実に、今度は私の方が圧倒された。私

を信用して書いてくれた貴重な記録である。その

重みをひしひしと感じた。今、私は「バンドラの

箱」を開けてしまったような気分である。予期し

なかった重い人生の物語をドサッと目の前に突き

つけられてしまった。レポー トを前にして、箱を

開けてしまった者の責任を感じている。そして女

子大学で教える教員として、また同じ女性 とし

て、彼女たちのために何をなすべきなのか、私ヘ

の宿題が与えられた。

実験的、体当たり的なDV教育の試みではあつ

たが、学生たちが、今までひた隠しにしてきた自

分の体験も、実は自分一人だけのものではなかっ

たと知ったことは、大きな収穫だった。しかもそ

の辛い体験を隠さなくてもよい、人に伝えてもよ

いのだと知ってくれたことは、私にとって何より

も嬉しいことである。「元気づけられた」という

一言に私は感動し、私が元気づけられた。まさに

¶℃ personal is poutical。  (個人のイ本験は、 政 台゙

的なもの。あなただけではなく、みんなに共通す

るもの)なのである。

半数以上の学生がもっとDV授業を続けてほし

いと書いてくれたが、十分な場がなかつた。 「オ

セアニア文化論 。文化史」という制限があつたの

で 「ピアル ッスン」からDV授業に入つたが、

このことが、最初の内は、学生たちにDVを どこ

か虚構の世界と感じさせたようである。次回から

は録画した ドキュメンタリー番組を活用しようと

考えているが、まずはDV授業の場を確保するこ

とが今後の私の課題である。 (会報40号より)

報告

ドメステ ィック・バ イオ レンス (夫・ 恋

人か らの暴力)を理解するために

中澤 紀美子

2月 12日 (土 )・ 13日 (日 )の両日、国際ソ

ロプチミスト京都―みやこ認証20周年記念シン

ポジウムがCOSMOと 共催して「こどもみらい

館」 (京都)で開催された。かなり専門性の高い

充実した内容であつた。各講座 2時間。

第 1回講座 (土曜日午後):講師井上摩耶子

(ウ ィメンズカウンセリング京都代表)「 ドメス

ティック・パイオレンスとは何か? ～被害女性

の心理を理解するために～」

フェミニストカウンセリングとはジェンダーの

視点に立った「女性のための女性による」カウン

セリングである。社会的、文化的に「二級市民」

とされた女性の生きづらさ、被害者のためのアド

ヴォカシィ活動、ドメスティック・パイオレンス

の内容 (肉体的、精神的、経済的、社会的、性的

暴力)、 その結果として被害者が被るPTDS、 加

害者のタイプ、夫から「逃げ出さない」 (逃げ出

せない)理由、被害女性への対応について解説が

あり、奈良のDV殺人事件被害者との出会いにつ

いても語られた。
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第 2回講座 (日 曜日午前):講師近藤恵子 (スペ

ース・おん代表)「シェルターの役割と支援態勢

の現状 ～先進地・札幌における官民の連携から

学ぶ～」

シェルター活動が抱える多種多様な困難、また

それらを乗り越えるために不可欠な官民連携の重

要性が、ごく最近の事例報告を通して語 られた。

息をのむような緊迫した事態が展開するので、聴

衆を引き込む迫力と臨場感があつた。DVに対応

するうえでの最大のネックは、日本にDVを犯罪

とする法律がないこと。被害者が告訴しなければ

警察は何もしないし、告訴したとしても警察が立

件しなければ、加害者は不起訴になってしまう日

本の実状と比較する形で、12月 に視察されたマ

サチュセッツ州やニューヨーク市のDV対策が紹

介された。アメリカでは加害者を刑務所に入れて

も出所後に妻子殺害が起こることが多い。DVの

背景にある社会構造を変えるため、ケンプリッジ

市では小学校から高校までのDV教育、市職員全

員のDV研修、加害者職員のためのプログラムを

行っている。これくらいやらなければ男と女の関

係や構造は変わらない、社会全体を作 り変える必

要があると力説された。

第 3回講座 (日 曜 日午後):講 師角田由紀子

(弁護士)「 ドメスティック・バイオレンス防止

法の展望 ～今ある法でどう闘うか、これから何

が必要か～」

95%の離婚は協議離婚であり、弁護士が関わる

のは残 りの5%程度だが、実体はどちらの場合も

変わ らないはず。離婚理由の 1位は性格の不一

致、 2位が身体的暴力、 5位が精神的虐待だが、

性格の不一致の中にも暴力はあると考えられる。

DVの夫とは話し合いが成り立たないため家裁で

の調停が難しい。DV事案こそ慰謝料が支払われ

るべきだが、実際には精神的に追いつめられた妻

が離婚を急ぎ、正当な経済的権利を放棄 してしま

う。裁判に必要なもの (暴力の事実、妻の法廷で

の証言、妻の陳述書、あれば有利になるものとし

て、医師の診断書、被害を示す写真など)、 親権

者の指定を得るうえでの問題点、家を出る前に裁

判に備えて準備すべきもの、弁護士費用など、離

婚 に 関 す る具 体 的 な 情 報 提 供 が あ つ た 。

報告

シンポジウム  DVか らの出発

～堀ちえみさんを交えて多角的にDVを考える～

中澤 紀美子

2月 21日 (月 )午後、日本DV防止・情報セ

ンターおよび (財)大阪府男女協働社会づくり財

団主催によリドーンセンターで行われた。バネリ

ス トは、堀ちえみさん、石田法子さん (弁 護

士)、 友田尋子さん (大阪市立大学看護短期大学

部教員)、 コーディネーターは川喜多好恵さん。

堀さんのプライバシーに配慮するようメディアだ

けでなく参加者一同にも要請がなされたが、発言

の要旨をここに報告することは差しつかえないと

思う。 2部構成で、 1部 はパネリス トからの発

言、 2部はアメリカでのDV対策を取材したビデ

オの上映に続き、再度パネリストからの追加発言

が行われた。

堀さんの発言 :DVを受けていた時は自分を責

め、耐えることでいつか解決すると信じていた

が、限界に達して家を出た後は本当にこれでよ

かったのかという葛藤に苦しんだ。DVに詳しい

人物から「あなたは悪くない」と言われて救われ

た。多くの被害者のために自分の体験を役立てた

い。親の暴力を見た子供はもっと傷ついたと思

う。

石田さんの発言 :DV離婚には特有の難しさが

ある。妻の側の問題 ① 離婚意志が途中で揺ら

ぐ。離婚手続き開始後妻が自発的に夫の元へ戻つ

たり、時には自分が依頼した弁護士を攻撃する。

依頼者と弁護士間の信頼関係が築きにくい。②

依頼女性の身の安全の確保。夫と会わないよう調

停の日時を調整するが調停ではまとまらない。夫

側の問題は、① 借金はあるが財産分与や慰謝料

を払える資力がない場合が多い。② 夫の半数は

社会人として通用しているが、残り半分は根っか

ら暴力的で対話が成立しない。弁護士にとって知

-55-



力より気力と体力の勝負。民事なら本人の証言の

信憑性が重要。刑事の場合は証拠が必要。夫の財

産についても把握しておくこと。

友田さんの発言 :DV加害者の70%は子供も虐

待する。また虐待されている子供の半数はDV家

庭にいる。10数年前まで児童虐待は一部マイノ

リティの問題 とされていたが、現在では人権侵

害、社会問題との認識がなされるようになつた。

虐待が 2歳以下で発生し親への不信と恐怖が植え

付けられると、① 衝動的、反社会的、破壊的性

格の形成、② 発達遅滞、感情マヒ、無感動など

の症状を示す。すべての大人に対して心を開ざし

たり、幻の「優しい人」を心の中に作って防衛す

る。DVを 目撃した影響についてまだ分かつてい

ないが、幼いほど心身に影響を受けて暴力を学習

してしまう。

DVの被害者には自分も大切な命の持ち主とい

う自党がないので、このメッセージを伝えること

が大切というコーディネーターの言葉で締めくく

られた。 (園 田学園女子大学 )

「女性2000年会議」に思う

次日葉子

女性のエンパワーメントを大きく前進させたあ

の北京世界女性会議か ら5年、今年2000年 は北

京+5の年。 6月 には「国連女性2000年会議」

がニューヨークで開催されます。というプロロー

グで始まる「グローパルフェミニス トシンポジ

ア」への参加者募集の文書が送 られてきた。ある

全国組織のNGOか らのものである。

その中で 「国連女性2000年会議」では、これ

までの大きなフォーラムは開かれない予定だが、

この機会に各国のいろいろなNGOた ちがニュー

ヨークに集合、多様な集まりの開催をめざしてい

るという情報が発信されているとも述べている。

アジアで初めて中国 。北京で開かれた世界女性

会議には191カ 国の政府代表を含む 1万2000人が

参加し、NGOフ ォーラムには 3万人が参加。日

本か らは5000人程の人々が北京会議に参加した

といわれている。国際会議としては空前の規模で

世界の女性が集い、女性のおかれている実情を伝

えあい、共通の問題を討議し、課題を明らかにし

た。あの北京郊外、懐柔の果てしない広場がテン

トで埋め尽くされ、無数のワークショップを展開

した世界の女性の大群と熱弁のこだまを生々しく

思い出す。 「再びあの熱気が」とわくわくする思

いもあるが、参加するしないは別として、北京以

後の 5年を、世界の草の根の女性のひとりとして

静かに振 り返ることも必要なことではないかと、

改めて 「女性の2000年」に感慨を覚えたのであ

る。

今、手元にある「日本NGOレ ポー トー女性

2000年会議に向けて」 (1999年 8月 )を見なが

ら、発行者の日本NGOレ ポー トをつくる会の迅

速な活動に感心した。はじめのことばにあるよう

に、「このレポー トを協力して作成する過程で、

いかに日本のNGOの 女性たちが力をつけてきた

かを認識した」のは、作成した人も、意見を出し

た人、読者も同じであろう。ポス ト北京の学習

は、北京で採択された 「行動綱領」が提起した課

題をどう具体化していくかにあった。それから 5
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年、そのつど「声」を上げてきた女性たちは「女

性2000」 にNGOの 声を届けるべく、意見の集

約を実現したのである。

2000年 6月 に開催される国連特別総会 「女性

2000」 に向けてNGOが オルタナティブなレポ

ー トを作成することが国連女性地位委員会で決定

し、国連機関に協議的資格を認められたNGOの

連合が、その任に当たるものであり、日本のNG
Oの女性の声の代表と考えて良いのであろう。

国内行動計画である「男女共同参画2000年 プ

ラン」、今国会で成立した「男女共同参画社会基

本法」、99年 に改正された男女雇用機会均等法

など、95年以降の法令改正は女性の地位向上に

貢献するものと評価でき、国に対する「北京行動

綱領実施状況に関する質問状への回答」としても

用意されなければならないものであったことは、

草の根レベルの私たちにも容易に想像できるので

ある。

しかし、先進国の中で何歩か後れをとっている

といわれるわが国の場合、政治への参画の拡大に

は選挙制度の検討、比例代表制におけるクォータ

制導入などの具体的施策が必要であろうし、各施

策には目標達成期限、監視基準の設定等を明文化

する実効性がほしかったと思われる。

行動綱領は各国政府が2000年間で実行すべき

優先行動を定めたものであり、12の 「重大問題

領域」を明らかにし、それぞれについて戦略目標

と取るべき行動を示 している。A～ Lにわたる

12項 目をすべて眺める余裕もないので、 「D.

女性に対する暴力」をとりあげてみたい。北京の

会場でもっとも白熱していたワークショップであ

り、人数も会場数も多く、関心の高さを窺わせた

が、その時の私には何故か事情がわからなかっ

た。行動綱領は冒頭で、「女性に対する暴力は、

女性の人権及び基本的自由の事受を侵害するとと

もに、これらを減じ、または無にする」と述べて

いる。さかのばればナイロビ以来、とりわけ北京

以降、「女性に対する暴力」への女性たちの取り

組みは目覚ましい。レポー トの中での指摘をあげ

ると、

◇実態を反映した総合的施策の必要性

政府回答書には女性に対する暴力について実態

を反映していないことと、総合的施策が欠如して

いる。売春防止法によって都道府県に設置されて

いる婦人相談所の施設には限界があり、DV被害

者や知的・精神障害者への性暴力への対応など、

女性の人権に関わる総合的対応が必要である。

◇ ドメステイック・バイオレンス   _
DVは女性への人権侵害であり、犯罪であると

いう社会の認識が必要である。警察、司法、福祉

関係、教育、医療関係者はシェルターの開設と運

営、相談活動を行つている民間団体との連携を深

める必要がある。女性の継続的自立の保障の確立

も不可欠である。

◇セクシャルハラスメント

学校、職場、地域での被害が相次いでいる。不

平等なジェンダー構造を背景にした抑圧の力の行

使に原因がある。人事院規則や改正均等法にはセ

クシャルハラスメント防止の配慮義務などが規定

されたが、省庁や企業など内部的な対応では被害

にあった女性は相変わらず声をあげにくいし、救

済も得にくいのが現状である。外部の第三者機関

が対応できるように規則や法律を変える必要があ

る。

◇被害を受けた女性への警察の対応

などがあげられ、現行法の改正とともに、女性に

対する暴力禁止 。防止法制定に取り組む必要があ

ると述べている。

男女共同参画社会の実現にはまだまだいくつも

の壁があるが、「女性への暴力」は抑圧の歴史が

長かっただけに、また女性に「力」がなかっただ

けに深刻である。レポー トが何らかの効果をみせ

ることを願い、自分のできることを探したいと、

北京の女性の高まりを懐かしく思い出すこの頃で

ある。
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DVに関する会員の声

文中の「設問」は24ベージの間 4を さします

*私は仕事上 (市会議員)保育所に行くことがあ

り、そこで保母さんから幼児虐待の実態を聞きま

す。そこにはDVの問題がひそんでいるそうです

母親の問題を解決しないと子供の平和は訪れない

と先生たちは悩んでおられます。

また某市の市会議員の奥さん (中国人)が夫の

暴力に音を上げて電話してこられました。私の友

人と二人で中国に帰国するのが一番と考えて準備

を整え、明日出国という夜、某市会議員さんがホ

テルに訪ねて来て、最後の食事を !と誘い、私た

ちの準備は全て無駄になりました。とてもむなし

い経験です。

*幸いにして設間のようなことはありません。で

も言葉では家事に対して「○○してやろうか」と

いいます。私はしてやるというのは私の仕事を手

伝う意味に聞こえて不快です。家事は男女を問わ

ず生活面で必要なことなのに…・

反対に私も一緒に働いて来ましたが働いてあげ

るといったことはありません。かと言つて働かせ

て貰っているなど考えていません。私自身の自己

実現の一環としてとらえています。

パー トナーを共同経営者とみたとき、早く帰っ

た方が家事をするルールがあたりまえでないと片

手落ちに思います。

時代はまだ過渡期です。頭で判っていても手が

ついていかないのが私のつれあいの実態です。男

の子として育てられた結果、半人前の人間になっ

たのですね。私もまた、半人前の収入しか得 られ

ない状況下で働いて来ました。

*設間はあまり関係なく思いますので、自由に生

きています。下市 (奈良県吉野郡)の男尊女卑の

根はなかなか断ち切れそうにありませんが。…

*設間を読みまして、こういう事を一度もされた

ことのない自分は、なんと幸せだろうと思いまし

た。にもかかわらず何かと文句をいっているので

すから…・申し訳ないみたいなものです。後 2年

で金婚式となります。

*夫 も来年 13回忌で、生前の事を思い出して書

こうと、参考に書かれていた設間については、私

は何もありませんでした。明治、大正の頃は何事

も夫に従う生活で自分はおとなしかつたのか、お

まえには何を言っても回返しをしないので頼り無

いと何度も言われました。今の息子や娘の夫婦生

活を見て、何と男の気弱いのには情けないです。

私は何と言つても此の世は男が先ず優位と思い

ます。釈迦もキリス トも其の多くの弟子達も皆男

性、世界でノーベル賞を貰っているのも、女は少

ししかいません (反 面大きな悪事を考えるのも男

が多いですけど)。 其の人物を育てたのは女です

からそれ以上に女は偉いと思います。でも表に出

ないで内助の功が光を見ると思われます。

先日電車内で見ていたのですが、若い男女のグ

ループで男の子は普通のズボン姿なのに、女の子

は頭・顔にへんなものを塗 り足許にダラダラの靴

下を靴にまではかせ、股下 10セ ンチ ぐらいのミ

ニスカー トをはいて、吸ってはいなかったけど手

に煙草を持つて喜んでいる若い子、あの娘達が大

人になって家庭を持ったら2000年以後にもまた

DVが続かないように願うけど、DVが起きるの

も半分は女性側にも責任があると時代遅れの私は

思います。

*設間は全部 「ない」ですが現在夫は、痴果がま

だら状ながら確実に進んでいるため、自分の思う

通りにすぐにならないとげんこつで殴ろうとしま

す。体も不自由ですので殴られる前に元気な私が

逃げてしまうので、実際には殴れないのですが

「オレの言う事がすぐ聞けないのか」と言うこと

なのです。

・私は以前看護婦をしてました。夜中に救急車

や、彼女の夫が運転する車で受診に訪れる女性を

多く見ました。明らかに夫の暴力によるものだと
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わかるような打撲や骨折や挫傷でしたが、女性は

何も話さず自動車にぶつかったとか転んだとか

弱々しく言うだけ。男性は必ず女性の側から離れ

ません。ずっと付き添いレントゲン写真をとるた

め車椅子に乗せようとすると、必ず男性が「私が

します」と言って、私達ナースと女性が二人きり

にならないようにしていました。

男性も女性も高学歴、知的職業人であると見

受けられる人達が多かったです。そして中には2

度以上、同様の受診がある場合も多いでした。ナ

ースとしては何も聞きだせず話しかける事も出来

なかったですが、入院をすすめても余程の事でな

い限り連れて帰られます。入院した場合も男性は

付ききりです。でも私も帰り際に「この程度で良

かったですね。もしもうちょっと違っていれば大

事になったかも知れなかったわね。2～ 3日 はな

るべく何もしないで静かにさせて上げてね。打っ

た所は 2～ 3日 後が痛みもひどくなるから」と

いったものですが、男性の医者からは「余分な事

は言わない方がいい、男は良くわかってるんだ」

と注意される場合もありました。くり返し同じ事

が行われて止めることはできないといわれていま

す。

カルテにだって夫の暴力なんて一言も書けま

せん。本人の言ったままを書くだけですし女性も

何一つ文句も恨みも言わずおとなしく連れられて

帰宅されるのですから、とってもやるせないもど

かしさがありました。

今までにも顔やからだを殴られたり髪を切ら

れたり、または行動を束縛されたり監視されてい

る女性をみて来ました。

これらの女性に共通している点が 1、 2あ りま

した。それは恋愛期間中に優しい言葉をかけら

れ、それを簡単に信じている (と 他人には思え

る)、 これで私も幸せになれると思っている (特

に離婚や別居などを経験している人の場合)。

・ルンルン気分で本当に幸せそうに嬉しそうに話

してくれる内容は、他人の私にはとうていそうと

は思えないので、考え直すようすすめても聞き入

れないで同居や結婚に入る。 1～ 2ケ月もすると

顔や体にアザを作つたり骨折したり、打撲や腰痛

で動けない程になってもすぐ、よりを戻し同居を

続けてくり返し同じ目に合う。

それでも交通事故だとか自転車でころんだと

か言い繕って絶対に真実を話さない。相手の男性

が職を転々としていたり、自営の準備をしている

とか言つている場合は更にこの暴力に加えて、金

銭面のことや行動監視 (女性の勤め先に電話した

り知人友人に電話して来たり)な どがあります。

こんな女性を見ていると「もう勝手にして」と思

います。

・ある女性は暴力から逃げるため子ども二人を連

れて知人を頼って夫から離れました。そして名前

を変えて (職場の中だけに通用する仮の氏名)勤

め出し、ほとばりのさめた1～ 2年後に他人を介

して夫と離婚話をまとめて三度とくり返さない女

性もいました。この女性をみて女性がしっかりし

た考えをもち、どう生きるかを決めた場合は夫や

男性の暴力のくり返しからは逃れる事が出来ると

感動しました。

・女性が自分の幸せな生き方というものを男性の

力によってもたらされるものと実に依存的に考え

ている女性は、夢見る乙女的で恋愛や結婚もこの

夢見る乙女的に相手のみせかけの優しさや格好よ

さにひかれてしまうようです。

現実は実にさまざまな問題を、何かとクリア

しながら、それでもまだまだいろんな事が起きる

ものだと言う事を一瞬忘れてしまって、安易に同

居や結婚に入つてしまって言葉や金銭や身体的暴

力をくり返 し受けなが ら平気を装って しまいま

す。

・暴力は必ずその時一回だけではありません。必

ずくり返します。癖になるものなのです。女性は

しっかりこれをふまえて、すぐ逃げて欲しいと思

います。

・夫を殺した奈良の女性に大変同情的な意見が多

いようですが殺人など大罪を犯す前に、とにかく

何もかも捨てて逃げ出して欲しかったと思いま

す。暴力を受けたからと殺人するというのは絶対

に罪です。もっと自分をしっかりみつめて自分を
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大切にしてほしかったです。

*夫は子供時代から封建的な田舎で、男性優位の

姿を見て育ったため、若い頃 妻は夫に従い夫を

目上の人として接していれば文句を言いませんで

した。そうでない場合、手こそ上げませんがよく

怒鳴つて私を叱りました。普段は優しく思いや り

のある人なのに、虫の居所が悪い時は些細な事で

も怒鳴るように文句を言います。

怒鳴 られた り威圧された りしているうちに、

私は夫に逆らう事や、反対意見を言う事や夫が嫌

うであろうと思われる言動は出来なくなってしま

いました。

言葉の暴力、精神的暴力は夫が無意識のうち

に行われています。これは単に夫のわがままかと

思つていましたが、そうではなく昔から普通の家

庭で行われていた育児や教育の中にジェンダー意

識があつたからだと、最近やつと分かりました

DVについての学習をするまでは、夫が私の言

う事を無視したり、誰からの電話かと聞いたり、

私が仕事をすることに反対しておきながら、食べ

させてやっているといわんばかりの態度をとるこ

とが暴力だとは思つても見ませんでした。

今でこそ 「家事、子育てをしっか りやつてく

れたお蔭で、家の事を心配することなく仕事に精

を出す ことができた」と感謝してくれています

が、これは自分の親も亡くなり安心して頼れるの

は妻だけと思うようになったことや、定年前、先

輩たちから「年老いたら奥さんを大事にしろよ」

「奥さんがいてこその第二の人生だよ」などと聞

かされ、音のように威張っていては具合が悪いと

悟つたのだと思います。

今は昔のように夫の機嫌を伺うこともなくな

り、また夫自身、健康のことを考えてきつく怒る

こともずいぶん減りましたが、長い間の習性でい

まだにとても気を遣う存在であることには変わり

ありません。

*学生時代の友人が夫から暴力を受けていたよう

でした。彼女とたまにする電話でそのことを聞い

た時はとてもショックでした。

学生時代におつき合いを始めてゴールインし

た彼ですから、内容はとてもひどいものでした。

日常の何でもないことに腹を立て、彼女を激しく

せめ、手で殴つたり押したりしていたようです。

体に傷を受けながらも子供 (一人)のために我慢

していたようです。子供が小学校を卒業した時か

ら別居し、成人した時に離婚しました。

彼の暴力については彼の身内も知つてお り、

彼が悪いと認めていましたが直らなかつたようで

す。彼の性格についてはよく知 りませんが、いい

お家の坊ちやま育ちで、わがまま、自分の思うよ

うにならないと爆発するような感じがします。

*夫は無口でしやべるのが苦手なので返事をしな

いことが多い。本人はあえて相手を傷つけようと

して無視しているわけではないが、無視された私

はやはり傷つく。そのことを何度も言つてみたが

あまり改善されないので諦めている。

おそ らく自分が無視されたら腹を立てると思

うが、自分が返事をしないことで相手を傷つけて

いることに思いが至らないのだと思う (あ えてし

ているわけではないので)。 でもやはり無視する

ことは相手を傷つけるのだということに気づいて

もらいたいと思う。

*友人などから夫の暴力の例を聞くことがありま

す。その一つを挙げますと友人の友人である妻は

呉服の仕事でかなり手広く意欲的に働いている一

方、夫の事業は思うに任せず帰宅も妻より早いこ

とがしばしばある。それが度重なり夫の妻に対す

る不満または羨望などのために妻を殴るように

なつた。頭など殴られて怪我もした。

そんなことを友人に訴えたので「別れたら ?」

と言うと「でもあの人、好きなんだもの」という

返事が戻つてきたそうである。友人はあきれてそ

の話を私にした。

私は今年、女性史研究会でDVについて学んだ

ので多少知ったかぶりをして 「サイクルがあるの

よ。きっと優しくベタベタする時期 (ハ ネムーン
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期)も あるのでは」と言 うとその通 りらしい。

「奈良にはまだ民間のシェルターはないけれど婦

人相談所に、一時的に逃れることは出来るよ」な

どの話をした。

数 日後、友人は 町Vで夫の暴力のことをやっ

ていた。あなたの言っていたシェルターと言う言

葉も開いた」と言った。

今年学んできたことが少 しは友人の啓蒙に役

立ったかなと思った。

*私にとってDVは無縁だと思っていました。し

かし学習していくうちにDVは肉体的暴力だけで

ないことを知 り経済的、精神的暴力も含まれるな

らば、女性の多 くは経験 しているのではないで

しょうか。というのもジェンダーの問題そのもの

が差別という精神的暴力を含んでいると思われる

からです。

男性は女性を見下していたい、思い通 りに動

かしたい、支配したい、少なくとも女に負けたく

ない、男のコケンにかかわるなど男性に埋め込ま

れたジェンダー意識が女性の人権を踏みつぶして

しまう。DVをなくすにはジェンダー意識をなく

して、お互いの人権を尊重しあうよりほかにない

のでは ?

*夫から言葉の暴力は時々あります。例えば「あ

ほんだら」と言われることがあります。反論しな

いで聞き流しています。言っている側は相手が傷

ついていると気づいていないようです。男尊女卑

が今でも顔をちらつかせるようです。

えらそうなことを言って優越感にひたってい

るようなところがあるのでは…・

*若い時は暴力をふるわれた。私たち夫婦は、第

二次世界大戦を体験した戦中派の人間である。だ

から夫は出征して満州で終戦を迎え、そしてシベ

リヤに送られ、幸い抑留生活で労働に従事してき

た生き残りの、一人の若者であった。

復員してから結婚し、現在まで健在に暮らして

いるがその時代は男尊女卑、男女共同参画型には

程遠く、男性上位を良しとし育てられたものであ

る。だからこの度のA～Qの設間にたいしては、

結婚難の時でもありそれ程悲しいものと受け取っ

てはいなかった

私の時代は男は外、女は家庭を守るという風習

があつた為か、男性は妻を養っていくという思い

が強く、昔は気にいらないと「食わしてやってい

る」という言葉が出た。また気が短い方で、私に

手をかけた時もあった。

でも今は負けてばかりはいられないと、毅然た

る態度に出るようになってからは、手を出さなく

なった。でも暮らし向きに対しては、収入のない

私を食わしてやっていると思つている風がないで

もない。

*1.自 分の体験

石橋を叩いて結婚したためだろうか、幸い該当

事項なし。 (ヒ ラヒラと結婚する年頃でもなかつ

たこともあり、相手に細かな事項を確認してから

パー トナーになったのかもしれない。)その中で

考えたのが以下のふたつ。

(注)文中のDやEは 24ページ問4の設間をさし

ます

①お互いに「ムッと」感じること一―類似としては

D;片方にとっては “保管すべきもの"と感じ

ているのに、 もう一方が捨てて しまった

り…・。「わざと捨てる」ほど、根性悪くない

ので、これは `デ リカシーのズレ'で ござり

ましょう。ともあれ、相手および相手の価値

意識を尊重することを怠ってはいけませんね

え !

②経済力を感じるとき――類似としては E;お互い

の公の仕事がせっぱ詰まって忙しい時と、生

活上の用事が重なったとき。日頃、夫は、私

の仕事にも協力的でいてくれるが、仕事が重

なると私の方が譲歩している。夫に協力しよ

う !と いう気持ちもあるが、われながら経済

力の支配に組み込まれていることよなあ…・と

は思う。ついでに「世の中、資本主義だし、

こういうこっちゃワイ」と思つているわたし
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であった。ちなみに、夫は、Eのような台詞は

申しませんのでご休心ください。

2.自 分以外のこと (すでに、文献等によって指摘

されていることと重複するか もしれ ません

が、今思いつくことを…。
)

。世の中では、DVを DVと気付いていない人が

多いにちがいない。

。現代に至るまでに、DVを 「当然」として受け

入れてきた人々のことを思うと言葉もない

。児童虐待と同様に、人間は (心が)閉塞された

状態におかれると、自分よりもより弱い者を

虐待してしまうのだと思 う。暴力をふるう男

性は、彼の成育暦、生来の性質のみな らず、

現在彼がおかれている社会的状況を反映して

いるのであろう。彼 らは 「男は一家を背負っ

て働いて当然」という呪縛か ら自らを解き放

たねばなるまい。そのためには、幼少時か ら

の男子教育 (「 男だか ら泣くな」 「男だか ら

しっか りしろ」など)を見直す こと、競争社

会を見直すことなど…・。

。「音のDV」 よりも「今時のDV」 の方が 「ひ

どい」などとは言えないと思う。ただ 「音」

は、 「仲人さん」や 「大家さん」や近所の住

民など、身近に仲裁に入つてくれる者が存在

したのではないだろうか。 ところが、現代

は、都市化、プライバシー偏重による近所と

も没交渉 (組織の都合で、転勤や引っ越しが

多く、地域との信頼関係を結べない人も増加

しているだろう)で、いつまで待っても「仲

裁者」が現れない。 (当 人は、仲裁者のこと

など思いもしないかもしれないが)時代が変

化したのであるから、警察の介入も必要であ

ると思う。

PoS.

(E)の発言が出る背景として、給与形態の問題

があると思う。問題の根源は「家事」がシャドウ

ワークとして認識されてしまうことと同じなのだ

ろう。

一人の男性が独 り暮 らしで (それな りに家事

をしつつ)、 仕事をしていたとする。やがて、結

婚した場合、給料が倍増すれば、それなりに自覚

はできるだろう。

しかし、現状として、扶養手当てや税金の加

減で多少は所得が増加したとしても、食費や光熱

費は増加し、かえつて経済的に苦しくなる可能性

が高い。彼にとって、一人の頃より家の中が楽し

く便利になったとしても、経済上の逼迫感により

生活の楽しさや豊かさを感じる心のゆとりも失う

にちがいない。また、経済上の不満が、 「給料は

妻と自分との暮 らしにたいして支給されているJ

という理論も見えなくさせてしまっているような

気がする。

上記に、 「結婚後給料が倍増すれば」と書い

た。もしそれが実行されれば、たしかに (E)の発

言は出にくくなるかもしれない。ただし、このよ

うな給料の支給法は、人々に「結婚すること」を

暗 に強要 し (結 婚 しなければ、給料が増えな

い)、 生き方の自由な選択を阻む危険性をはらん

でいる。

長期的には、捉え直した 「家事」の価値を教

育していくことで、不満の根源に迫るべきなので

あろう。しかし、 「短期的に、よりわかりやすい

か た ち 」 を考 え る と、 や っ ぱ り経 済 面 か

も…・!?

*1999年 12月 10日 、五條市で、パー トナーの暴力

に悩んでいた35歳 の女性が、パー トナーを刺傷

してしまうという事件が起きました。

奈良県では、1998年 12月 7日 にも、大和高田

市で妻が夫を殺害する事件 (懲役 6年で服役中)

が起 こり、当初は「夫婦喧嘩で、酒乱の夫を殺

害…・」と報道されていましたが、裁判をするな

かで 「ドメスティック・バイオレンス (以 下D
V)が原因である」という、一定の共通認識が持

たれるようになり、「A子さんを支えたい人この

指とまれ」という支援の会も結成されました。

そのちょうど 1年後に、同じDVが原因の痛ま

しい事件が起きてしまったのです。夫が酒乱で

あったこと、二人の女性とも30代 であることな

ど、状況にもいくつかの共通点があります。
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これらの事件をとおして私は二つのことを思っ

ています。まず一つ目は、DVが単なる「夫婦喧

嘩」ではないということが、ようやく社会的に認

知されるようになってきたということです。それ

は、それぞれの事件の報道の第一報を比べてみる

と明らかです。大和高田の事件の折 りは、担当の

弁護士さんでさえも、「最初はDVなんて意識は

全然無かった」とおっしゃっていたほどです。今

回の事件の場合は、最初から「夫の暴力」という

報道がされ、わずか 1年のあいだですが、DVに
関する全国的、世界的な取り組みがおこなわれ、

DVへの関心が高まった成果だと言えると思いま

す。

二つ日は、この狭い奈良でさえ、大きな事件が

2件も明らかになったのですから、DVに苦しむ

女性、追いつめられて、出口を見いだせず、被害

者から加害者へと変貌してしまうおそれのある女

性は、ほかにもたくさんいるに違いないというこ

とです。被害を受けている女性たちを救うための

方策が急がれると思います。

1999年 12月 16日 、警察庁は「女性、子どもを

守る対策実施要網」を策定し、DV、 ス トーカ

ー、児童虐待など、かつては「民事不介入」とし

ていた事件について、「未然防止へ積極介入」と

の姿勢を示しました。アメリカでは、25年前か

ら、DVや児童虐待に気づいた近隣住人や、医師

に対して、警察への「通報義務」があるというこ

とです。周囲で起きている暴力に対して、関心を

持ち、犯罪だと認識するようなしくみが、市民の

中に作り上げられてきました。

日本は遅すぎる…。という気がしますが、DV
に関する世論を高め、学習をさらに深めて、被害

者の救済はもちろんのこと、暴力をやめられない

加害者 (多 くは男性)の心をいやせるような、

いっそうの取り組みが必要だと思います。

*女性史の例会には欠席ばかりでDVをなぜ取り

上げるのかと思い、DVの ことを知るために、

「女を殴る男」というDVを扱つた本を読みまし

た。読み進むにつれ、ある友人のことが思い出さ

れました。

90年 頃のことだったでしょうか。彼女の勤め

が夏休みに入ると、いつものように「会いたい」

という電話がありました。久 し振りに会った彼女

は,頬骨が目立ち幾分やせたようにもみえまし

た。

体中から汗が吹き出しそうな夏の昼下がり,自
い長袖のプラウスに大きな柄の青いスカー トは、

疲れを感 じさせるような彼女の表情とはとても不

釣合いに見えました。

「こんな暑い日に、なにもすき好んで長袖のプ

ラウスなんか着たくないのだけれど、あちこちあ

ざだらけで,腕なんて出せないのよ」。

冷房のよく効いた喫茶店で口を開いた彼女は言

葉を続けました。

「子供のしつけが悪いと言ってはなぐる。酔っ

て遅く帰って来て,食事の用意が悪いと言っては

なぐる。タクシーで帰って来て 1万数千円の料金

を払えと言う。払わなければ暴れる。そんなこと

の繰 り返し」。

その 2年くらい前,「俺を男にしてくれ。一戸

建ての家が欲しい」と夫にせがまれた彼女は、そ

れまで住んでいた勤め先近くのマンションから、

通勤に 1時間以上もかかる郊外の新興住宅地に転

居していました。広い新しい家でのびやかに楽し

く生活していると思っていた私は驚くばかりでし

た。

「家のローンのお金も生活費も全く入れないし、

浮気もしているみたい」。いつも「私が彼を養っ

ているのよ。彼の給料は全部小遣いよ。彼が酔う

と決まってお前のお陰や、俺が部下にええかっこ

できるのは。お前あっての俺やって言うのよ」と

強気で話していた彼女の言葉とは思えませんでし

た。

「あなたに経済力があるのだから、暴力を振る

うような人とは,思い切って別れたら。まだこれ

から平均寿命まで30～40年も生きるのだったら、

その方が良いのとちがう? どんな素晴らしい人

と出会えるかもしれないし、お互い違う人とだっ

たらうまくいくかもしれないし、一度考えてみた
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ら・…」という私に、彼女は、 「彼、この前、私  夫が全く出廷しないので調停を取り下げました。

が好きそうだからと言って油絵買つて来てくれた  二人の子どもは、成長に伴つて母親の強い味方に

の。今度二人で旅行するの」と答えました。     なり、夫の親や兄と相談、やつとのことで別居、

暴力を振るう夫と一緒に旅行するという彼女の  自宅の玄関の鍵も付け替えましたが、阪神大震災

気持ちは、その時の私には不可解なものでしかあ  で住む所を失つた夫は、理由をつけて舞い戻つて

りませんでした。                 来ました。

それから後、彼女は離婚の調停をしましたが、

DVに関する相談機関リスト

名称            電話番号   時間

性暴力を許さない女の会   06-6322-2313 19～21時 (火 )

生野学園          06-6731-4020 10～ 18時 (平日)

スベース・えんじよ     0726-36-0030 随時

ウイメンズネツト・こうべ   078-360… 6202 10～16時 (金 )

日本D∨防止・情報センター  078-822-0284 10～ 14時 (月・水・金)

女性への暴カホツトライン  092-725… 7497 19～21時 (水 )

奈良県女性センター     0742-27-2300 9時 30分～18時 (火～土)

9時30分～12時 (日 ・祝)月休み

奈良県婦人相談所      0742-22-4083 9～ 16時30分 (月 ～金)

「女性への暴力」ホツトライン奈良

0745-75-3888 10～ 16時 (第4月曜)

加害者の暴力克服 についての情報を得 られる機関

日本D∨防止・情報センター  078-822-0284 10～ 14時 (月 ・水・金)

「男」悩みのホツトライン   06-6945-0252 19～ 21時 (第 1、 3月曜)

奈良県精神保健福祉センター  07444-3-3131
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性
が
、
自
分
の
お
か
れ
た
状

況
に
名
前
が
付
け
ら
れ
て
初
め

て
、
自
暴
自
棄
に
な
ら
ず
に
自

身
が
犯
し
た
罪
を
受
け
止
め
る

‥‥
・

‥‥
‥‥
‥‥
‥．
●
‥‥

■
・・

■̈
■
¨，
■

１

Ｉ̈
・‥‥
‥卜
■
〓
一■
■
ユ
■
∵
＝
∴
‥‥‥

■̈
■
■
■
■
●
●
‥‥‥
‥‥‥

“̈
●
■
■

¨
■
‥‥‥

〓̈
■

‥‥‥
∴
■

‥‥‥

‥‥‥
ャ

‥‥‥
■
■

‥‥―

７

ｒ 平成12年 (2000)2月 15日  火曜日

ｍ
訓
疑
わ
摯
銘
咄
観
隷
離
如
い
虹
融
難
銃
妨
弊
語
銭

（奈
良
市
東
向
南
町
の
県
女
性
セ
ン
タ
ー
で
）

習
会
ハ
こ
の
ほ
ど
、
奈
良
市
東

向
南
町
の
県
女
性
セ
ン
タ
ー
で

行
わ
れ
た
”
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し
て
し
ま
▼フ
来
事
つ
多
か
っ
た

を
自
党
し
て
確
立
し
て
い
く
こ

透
し
、
日
本
で
も
警
察
の
介
入
が
始
ま

っ
た
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク

・
バ
　
　
が
ヽ
社
会
の
認
識
が
高
ま
リ
サ

と
が

一
番
。
た
く
さ
ん
の
人
に

一
ま
で
大
蝿
げ
ん
か
、
痴
話
げ
ん
か
と
し
て
表
面
に
出
て
く
る
こ
と
　
　
ポ
‐
ト
シ
ス
テ
ム
が
肇
ス
は
、　
勉
強
会
に
参
加
し
て
も
ら

っ

雹
受
け
る
暴
力
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
問
題
を
自
分
た
ち
一の
問
題
と
し
　
　
女
性
も
強
く
な
れ
る
Ｌ
島
墾
百
。
て
、　
一
緒
に
意
識
を
向
上
さ
せ

が
県
内
に
も
登
場
。
六
十
１
七
十
代
の
会
員
た
ち
も
、
自
分
た
ち
が
　
　
　
「暴
力
を
ふ
る
う
男
性
も
、
暴
　
　

・・・・・・・・・・…
…
●
・・・・・・・・・，・‥

つ
い
て
、
そ
の
問
題
点
を
探
り
始
め
て
い
る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力
を
ふ
る
わ
ず
に
表
現
し
て
い

礎
鰤議

魏
鵜

が
、
法
律
で
義
務
ブ
け
ら
れ
る
　
．
　

　

女
性
蘭
薔
協
議
会

〕ゝ

丼
笑
切
だ
」
と
訴
え
た
。
　

　

　

　

東
京
都
に
提
普

▼
い
ざ
と
い
う
時
に
芯
の
強

　

「
夫
か
ら
奏
へ
の
畢
″
寧
八

一
塁
級
量
理
誉
つ
　
　
　
　
　
　
一彊
璧
琶
で
あ
り
、
行
っ
て
は
な

惟
利
確
立
」
め
ざ
す

」
蒙
監
羅
妻
諄
露

を
超
え
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
象
庭

平
等
曇
画
基
禾
条
例

（仮
称
）

の
鑑

　

▼
県
婦
人
相
談
所
の
現
状
な

相
談
所
の
婦
人
相
談
員
、
富
代

を
振
り
返
り
な
が
ら
意
見
を
交

に
、
夫
や
恋
人
か
曇
空
茎
膳
」

け
て

ど
学
習
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
シ
子
さ
ん
を
講
師
に
招
い
　
換

＾
。
女
性
は
こ
う
あ
る
べ
き
と
対
す
る
暴
盈
琴
纏
隈
肩
澳
む

七
月
の
例
会
で
は
、
県
婦
人
　
て
、
同
相
談
所
の
現
状
と
Ｄ
Ｖ
　
す
り
こ
ま
れ
て
い
る
ジ
ェ
ン
ダ

よ
う
求
め
る
報
告
書
を
、
都
の

郷
春
　
―

（社
会
的
な
性
差
）
の
問
題

女
性
問
題
協
議
会

（会
長
・
穂

〈相
　
点
や
、
経
済
力
の
な
さ
が
女
性

口
息
子
東
京
塞
啄
益
墾
８

が

羅

解

理

霜

暑

宴

長

こ
８

ど
、
自

癸

獣

知

響
ヽ
状
、
一π
嵩
∵
精
捜
困
羞
調

事
瞥
露
し
た
。

ら

　
な
暴
力
に
立
ち
向
か
う
た
５
に
　
都
に
よ
る
と
、
罰
則
規
定
は

けま
　
は
女
性
も
い
ぎ
と
い
う
時
に
芯

設
け
な
い
が
、
条
例
で
女
性
ヘ

不
つ
　

（し
ん
）
の
強
さ
を
見
せ
る
必

の
セ
ク

ハ
ラ
や
暴
力
禁
止
を

要
が
あ
る
こ
レ
午
鼻
争
亀
紙
踊
師

「
宣
言
」
す
る
こ
と
で
広
く
意

頚
り
　
し
ぁ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
織
改
菫
力
捩
Чえ
た
い
と
し
て
お

邑

　
　
谷
中
代
表
は

「
男
性
の
暴
力

り
、
禁
正
覇
驚
程
盛
り
込
ん
だ

妊
　
を
そ
の
ま
ま
に
し
な
い
た
め
に

法
律
や
条
例
は
例
が
な
い
と
い

印

は
、
席

ぷ

皇

死

ゑ

嶺

利

う
。

」＃

　

‥―
―
―
―
　

　

１
１
１
１
１

国
のだ翌

口
と
し
て
Ｄ
Ｖ
を
学
習
す
る
「
奈
良
女

　

一

Ｔ東
向
南
町
の
県
女
性
セ
ン
タ
ー
で
）
　

一

て
い
き
た
い
Ｌ
菟
酪
し
て
い
る
´

同
会
の
問
い
合
わ
せ
は
谷
巾
，

さ
ん
方

（電
０
７
４
２
１
３
３

１
９
８
１
０
）

へ
。

表
面
化
し
に
く
く
社
会
問
題

と
な

っ
て
い
る
Ｄ
Ｖ
に
つ
い

て
、
一報
告
書
は

ヨ
Ｘ
性
の
活
動

を
墓
彊
し
、
自
信
を
失
わ
せ
、

男
女
平
等
参
画
を
阻
書
す
る
」

と
位
置
付
け
て
い
る
。

そ
の
上
で

コ
翌
表
に
は
家
庭

の
中
で
起
き
た
事
柄
に
警
察
が

介
入
す
る
に
も
制
約
が
あ
り
、

実
際
に
起
き
て
い
る
暴
力
の
実

態
に
十
分
に
対
処
で
き
て
い
な

い
」
”
境

遼

黛

各

ｒ

斎

響

禁
止
を
明
記
す
る
こ
と
で

「人

権
侵
薔
で
あ
る
と
の
認
識
を
高

め
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ

る
」
と
し
て
い
る
。

今
箕

月
、
男
英

星

画

社
会
基
本
法
が
制
定
さ
れ
た

が
、
具
体
策
は
各
自
治
体
の
取

り
組
み
に
任
さ
れ
て
お
り
、
報

告
書
は
条
例
制
定
に
つ
い
て

嚢

観

ぞ

ワ

懇

こ

と
で
他
の
道
府
県
や
区
市
町
村

に
大
き
な
波
及
効
果
が
あ
る
」

と
期
待
し
て
い
る
。
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ヽ
親
密
な
関
係
に
あ
る
男
性
か

ら
女
性
が
暴
力
被
害
を
受
け
る

「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク

・
パ
イ
オ

レ
ン
ス
」

（
Ｄ
Ｖ
）
の
被
害
者

を
救
済
し
よ
う
と
、
市
民
団
体

「
『
女
性

へ
の
暴
力
』
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
奈
良
」
が
十

一
日
、
発

足
し
た
。
四
月
以
降
、
月

一
回

の
ペ
ー
ス
で
Ｄ
Ｖ
被
害
者
の
た

め
の
電
話
相
談
を
行
う
。
人
権

侵
害
と
い
う
認
識
が
よ
う
や
く

広
ま
り
つ
つ
あ
る
な
か
、
会
員

ら
は

「
被
害
者
を
守
る
大
き
な

う
ね
り
を
奈
良
か
ら
起
こ
し
た

い
」
と
張
り
切

っ
て
い
る
。

奈
良
市
東
向
南
町
の
県
女
性

セ
ン
タ
ー
で
あ

っ
た
設
立
総
会

に
は
、
約
七
十
人
が
出
席
。
代

表
に
就
任
し
た
奈
良
弁
護
士
会

の
川
村
容
子
弁
護
士
が
「
行
政
、

警
察
を
巻
き
込
む
運
動
を
展
開

し
、
将
来
的
に
は
被
害
を
受
け

た
女
性
が
駆
け
込
む
シ

ェ
ル
タ

ー
を
つ
く
り
た
い
」
と
あ
い
さ

つ
し
た
。

そ
の
後
、
京
都
市
で
Ｄ
Ｖ
救

済
活
動
に
取
り
組
む

「
ウ
ィ
メ

ン
ズ
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
京
都
」

の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
小
松
明
子

さ
ん
が

「
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク

・

バ
イ
オ
レ
ン
ス
は
な
ぜ
起
こ
る

の
か
」
と
の
テ
ー
マ
で
講
演
。

参
加
者
ら
は
熱
心
に
メ
モ
を
取

り
な
が
ら
聞
い
て
い
た
。

一
九
九
八
年
十
二
月
、
大
和

高
田
市
で
Ｄ
Ｖ
被
害
を
受
け
て

い
た
妻
が
夫
を
刺
殺
す
る
事
件

が
発
生
。
こ
の
裁
判
を
傍
聴
し

て
い
た
女
性
ら
が

「
決
し
て
他

人
事
で
は
な
い
」
と
感
じ
、
設

立
を
計
画
。
九
九
年
八
月
か
ら

約
十
人
が
専
門
家
に
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
法
を
学
ぶ
な
ど
し
て
準

備
を
進
め
て
い
た
。

電
話
相
談

（０
７
４
５

ｏ
７５

・
３
８
８
８
）
は
、
四
月
二
十

四
日
か
ら
開
始
。
そ
の
後
は
毎

月
第
四
月
曜
日
午
前
十
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で
相
談
を
受
け
付

け
る
。
問
い
合
わ
せ
は
山
本
直

子
事
務
局
長

（
０
９
０

●
３
２

８

・
４
３
５
７
６
）
へ
。

「行政ヽ警察を巻き込

む大きな うね りを奈良

か ら」 と話す川村代表

来月から

電話相談
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一
か
っ
と
な
り
、
つ
い
暴
力
を
振
る
っ
て
し
ま
う
自
分
を
抑
え
ら
れ
な
い
」
。
夫
婦
間
な
ど
の

家
庭
内
暴
力
の
加
害
者
と
し
て
悩
む
男
性
は
少
な
く
な
い
「
そ
の
対
応
策
と
し
て
、
暴
力
を
感
情

表
現
の
手
段
と
せ
ず
、
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
館
力
を
養
う
心
理
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
注

目
さ
れ
て
い
る
。こ
の
ほ
ど
大
阪
で
六
遺
間
に
わ
た
る
「男
の
た
め
の
非
墓
カ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

を
開
い
た
立
命
館
天
革
助
散
侵
の
中
村
正
氏
に
、
そ
の
実
践
を
報
告
し
て
も
ら
っ
た
。

輔    ]][i

６
遍
面
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

家
庭
内
は
曇
力
の
巣
窟

（そ

う
く
つ
）
で
あ
る
。
思
春
期

・

青
春
期
曇
力
、・子
ど
も
虐
待
、

高
齢
者
慮
待
、
き
ょ
う
だ
い
間

お
九
、
そ
し
て
夫
婦
間
暴
力
で

策
が
必
要
で
あ
る
。

私
が
世
話
人
を
す
る

「男
の

た
め
の
非
肇
力
研
究
会
」

（大

阪
市
）
で
は
、
米
国
に
お
け
る

パ
タ
ラ
ー
ズ

ｏ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

も
と
に
し
て
、
今
後
の
加
害
者

対
策
の
軸
を
な
す
心
理
教
育
プ

東
京
で

一
日
ヮ
ー‐
ク
シ
ョ
ッ
プ

を
開
催
し
て
き
た
。
そ
し
て
今

年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
は

六
週
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
大
阪

市
に
お
い
て
実
施
し
た
。

そ
の
内
容
は
次
の
通
り
。
第

方
法
へ
」
、
第
六
回

「新
し
い

自
分
へ
―
―
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
瀬
ン
能
力
を
養
う
」
。

ス
キ
ル
学
び
籠
り
合
う

二
十
六
人
の
参
加
者
は
、
家

庭
内
轟
力
の
加
書
の
現
実
と
向

き
合
う
。
自
分
の
怒
り
の
パ
タ

ー
ン
を
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
で
チ
ェ

ッ
タ
す
る
。
ェ
ゴ
グ
ラ
ム

（人

間
の
自
我
状
態
を
調
べ
る
た
め

の
グ
ラ
フ
）
を
用
い
て
そ
れ
を

色
と
絵
で
表
現
し
て
自
己
洞
察

曇
力
克
服
の
た
め
に
米
国
で

実
餞
さ
れ
て
い
る
心
理
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ポ
ス
タ
ー

あ
る
。

米
国
で
は
、
こ
の
夫
好
間
曇

力
の
加
害
者
に
対
し
て
刑
事
処

分
の
シ
ス
テ
ム
が
出
来
上
が
っ

て
い
る
。
裁
判
の
結
果
、
暴
力

を
克
服
す
る
心
理
教
育
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
通
う
こ
と
を
命
じ
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
。

一
般
に
パ
タ

ラ
ー
ズ

・
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
呼
ば

鮮

』
一
堅

襲

群

つ

　

一

て
も
本
格
的
な
家
庭
内
暴
力
対

　
Ｆ
Ｅ
‐
”

グ
ル
ー
プ
学
習
で
効
果

ロ
グ
ラ
ム
を

「男
の
た
め
の
非

暴
カ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
し
て
研

究
、
囲
発
、
一番
甲
）
て
き
た
。

加
害
者
と
し
て
悩
む
男
性
に

呼
び
か
け
て
自
発
的
参
加
者
を

募
り
、こ
れ
ま
で
京
都
、大
阪
、

一
回

「
出
会
い
の
ワ
ー
ク
シ
ョ

ッ
プ
ー
ー
互
い
を
知
る

‐、
自
分

を
知
る
」
、
第
二
回

「見
方
を

変
え
る
―
―
暴
力

へ
の
気
づ

き
」
、
第
二
回

「感
情
を
伝
え

る

（そ
の

一
）
―
―
自
分
の
感

情
パ
タ
ー
ン
を
知
る
」
、
第
四

回
「感
情
を
伝
え
る
（そ
の
二
）

―
―
も
う

一
つ
の
感
情
表
現
を

学
ぶ
｝
、
第
五
回

「行
動
を
変

え
る
―
―
暴
力
な
し
で
暮
ら
す

を
進
め
る
。
気
持
ち
を
表
す
言

葉
を
豊
か
に
す
る
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
も
毎
回
す
る
。
健
康
的
な
怒

り
の
感
情
表
出
の
仕
方
を
学

び
、
暴
力
を
止
め
る

「タ
イ
ム

ア
ウ
ト
法
」
な
ど
の
ス
キ
ル
を

学
ん
だ
。
殴
り
た
く
な
る
そ
の

瞬
間
に
息
を
止
め
、
手
を
見
つ

め
、
相
手
か
ら
逮
ざ
か
る
時
間

凍
結
の
線
習
だ
。

待
ち
合
わ
せ
場
所
に
運
れ
て

き
た
相
手
を
責
め
、
関
係
が
こ

じ
れ
て
い
き
、

曇
力
に
い
た
る

よ
う
な
状
況
を

想
定
し
、
葛
藤

（
か

っ
と
う
）

が
増
幅
し
て
い
く
会
話
と
、
そ

れ
を
回
避
す
る
会
話
に
つ
い
て

の
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
ン
グ
も
行
っ

た
。
互
い
に
ほ
め
合
い
、
感
謝

の
気
持
ち
を
表
現
す
る

「協
調

的
行
動
」
、
い
す
の
上
か
ら
相

手
を
見
下
ろ
す
「敵
対
的
行
動
」

な
ど
の
ポ
デ
ィ
ー
ヮ
ー
ク
も
取

り
入
れ
た
。

そ
し
て
最
後
は
語
り
合
い
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
他
人
の
前
で

は
じ
め
て
語
る
暴
力
の
現
実

だ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
の
背
景

に
あ
る
夫
婦
間
、
家
族
間
の
葛

醸雲
『
耀
離
脚
』

分
の
姿
に
重
ね
な
が
ら
二
度
と

暴
力
を
振
る
わ
な
い
こ
と
を
誓

い
合
う
。
今
ま
で
と
は
異
な
る

時
間
が
流
れ
、
暴
力
を
上
め
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
男
性
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。

「自
力
で
は
…
」
も
更
生

「暴
力
を
で
き
れ
ば
な
く
し

た
い
と
思
う
が
自
力
で
は
無
理

な
の
で
、
こ
う
し
た
取
り
組
み

が
必
要
」

「
同
じ
問
題
を
抱
え

る
者
同
士
な
の
で
気
分
的
に
集

ま
り
や
す
い
」

「安
心
し
て
自

分
の
抱
え
る
問
題
の
話
が
で
き

る
よ
う
な
感
情
の
変
化
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
た
」
な
ど
、
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
の
効
果
に
関
す

る
感
想
が
多
か

っ
た
。

さ
ら
に
、
　
ヨ
電
刀
を
克
服
し

て
き
た
男
性
た
ち
の
体
験
を
開

き
た
い
」

「夫
婦
間
曇
力
が
子

ど
も
に
与
え
る
影
響
な
ど
を
知

り
た
い
」
と
い

っ
た
声
は
、
次

の
行
動

へ
の
カ
ギ
と
な
る
も
の

だ
。

「殴
る
自
分
も
ひ
ど
く
惨
め

に
な
る
け
れ
ど
、
ど
う
す
れ
ば

国

□

い
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
」

「殴
っ
た
り
暴
書
を
吐
い
た
り

し
た
後
は
自
分
も
心
が
落
ち
着

か
ず
、
む
し
ゃ
く
し
ゃ
し
た
生

活
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
な

ん
と
か
変
え
た
い
」

「か
っ
と

な
る
と
つ
い
手
が
出
て
し
ま
う

の
で
そ
れ
を
回
通
す
る
方
法
を

学
び
た
い
」
な
ど
で
は
、
怒
り

の
感
情
と
上
手
に
つ
き
あ
う
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト

・
ス
キ
ル
の
学
習

が
大
切
だ
と
わ
か
る
。

被
害
者
か
ら
み
れ
ば
弁
解
に

聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
語
り

で
は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
参
加

者
が
、
六
週
間
、
自
分
と
向
き

合
い
、
暴
力
に
つ
い
て
考
え
続

け
た
こ
と
そ
れ
自
体
に
、
変
化

の
芽
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実

だ
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
語
り
合

い
の
場
で
も
な
く
、
マ
ン
ツ
ー

マ
ン
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
で
も

な
い
半
構
造
化
さ
れ
た
グ
ル
ー

プ
ワ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
に
特
徴

が
あ
る
。

感
情
を
吐
露
し
、
事
実
と
正

確
に
向
き
合
い
、他
人
に
語
り
、

お
互
い
に
傾
聴
し
あ
い
、
暴
力

の
原
因
を
他
人
に
転
嫁
し
な
い

と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

環
境
に
男
性
た
ち
が
身
を
置
く

こ
と
そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ

る
。
弱
者
に
対
し
て
優
越
感
を

も
つ
、
支
配
的
態
壼
嘗
茜
小
す

る
、
妻
の
言
葉
や
態
度
の
前
に

沈
黙
し
、
怒
り
、
暴
力
に
至
る

と
い
う
伝
統
的
な
男
性
性
役
割

と
は
正
反
対
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
仕
方
を
学
ぶ
こ
と
が

必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
だ
け
が
有
効
だ
と
は
思
わ
な

い
が
、
こ
う
し
た
チ
ャ
ン
ネ
ル

が
必
要
な
こ
と
も
ま
た
確
か
で

あ
る
。
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原稿・調査資料をお寄せいただいた皆さま

あリガとうございました

え

編集後記

この1年、ドメステイツク 0バイオレンスについて学んだことで、D∨の

悲惨さガ想像以上であることが伝わつてきました。

この冊子がきつかけで、「 D∨をなくさなければ……」、「 D∨で悩んで

いる人を支えよう」などと考える人が多くなれば幸いです。
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